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第３回日野町議会定例会会議録 

 

平成３０年６月１３日（第２日） 

開会  ９時１１分 

散会 １８時０９分 

 

１．出席議員（１３名） 

  １番  堀 江 和 博   ８番  蒲 生 行 正 

  ２番  後 藤 勇 樹   ９番  冨 田  幸 

  ３番  奥 平 英 雄  １０番  髙 橋  渉 

  ４番  山 田 人 志  １１番  東  正 幸 

  ５番  谷  成 隆  １２番  池 元 法 子 

  ６番  中 西 佳 子  １４番  杉 浦 和 人 

  ７番  齋 藤 光 弘     

 

２．欠席、遅刻、途中退席および早退議員 

 １３番  對 中 芳 喜 （欠席）    

 

３．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 

 町 長  藤 澤 直 広  教 育 長  今 宿 綾 子 

 総 務 政 策 主 監  西 河  均  教 育 次 長  望 主 昭 久 

 総 務 課 長  藤 澤  隆  企 画 振 興 課 長  安 田 尚 司 

 税 務 課 長  増 田 昌一郎  住 民 課 長  澤 村 栄 治 

 福 祉 保 健 課 長  池 内  潔  子ども支援課長  宇 田 達 夫 

 長 寿 福 祉 課 長  山 田 敏 之  農 林 課 長  寺 嶋 孝 平 

 商 工 観 光 課 長  福 本 修 一  建 設 計 画 課 長  髙 井 晴一郎 

 上 下 水 道 課 長  長 岡 一 郎  生 涯 学 習 課 長  日 永 伊久男 

 会 計 管 理 者  福 本 喜美代  学校教育課参事  山 添 美 実 

 住 民 課 参 事  柴 田 和 英     

 

４．事務のため出席した者の職氏名（２名） 

 議 会 事 務 局 長  山 添 昭 男  議会事務局主任  菊 地 智 子 
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５．議事日程 

日程第 １ 議第４３号から議第５２号まで（専決処分について（日野町税条

例の一部を改正する条例の制定について）ほか９件）および報第

５号（平成２９年度日野町一般会計繰越明許費繰越計算書）につ

いて 

〔質 疑〕 

 〃  ２ 議第４３号から議第４４号まで（専決処分について（日野町税条

例の一部を改正する条例の制定について）ほか１件）について 

〔討論・採決〕 

 〃  ３ 議第４６号から議第５２号まで（八日市布引ライフ組合規約の変

更についてほか６件）について 

〔委員会付託〕 

 〃  ４ 一般質問 

 ４番  山田 人志君 

 ２番  後藤 勇樹君 

 ３番  奥平 英雄君 

 ９番  冨田  幸君 

１１番  東  正幸君 



2-3 

会議の概要 

－開会 ９時１１分－ 

議長（杉浦和人君） 皆さん、おはようございます。全員、ご起立お願いします。 

 一同礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 ただいまの出席議員は13名であります。定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元へ印刷配付のとおりであります。 

 はじめに、会計管理者から行政報告があります。会計管理者。 

会計管理者（福本喜美代君） おはようございます。 

 議長のお許しをいただきましたので、行政報告をさせていただきます。 

 去る５月31日、平成29年度の各会計の出納閉鎖を実施いたしましたので、その概

要をご報告申し上げます。本日配付させていただきました、平成29年度出納閉鎖状

況の資料をご覧願います。 

 まず、一般会計につきましては、歳入92億1,079万8,380円、歳出87億5,954万5,116

円、差し引き４億5,125万3,264円の残額となりました。なお、歳入歳出差し引き額

から、繰越明許費に係る一般財源１億1,731万円を差し引きますと、３億3,394万

3,264円になりました。 

 次に、各特別会計の報告をいたします。 

 国民健康保険特別会計は、歳入24億9,602万6,140円、歳出23億5,901万466円、差

し引き１億3,701万5,674円の残額となりました。 

 簡易水道特別会計は、歳入1,160万1,222円、歳出1,155万602円、差し引き５万620

円の残額となりました。 

 公共下水道事業特別会計は、歳入８億5,904万8,998円、歳出８億5,899万2,570円、

差し引き５万6,428円の残額となりました。 

 農業集落排水事業特別会計は、歳入１億9,343万8,757円、歳出１億8,620万137円、

差し引き723万8,620円の残額となりました。 

 介護保険特別会計（保険事業勘定）は、歳入20億3,473万9,750円、歳出19億7,965

万5,361円、差し引き5,508万4,389円の残額となりました。 

 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）は、歳入473万1,678円、歳出471万3,877

円、差し引き１万7,801円の残額となりました。 

 後期高齢者医療特別会計は、歳入２億5,252万335円、歳出２億4,894万6,445円、

差し引き357万3,890円の残額となりました。 

 西山財産区会計は、歳入219万6,679円、歳出193万9,544円、差し引き25万7,135
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円の残額となりました。 

 以上、平成29年度出納閉鎖状況のご報告といたします。 

議長（杉浦和人君） 会計管理者の行政報告は終わりました。 

 日程第１ 議第43号から、議第52号まで、専決処分について（日野町税条例の一

部を改正する条例の制定について）ほか９件、および報第５号、平成29年度日野町

一般会計繰越明許費繰越計算書についての質疑を許可いたします。 

 質疑はありませんか。 

 12番、池元法子君。 

12番（池元法子君） おはようございます。 

 それでは、議第52号、平成30年度日野町一般会計補正予算（第１号）について、

１点だけお尋ねをいたします。 

 歳出の農林水産業費の畜産業費の中の畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業、

これに２億9,147万5,000円とかなり多額の補助金での事業ですが、どのような事業

内容なのかをお尋ねいたします。 

 また、以前は、20年ぐらいになると思いますけども、そのころには県の４分の１

の酪農家がこの日野町にあったというふうに記憶をしておりますが、現在の状況は

どうなのでしょうか、お尋ねいたします。 

議長（杉浦和人君） 12番、池元法子君の質問に対する当局の答弁を求めます。農林

課長。 

農林課長（寺嶋孝平君） おはようございます。 

 ただいま池元議員の方より、畜産環境にかかわりますところの質問をいただきま

した。 

 事業の概要でございます。事業の概要につきましては、畜産クラスター協議会を

設立いたしまして、畜産クラスター協議会が策定しますところの畜産農家への補助、

助成というような事業になってございます。内容といたしましては、牛舎を１棟建

築しますのと、堆肥処理施設を２棟建築しますのと、あと飼料保管庫１棟の事業計

画の内容となってございます。 

 それとあわせまして、畜産関係の状況でございます。肉用牛、乳用牛でございま

す。日野町におきましては、乳用牛につきましては295頭飼養されております。肉用

牛につきましては2,765頭が日野町内で、畜産農家で飼養されております。滋賀県全

体におきましては、乳用牛については2,977頭、肉用牛につきましては１万8,498頭

が飼養されているというような現在の状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 池元法子君。 

12番（池元法子君） 大体の状況は分かりました。 

 以前、酪農家数が県全体の４分の１ぐらいあったのではないかなという私の記憶
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の中で、今かなり減っています。今回のこの事業でこれからの酪農業、それが増え

ていくというのか、振興に期待ができる事業なのかどうか、それをお尋ねいたしま

す。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（寺嶋孝平君） 再質問いただきました。この事業についての今後の振興と

いうことのお尋ねでございます。 

 畜産クラスターに係ります事業は、町内の畜産農家と、あとＪＡをはじめとしま

す関係の団体、そして県の機関等が集まりまして協議会の方をつくっております。

その中で、日野町という地域の関係者全部が連携をしていく中で、畜産の収益性を

向上させるというような目的のもとで協議会を設立しておりますので、今後構成員

の方が規模拡大をするなり、収益性を上げるということの計画を持たれていく中で、

今後の事業展開をされるというような形になってございます。 

 この事業につきましては、２分の１の国からの助成があって、あとは融資を受け

られての事業展開をされるというようなことになってございます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 11番、東 正幸君。 

11番（東 正幸君） おはようございます。ご苦労さまでございます。 

 それでは、２点ばかり質疑をしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 第１点目は、議第49号の日野町家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでありますけれども、説明では

当町では事業所はないということでありますけれども、今回のこれは連携協力とい

うことであります。もし、この家庭的保育事業所が開始されたならば、そこで他の

保育所との連携でありますけれども、他の保育所との定員との関係はどのように捉

まえておられるのか。やはり、今も100パーセント、百何十パーセントという定員と

思われるんですけれども、保育所への連携についてはどのように、そういう定員の

中でどういうように捉まえておられるのかお伺いしたいと思います。 

 それと、議第50号でありますけれども、日野町放課後児童健全育成事業の設備お

よび運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでありま

すけれども、今回放課後の児童支援員のことでありますけれども、我々は通常、指

導員さんと言っておりましたけれども、新制度ではどのように変わってきたのかお

伺いしたいなと思います。 

 また、補助員についてはどういうように思っておられるのか、お伺いしたいなと

思います。 

議長（杉浦和人君） 11番、東 正幸君の質問に対する当局の答弁を求めます。子ど

も支援課長。 
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子ども支援課長（宇田達夫君） おはようございます。 

 ただいま議第49号、日野町家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定について、まずご質問をいただきました。今

回の改正によりまして、代替保育につきまして、保育所以外の保育を提供する事業

者からも確保できるようになるというものでございますが、保育所との定員の関係

ということでご質問をいただきました。 

 今後、日野町で家庭的保育事業が実施された場合におきまして、その時点で待機

児童等が生まれているような状況であるならば、そのときには公立保育所におきま

して一時保育事業などを実施するなど、家庭的保育事業者、事業の中で、子どもさ

んが路頭に迷わないようにといいますか、そのような対応は必要であるのではない

かというふうに思っております。 

 続きまして、議第50号、日野町放課後児童健全育成事業の設備および運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。このたび

の改正によりまして、放課後支援員さんにつきまして、基礎資格について一定の経

験のある方に緩和をされるものでございます。 

 その中で、現在、議員おっしゃられました補助員さんという方におきましても、

一定の経験を、おおむね５年とされておりますが、５年を経験されるということで

支援員への道が開かれるというものでございます。 

 また、今回の改正におきましては、教員資格について、更新をできていない場合

の取り扱いも明確にされておりまして、有効な教員免許の所持者を対象とするよう

に改正をされるものでございます。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） 再質問でありますけれども、公立保育所は待機児童がなくなっ

たときには、待機児童が余裕があるときにはそうであるということのように思えた

んですけれども、そのときもやはり、もし100パーセント以上あればどのように考え

ておられるのか、もう一度お聞きしたいなというふうに思います。 

 それと、教員の免許の更新ですけども、今そういうなんはやはり強制ではできな

いかも分かりませんけれども、どの程度更新されてない方がおられるのか、そうい

うようなことが分かればお伺いしたいなと思いますし、やはり更新をしてほしいな

というふうに思いますけども、そこら辺の取り組みについてはどのように考えてお

られるのかお伺いします。 

議長（杉浦和人君）子ども支援課長。 

子ども支援課長（宇田達夫君） ただいま家庭的保育事業がされる場合に、そのとき

の待機児童ということでございますが、実際、日野町でそのような事業が実施され

たときですが、そのときに待機児童が日野町の中で生まれるような状態であれば、
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先ほど申しましたように、一時保育事業などを実施しながら、子どもさんを確実に

預からせてもらうような体制をしていきたいというふうに思っております。 

 また、教員資格についてでございますが、今回の改正では放課後事業であります

学童保育所の資格についてのことでございますので、ちょっと私どもの方ではその

点についてはつかんでおりませんので失礼いたします。 

議長（杉浦和人君） 学校教育課参事。 

学校教育課参事（山添美実君） 教員免許状の更新についてお答えさせていただきま

す。 

 教育現場の方では、教員免許の更新については、各校で免許の失効がないように、

その期間を必ず毎年確かめて行っております。 

 それから、臨時の先生方、非常勤の先生方、また多くの教員免許を持っておられ

る方に教員免許の更新をするように呼びかけまして、失効することがないよう説明

をさせていただいております。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） また委員会等もありますので、その中でもお尋ねしていきたい

と思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 10番、髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） それでは、まず１点目でございますが、一般会計補正予算につ

いてでございますが、ただいま池元議員の方から畜産農家に対する補助の件でお尋

ねがございましたが、これに関連してお尋ねをさせていただきたいというふうに思

います。 

 事業内容等々につきましては、今お聞きをいたしました。畜産クラスターとは、

畜産農家をはじめ、地域の関係事業者が連携、結集し、地域ぐるみで高収益型の畜

産を実現するためと、このような形で定義をされておりまして、現在全国各地でこ

のものがもう始まっているということでございます。今回日野町でそれを取り組ま

れるというようなことでございますが、目的とするところにおける畜産農家の補助

という形になっておりますが、そういった意味の中で、今お聞きしましたところ、

ＪＡ、県も構成させて組織団体にするということですが、日野町における農家がこ

の中でどのぐらい、何軒ぐらいが加盟されているのかどうかということと、ならび

に加盟されている軒数に対して、今畜産をやってられる方に関しての何パーセント

が加盟されておられるのか、この辺をお聞きいたしたいとこのように思います。 

 それから、池元議員の質問と関連するわけでございますが、今後における部分と

いうのはどういう形で日野町としては分析されておられるのか。これによってどう

いう形の部分で、日野町としての畜産農家の支援という形のもので、これで十分な
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のかどうかという形の検証をされているのかどうか、これについてもお聞きをさせ

ていただきたいというふうに思います。 

 それから２点目でございますが、西大路地区定住宅地の整備事業について、また

皆さん、質問があると思いますので１つだけお尋ねをさせていただきたいと、こう

いうふうに思います。 

 西大路地区の定住宅地の整備対象地区として、計画の段階においてＡゾーン、Ｂ

ゾーン、Ｃゾーン、Ｄゾーン、４ゾーンにおける地区が検討されたと、このような

形で聞いておるところでございますが、今回Ｂゾーンの整備事業が提案されておる

ということでございますが、そういった意味の中で残る３ゾーンについては今後ど

のように考えておられるのかお聞きをさせていただきたいと、こういうふうに思い

ます。 

議長（杉浦和人君） 10番、髙橋 渉君の質問に対する当局答弁を求めます。農林課

長。 

農林課長（寺嶋孝平君） ただいま髙橋議員の方から、何点かご質問をいただきまし

た。 

 最初にお尋ねの、クラスター協議会の畜産農家の構成員ということでございます

が、今回構成員として加入、加盟をいただいています畜産農家、養豚、養鶏、あと

法人も含めまして８者の構成員となっております。そのほかに、加盟をいただいて

ない個人の経営者が２軒ほどおられます。加入に際しましては、養豚、養鶏で２者、

あと酪農、肉用関係で６者というようなことで、合計８者がこの協議会には加盟を

いただいておるというような状況でございます。 

 そして、この事業の取り組みでございますが、畜産関係者が地域と一体になると

いうことで、畜産農家、そして県の関係機関、ＪＡ等の関係機関が集まる中で、収

益性を上げていこうというようなことの目的での設立をしているところでございま

すが、その中で、加盟する畜産農家がそれぞれの経営目的、規模拡大等を計画する

中で、それにあたっての助成をいただくというようなことで進めていくことになる

わけでございますが、現在では１者が規模拡大の経営計画を持っているということ

でございまして、それについての国からの助成を求めていくというようなことでご

ざいます。 

 分析をした支援ということでございます。経営計画等につきましても、関係機関

の中でという部分も確認をしておるわけでございますが、一番は畜産農家さんが今

後の経営にあたっての、資金計画を含めて規模拡大という部分を計画されていく中

での経営を目指しておられますので、それについて資金等も含めまして、関係者が

協議、確認していく中で、一定、規模拡大されることについては問題ないというよ

うな判断をしておるところでございます。 
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議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） おはようございます。 

 今日は13日でございまして、昨日米朝首脳会談が開催をされました。あれだけ世

界中で２人の指導者がいろんな意味で注目をされてきたわけでありますが、会談の

中身は課題がいろいろあるというふうに言われておりますけれども、一触即発の危

機を心配しておった中でああして握手をされたこと、これがアジアにおける、そし

て世界における平和につながればと誰もが期待するところでございまして、新聞で

も一面トップで報道をされているところでございます。 

 また現在、滋賀県知事選挙が行われております。これから先の滋賀県をどのよう

に。 

議長（杉浦和人君） 質問の要旨に答えて下さい。 

町長（藤澤直広君） ということで大変大事なものと思っておりますが、滋賀県もま

た人口が減少する県になりました。そして、滋賀県の各市町におきましても、とり

わけ周辺部においては人口が減少するということになっておりまして、日野町もそ

の例外ではございません。 

 こうしたことから、西大路の団地の話でございますけれども、国においては地方

創生対策を講じるということで、東京一局集中を打開し、地方が元気にやっていか

なければならないということで方針が出されたところでございます。 

 日野町もこれを受けまして、平成27年度に日野町の地方再生戦略について計画を

策定させていただき、それぞれいろんな事業の取り組みをさせていただきました。 

 そうした中で、国の補正予算を活用いたしまして、平成27年度予算、補正予算を

活用しながら、平成28年度に日野町定住団地調査事業を実施いたしたところでござ

います。その段階におきまして、日野警察署跡地、そして西大路の市街化区域とい

うことで、これの定住団地化に向けた調査を実施いたしたところでございます。 

 問題意識は、今述べましたように、人口減少社会の中でいわゆる農業、農村部も

含めたところが何とかそれを食い止めて、住み続けたい町、住んでみたい町をつく

ると。その中で、日野町もまたやはり町外に出ていかれる方もあるわけでございま

すので、何とか町内に踏みとどまっていただきたい、こういう思いでございます。 

 日野町におきましては、いわゆる農村部と日野や必佐の市街化区域というところ

があるわけでございます。そして、かねてからの開発団地、リバーサイド、曙、サ

ンライズ、こういうようなものがあるわけでありますが、今現状を見ておりますと、

日野や必佐の市街化区域においては、いわゆる一戸建ての住宅が割とつくられれば

売れていく、またつくられるというような状況になっておるわけでございます。そ

うした中で、定住したい、してもらう、移住してもらうということも含めて、いろ

んな選択肢を準備する必要があるのではないかということで、地方創生戦略の中で
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議論をいたしてきたわけでございます。 

 そして、ただ住宅団地というのはどこでもできるわけではございませんので、日

野地区や必佐ではなく、いわゆる周辺部とは言いませんけれども、日野、必佐の市

街地以外のところでこういうことが可能なところはどこなのかということになりま

すと、かねてから市街化区域に線引きされております西大路地区のあの477国道沿い

がその地域でございます。あの地域は、ご承知のように約20年ほど前から線引きが

されて、一旦は区画整理で住宅開発をしようやないかと、こういうようなこともあ

ったわけでありますが、種々の事情によってなかなかこれの実施が難しかったと、

こういう経過があるわけでございます。 

 そうした中で、西大路、そして日野、必佐でない地区も含めて定住団地をつくる

ことによって、日野全体の人口流出に歯止めをかける、そして人口流入の１つのき

っかけになる、こういうような可能性はないのかということで、地方創生の予算を

活用して調査を行ったところでございます。 

 その時点におきましてはそういう調査をやりながら、それまでから地元の皆さん

にはそういう調査をすることについてご協力をいただいたわけでございますが、28

年度に調査がまとまり、29年度から改めて具体的な計画概要について地元にご説明

を申し上げ、そしてこの議会においても特別委員会をはじめ、一般質問でもいろい

ろご質問などをいただき、お答えをしてまいったところでございます。 

 そうした中で、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄという４地区で、可能な開発ということで調査を

いたしたわけでございます。もとより、当初はあの地域全体の区画整理事業という

計画がされておったわけでございますが、現時点でされてこなかったいろんな事情

を見ますと、やはり一挙にたくさんのところをするということは、これは大変大き

なリスクを伴うものでありますので、町といたしましてはおおむね１ヘクタール程

度を基本にしてこれをやっていこうやないかと、こういうようなことで考えたわけ

でございます。 

 そうした中で、１ヘクタールをそれぞれの区域で調査いたしまして、それを地元

の皆さんにお示しをしながら、やはりこれは地元の皆さんの協力、合意がなければ

できないものでございますし、用地代につきましても、高額なものになればこれは

計画自体が成り立たないということで、そうした条件なども含めて地元の皆さんと

協議をさせていただく中で、現在のＢ１地域が妥当であろうと、こういうような判

断をいただいたところでございまして、現在Ｂ１地域を滋賀県土地開発公社に委託

する方向で、細部はまだまだ調整中でございますけれども、そういう形で何とか踏

み出していきたいと、こういうような思いでございます。 

 そのほかのＢ１地域以外についてはどうなのかということでございますが、この

Ｂ１地域が二十数区画を予定しているわけでございますけれども、やはりそこがし
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っかりと売れていく、そういうようなことを見きわめることも大変大事でございま

すので、現時点でまずはＢ１地域の開発と、それの販売に全力を尽くしていきたい

なと。その結果を見ながらまた全体として考えてまいりたいと、このように思って

おります。 

議長（杉浦和人君） 10番、髙橋 渉君。 

10番（髙橋 渉君） 再質させていただきます。 

 まず１点目の方なんですけど、今回国の予算とはいえ、２億9,000万というような

形の大きな予算づけになっておるということですね。そういった意味で言いますと、

これがすぼんでしまわないように、畜産農家の方の経営基盤をはっきりさせ、継続

的に拡大できるようなことにしなけりゃいけないと、こういうふうな前提があるん

じゃないかなというふうに思います。 

 そういった意味で、日野町もどこまでそれに携わって支援ができるかという形で

お聞きしたわけですので、それについてはお願いというより、これからもそういう

部分の中で見ていただき、支援体制を含めて経営基盤がしっかりするような形でち

ょっとお願いを申し上げておきたいと、こういうふうに思います。 

 それから、２番目の西大路地区の定住宅地の整備事業ですが、縷々今までのいき

さつ等々について町長の方から説明をいただいたと、こういうふうなことでござい

ますが、今回の西大路地区につきましてはとりあえず、とりあえずという言葉が適

当か分かりませんが、１ヘクタールの部分につきまして先行して、試験的な要素も

含めてでしょうけど、これについては実施をする方向で今検討していると、こうい

うことでございます。 

 しかしながら、日野町における今、定住移住促進の部分の中で、ここだけじゃな

くて日野町全体的における部分の中でやっぱり考えなきゃいけない部分はあると思

います。そういった意味の中でのこの西大路地区じゃないかなというふうに思いま

すので、一度、今回についてどういう結論になるか分かりませんが、Ｂゾーンも含

めて、あと、Ａ、Ｃ、Ｄですか、これについてもやっぱり検討する必要があると思

いますので、その辺のところも今後についての部分の中で検討されるよう申し上げ

て質問を終わりたいと、こういうふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ９番、冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 私も議第52号、平成30年度日野町一般会計補正予算（第１号）

について、この中で今、髙橋議員の重複になるかもしれませんが、質疑を行いたい

と思います。 

 まず、債務負担行為として西大路地区定住宅地整備事業が挙げられておりますが、

今、町長の説明ありましたように、もう一度この４つのゾーンがありますね、Ａか
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らＤまで。もうひとつこのＢゾーンで計画を行うという根拠がちょっとあいまいな

ふうに聞こえましたので、再度Ｂゾーンで計画を行うための根拠をもう一度説明を

お願いしたいと思います。 

 次に、町長は土地買収価格を1,000平米当たり300万円というふうに明言をされて

おられますが、これは所有者の同意を得ているのかどうか。 

 また、今日まで公共用地購入には必ず土地鑑定評価を経て購入をしておられまし

たが、今回その措置をとらない理由は何かお尋ねをいたします。 

 ３点目は、一般財源の負担と3,000万円を見込まれておりますが、事業総額試算の

内訳を明確にお願いしたいと思います。 

 ４つ目、土地開発公社の関係者が西大路地区の用地を現地調査されたというふう

に聞いておりますが、なぜ地方創生の調査地である旧日野警部交番跡地について調

査依頼をされなかったのか。この点についても理由をお尋ねいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） ただいま冨田議員から、４点にわたってご質問をいただきまし

た。 

 なぜＢ１なのかと、こういうことでございますが、先ほど申し上げましたように、

この市街化区域につきましてはかなり幅の長い区間でございます。以前はここを区

画整理事業で開発しようということでありましたが、種々の事情によってできなか

ったということでございまして、その中で何とかやりたいということでございます

が、繰り返しになりますけれども、地元の皆さんのご同意がなければこれはできな

い事業でございますので、地元の皆さんと協議をさせていただきながら、このＢ１

地区に決めたということでございまして、その細部については、また建設計画課長

の方から知り得る範囲で答弁をさせていただきたいと思います。 

 300万円での買収ということはどうかということでございますが、もともと条件が

厳しい地域でございますので、なかなかペイをしないと、しにくいということでご

ざいますので、その中で実施をするということについては、町が持ち出す財源の部

分も必要となりますことから、やはりそこは地元のご理解をいただくということで

この額を議論しながら決めてお願いをしたところでございまして、ご同意はいただ

いておるというところでございます。 

 なぜ鑑定をしないのかということでございますが、今申し上げましたように、鑑

定をするよりも、むしろこの事業が成り立つかどうかの部分でぎりぎりのところで

判断をした額が300万円だということでございます。 

 それから、町の住宅への持ち出しは3,000万程度というふうに町長は言ったじゃな

いかということでございますが、これは１億七千数百万円の債務負担行為をするわ

けでございますが、この中にはかねてから町道から国道へ抜ける町道整備のご要望
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等も受けておりましたことから、今回それも含んで住宅開発に生かしていこうとい

うことを考えますと、それを少し別枠に置けば、純粋な住宅開発に、それ以外にも

下水道や水道もあるわけでありますが、それ以外の部分で住宅開発に対する町の持

ち出しは現時点、概算の概算でございますけれども3,000万のレベル、3,000万台と

いうようなことになるのではないかというのが現在の試算でございます。これも後

ほど、もう少し建設計画課長の方から概略の数値を申し上げます。 

 それから、土地開発公社が西大路を見たにもかかわらず、警部交番は見なかった

のかということでございます。警部交番につきましても28年の調査で実施をいたし

たわけでございますが、その時点では警察との話し合いの中で、警部交番用地につ

いては町に無償で譲渡、返還をするというような話もございまして、それは無償で

譲渡されるのであれば、これはかなり使い勝手がいいなということで実施をしたわ

けでございますが、その後、警察の方から無償では無理だ、時価だと、こういうよ

うな話になってまいったところでございまして、時価となりますと市街地の中心部

の大窪でございますので、かなりの用地代が高くつくということで、ここを開発す

るのはなかなか難しいなというのが１つと、もう１つは、日野地区については中道

をはじめとして、中道はほぼいっぱいになっておると聞いておりますけれども、そ

のほかでも区画が造成をされれば住宅が建っていくというような状況でもございま

すし、また現に区画、小区画、数区画でも住宅開発を民間の力でやっておられると、

こういう状況でございますし、日野町においても日野地区に対して周辺の地区から

人口が流入しているというような現状でございますので、日野地区についてはある

意味では民間活力によって開発をされることによって、住宅需要については応えら

れるのではないかと。 

 そういう中で、西大路のこれまでからの市街化区域ということがある中で、そこ

でしっかりと町がサポートすることによって、定住団地を設けていくということが

必要であるというふうに考えたところでございまして、警部交番跡地についてはま

ず優先は西大路地区の市街化区域からということにしたわけでございまして、土地

開発公社に警部交番を対象に見ていただくということにはいたさなかったところで

ございます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（髙井晴一郎君） おはようございます。 

 それでは、今冨田議員に質問いただきまして、町長の方がお答えしましたが、補

足という形で回答の方をさせていただきたいと思います。 

 まず、宅地整備の地域が何でＢゾーンなのかということでございますが、町長が

申しましたように、この事業につきましては地元の協力とご理解がなければできな

いということでございます。調査結果におきましては、エリアの形状より若干公共
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地率、割合等が変わってきますので、金額的には変わってくる部分もございますが、

町が提案させていただきました４つのゾーンにつきましては、全て開発が可能やと

いうことで判断をさせていただき、地域に提案をさせていただいたということでご

ざいまして、決定されたエリアにつきましては、地権者の同意書が添付された要望

書も提出をいただいております。これにつきましては、西大路地区全体の総意と熱

意であるということを町の方も重く受け止めるということで、整備ゾーンのＢゾー

ンにつきましては地元の総意やということで、Ｂゾーンの方で整備を進めるという

ことで進めた経過でございます。 

 次に、鑑定をしない理由ということで、これも町長の答弁と被るかも分かりませ

んが、それぞれのゾーンで試算はさせていただきました。これについて、事業とし

てほんまにできるのかどうかというところで概算を出したところ、土地の買収につ

いては例示させていただきました平米3,000円というのがもう限界かなということ

で、その金額は判断させていただきまして、この部分についても地元の方でご説明

をさせていただき、これについてもご理解をいただいているというふうに思ってい

ます。 

 鑑定につきましては、調査の方で当然近くの地価調査等もしておりますので、ほ

ぼほぼつかんではおったんですけれども、とてもやないがその価格では整備が成り

立たないということで、平米3,000円という金額を地元の方に説明をさせていただい

て、ご理解をいただいたところでございます。 

 それから、内訳の方なんですけれども、今回提案させてもらった金額につきまし

ては、このＢ１のゾーンのいわゆる調査の結果の図面に基づいて、開発公社の方で

概算をされた額でございます。それぞれ概算費用につきましては、用地関係、業務

関係、工事関係、それから分譲までお願いをするということで分譲に係る金額、そ

れぞれ全て合わせた合計が１億7,681万5,000円ということで、この金額を上限とし

て今回債務負担行為ということで提案をさせていただいているところでございます。 

 最後に、現地調査の件でございますが、公社の方が現地の方を確認したというこ

とでございます。これにつきましては、公社の方に相談に行きまして、１回うちの

方も現地を見るわということで、現地の方を見ていただきました。特に今進めてい

るのがＢの１のゾーンということですので、あえてほかのゾーンの視察については

公社の方もされませんでしたし、うちの方も依頼もしなかったということでござい

ます。 

 今思いますのは、地域からの熱い要望を受けて決定させてもらいましたゾーンで

ございますので、これの整備に向けて全力を挙げたいなというふうに考えています。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） どうもＢゾーンは地元の総意だということで、それプラス国道



2-15 

と現道の町道を結べるという計画にも基づいているところもあるというふうにお聞

きをいたしました。 

 １点だけ、現在の町道と結ぶという計画につきましては、Ｃの１のゾーンでもあ

ると思います。Ｃゾーンというのは公民館の手前になるわけですから、ここはです

から地元さんの同意が得られなかったどうかを再度お尋ねいたします。 

 それから、平米3,000円、これは了解をさせていただきました。ただ、事業総額、

先ほど項目だけつらつらと課長、言っていただきましたが、概算、工事費がどうだ

とか何がどうだというのを分かれば、もう一度お尋ねをさせていただきたいと思い

ます。 

 それと、４点目は日野警部交番ですが、町長、無償のつもりがそうでなかったと

いう答弁でありましたが、そうかといいましても、我々、地域経済対策特別委員会

の中でも、「ここはどれぐらいの費用があれば県は譲ってくれるのか」というような

質問を再三しておりますが、「何の話もしておりません」ということです。こちらの

方が宅地を整備すれば、おそらく中道とかそこらと同様、販売が早いんじゃないか

と思います。ですから、それは県と交渉の結果、これこれこれだけの高額ではとて

も買えないというんなら分かりますが、その辺についての説明をお願いしたいと思

います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（髙井晴一郎君） 大変失礼いたしました。１億7,681万5,000円の内訳

でございます。用地関係に3,650万、それから業務関係、これは測量、実施設計、開

発申請を含むものでございますが1,440万円、それから工事関係でございます。これ

は道路、緑地、上下水道、宅地、全て含めまして１億1,660万円、それから分譲関係

ということで、ほぼほぼ２年ぐらいで販売を考えておりますが、これに係る費用と

して931万5,000円、合計１億7,681万5,000円というところでございます。 

 それから、Ｃゾーンでも町道整備ができるやないかということでございますが、

これにつきましては、先ほども申しましたように、それぞれ各ゾーンでそれぞれの

特徴がございます。そんな中で地元の方で選択していただいたゾーンということで、

特にＣでもということではございますが、そこについては地元の総意ということで

判断をしております。 

 先ほど用地関係で3,650万という金額を申し上げました。これにつきましては、当

然8,000平米の用地と、それから埋蔵文化財確定測量、その他建物補償等、それに係

る費用が含まれておりますので、用地の買収費としましては3,650万のうち約2,450

万、8,171平米で2,450万ぐらいの金額になります。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 警部交番の跡地の方がすぐに開発できて販売しやすいのではな
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いかと、こういうご意見でございますが、先ほども少し申し上げましたけれども、

現在でも日野地区への周辺地域からの人口流入が続いておると、一定部分では続い

ているということでございまして、何とか日野地区、必佐地区でないところで定住

団地を町がつくることによって、周辺部という言葉は妥当じゃないかも分かりませ

んけども、日野、必佐地区以外でできるということが大事なのではないかというこ

とで選定をいたしたところでございます。 

 そして今、冨田議員もお話しされましたように、警部交番跡地であるならばすぐ

に売れるんでないかということでございますが、あそこも割と格好は悪うございま

す。そして、どれだけの値段で開発をすれば宅地になるのかということもあるわけ

でございますが、いずれにしても既に日野地区に人口が寄ってきている、そして日

野地区においては民間開発でいろんなところで宅地開発がされているということで

ございますので、民間の皆さんの力で開発ができてきているということから、町の

施策として開発をやるにあたっては、長年の経過があり、そして地元住民の皆さん

の熱意があり、そして何とか日野地区一極じゃなくて、それ以外の地区にも人口を

定住してもらえる可能性ということから、優先的には西大路地区を選択したという

ことで、警部交番よりも優先をしたというのが現状でございます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 冨田議員より、警部交番跡地の譲渡についての交渉という

件でご質問いただきました。 

 警部交番が移転するというような話を伺ってから、そういった話については警部

交番の会計課の方と交渉をさせていただいていたという経過がございます。もとも

とは日野町の土地であったということで、警察の本部の方と、日野町の土地である

ので、無償でそのまま日野町に返還いただけるというようなお話の中で、期待を持

って交渉していったわけでございます。 

 その経過の中で、当初はそうやって動いていたわけでございますけれども、28年

の11月に正式に、県の方で条例がございまして、その条例の中での規定では、もと

もとの所有者に返すというのもあるんですけども、20年を経過したものについては

無償譲渡は無理と。有償になるというようなお話を伺ったところでございます。た

だ、当時の、警部交番の方に交換をさせていただいた土地を提供させていただいた

ときに、条件として解体後、更地にした後に無償で日野町に返還するというような

条項があれば、それは当然無償で返させていただくというようなことが言われたと

ころでございまして、そういった文言があるような契約があるかというように県の

方から問われまして、こちらの方で探すわけでございますけども、そういった文言

のある書類の交わしたものはございませんで、今のところ有償でしか県としては扱

えないというような対応となっているところでございます。 
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 現在解体が済まされまして、本年度、30年度の予算で官民境界をして、翌年には

競売に移したいというふうに言われておるわけでございますけれども、まずは地元

ではありますので、県の関係機関、それから日野町には一応有償で購入いただけな

いかという確認をとらせていただくというようなお声をいただいているというとこ

ろでございます。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） おおむね答えていただきましたが、ちょっと今の警部交番跡地

のことは、もうひとつ合点がいかんところもあります。 

 再三申し上げているのは、やはりこの日野町の中で、町のど真ん中で警部交番跡

地、そしてこの問題とは関係ありませんが平和堂の跡地があります。非常にああし

た更地であいているところは、情けないような思いを我々はすることもあるわけで

す。そういった意味で、警部交番跡地も無償でないなら、有償であるなら、どの程

度の価格であればどうなるという検討も今後していっていただきたいなということ

を申し上げて、私の質問を終わります。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ８番、蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） それでは、私もいつものように質疑に参加させていただき、既

にただされました点につきましては除きまして、何点か質問を行わせていただきま

す。議案自体に関します質疑は、同士の議員各位にお任せをいたしまして、私は少

しいつものように角度を変えて、３議案と１報告に関連しての質疑を行わせていた

だきます。 

 まず、議第46号、八日市布引ライフ組合規約の変更についてに関連してお伺いを

いたします。近年死亡者数が増加してきているためか、死亡なされた日から２日後、

最もよく希望される火葬日に炉が満杯のために火葬ができず、１日おくれての火葬

日となるケースが増えてきているように思っております。 

 12月６日から新施設が稼働となります。漏れ聞くところによりますと、現施設の

今日の火葬に要する時間は２時間と10分程度というところでございますが、この火

葬時間が新施設では半分程度の１時間余りになるそうですが、実際のところどうな

のでしょうか。 

 また、火葬時間が短縮となれば、１日の火葬件数を増やされることになるのでし

ょうか。 

 また、炉の数を現在の数より増やされるのでしょうか。 

 以上３点についてお尋ねいたします。 

 次に、議第47号、財産の取得について（日野町消防団消防ポンプ車）についてに

関連してお伺いをいたします。今回の消防ポンプ車の取得から、標準装備にドライ
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ブレコーダーを新たに加えられることとなったところでございます。近年の消防団、

消防ポンプ車の取得につきましては、15年での更新を基本となされ、平成26年に第

１分団日野詰所配備車両を、平成27年に第１分団西大路詰所配備車両を、平成28年

に第３分団配備車両が更新されています。これらの３台にはドライブレコーダーが

装備されているのか。装備されていない場合には、後づけ装備をされるのでしょう

か、お伺いいたします。 

 また、ドライブレコーダーといっても、2,000円前後の安価な物から数十万円もす

る高価な物まであります。車両の前のみにカメラがあるものもあれば前後にカメラ

があるもの、360度をカバーするものまであります。どの程度の装備を考えておられ

るのでしょうか。 

 また、地元の鎌掛地区が特別に別途装備なされる備品等があるのでしょうか。 

 また、残ります第２分団配備車両の更新年度はいつなのでしょうか。 

 以上４点についてお尋ねいたします。 

 次に、議第52号、平成30年度日野町一般会計補正予算（第１号）についてと、報

第５号、平成29年度日野町一般会計繰越明許費繰越計算書についてお伺いいたしま

す。補正予算の担い手育成対策事業720万円と、繰越明許費繰越計算書の担い手確保

経営強化支援事業716万5,000円の２つの事業は、名称も金額もよく似ております。

非農家の者にとってはよく分かりかねますので、どこがどう違うのか、違いをお尋

ねいたします。 

 以上、３議案と１報告と思いますが、お尋ね、お伺いし、明解な答弁を求めます。 

議長（杉浦和人君） ８番、蒲生行正君の質問に対する当局の答弁を求めます。住民

課参事。 

住民課参事（柴田和英君） 議第46号、八日市布引ライフ組合規約の変更についてに

つきまして、蒲生議員の方から３点のご質問をいただきました。今現在整備工事が

進められております布引斎苑の関係でございまして、新しく新火葬炉の利用開始が

平成30年の12月６日から始まります。これに伴いまして、東近江市の愛東・湖東区

域の編入に伴う共同処理をする事務区域の変更をお願いするものでございます。 

 まず、質問の１点目の火葬時間でございますが、現行施設の火葬所要時間は、受

付の後、２時間10分程度の火葬時間の後、お骨拾いの時間を含めて２時間30分でご

ざいます。今度新しくなる施設の場合は、受付時間の後、１時間20分程度の火葬時

間とお骨拾いの時間を含めまして１時間45分となりまして、所用時間は45分程度短

縮をされます。 

 続いて、２点目の１日の火葬件数でございますが、現行施設は１日８件でござい

ます。新施設は火葬時間の短縮によりまして、１日10件まで対応ができるようにな

ります。 
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 続いて、３点目の炉の数についてのご質問でございます。現行施設は７基の炉で

すが、新施設は６基となっており１基少なくなっておりますが、新施設は全て現行

炉の大型炉よりも一回り大きなサイズが標準となっておりまして、そのためさまざ

まなケースに対応ができますので、１日のローテーションを崩すことなく管理運営

ができ、１件当たりの火葬時間が短縮されますことから、１日当たり火葬件数は２

件増えるということでございます。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 蒲生議員より、議第47号、財産の取得についてご質問をい

ただきました。 

 まず１点目の、ドライブレコーダーを今回の購入から標準装備とさせていただい

たわけでございますが、最近新しく導入した車での装備関係でございます。26年に

第１分団の日野に装備しておりますものと、27年の第１分団の西大路、その２台に

つきましては装備はされておらないというところでございます。28年に第３分団に

導入しましたポンプ車については、地元寄附によってドライブレコーダーが装備さ

れているというようが状況でございます。 

 今後の装着の予定でございますけれども、今のところ車の更新と同時に対応して

まいりたいというふうに考えておるところでございます。 

 それと、タイプはどんなものかというところでございますが、今現在、町の公用

車に装備しておりますのが２万円から３万円ぐらい、前方だけの記録というふうに

なるものでございますが、今ポンプ車での仕様についてはその程度というふうに思

っているところでございます。 

 それから、本年度、今購入予定をしております第１分団の鎌掛の特別装備でござ

いますけれども、地元の方と分団の方と地元の運営会の方と１度協議をしたわけで

ございますけれども、まだ特別これといったものは決定はされておりませんが、協

議中であるというところでございます。ただ、これまで西大路や必佐の３分団で導

入された車等の特別装備をもとに検討していきたいなというふうなお話でございま

した。 

 それから、残り第２分団のポンプ車でございます。これにつきましても実は平成

15年が購入でございまして、ちょうど今年で15年がたつということで、同時に数台

も買えるものではございませんので、今回は１分団の鎌掛を優先させていただいた

ということで、できれば次年度に更新をできるように考えてまいりたいというふう

に考えているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（寺嶋孝平君） ３点目にご質問をいただきました、補正予算と繰越明許費

計算書にございます担い手育成対策事業、そして担い手確保経営強化支援事業につ
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きまして、名前もよく似ている、金額も似ているということでの違いのご質問でご

ざいます。 

 この２つの事業につきましては、農業用機械等の導入に対しまして国の助成が受

けられるというもので、適切な人・農地プランが作成をされています地域で、その

プランに位置づけられた中心経営体に助成をするというような内容になってござい

ます。 

 その中でも繰り越しをいたします事業につきましては、さらに条件が厳しくなっ

ておりまして、農地プランを作成しておりますけれども、さらに農地中間管理機構

を活用していくということがさらに条件がありますのと、そして中心経営体への助

成になりますけれども、その中心経営体である人は認定農業者であることというこ

とがさらに条件がつけられておりまして、繰り越しをいたします方が条件的には厳

しくなっておるというような違いがございます。補助率につきましても、繰り越し

をいたします事業の方が２分の１以内になっておりまして、今、今回補正で上げさ

せていただいています部分が10分の３以内というような状況になってございます。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） それぞれの担当者より詳しくご説明いただいて、よく分かった

ところでございますが、議第46号、八日市布引ライフ組合規約の変更についてに関

連いたしまして、１点だけ再問をいたしたいと思います。 

 現施設の火葬時間に要する時間、２時間余りが、布引斎苑火葬場で火葬が２時間

余りもありますので、火葬を待たず、一旦葬儀場ホールからご自宅に帰られたり、

地域によっては呼び方が違うんですが、死去参りとか、灰葬参りとか、野帰り参り

とか、こういうお名前がいろいろあるんですが、これらのためお手つきの寺院に行

かれたりしておられるところでございます。火葬時間が新施設では極端に短くなり、

半分程度の１時間余りとなれば、お手つきの寺院等に行かれる時間がなくなり、布

引斎苑組合で火葬が終わるのを待たれると、こういうことになるのかなと、こうい

うふうに思うところでございます。 

 新施設に今、先ほどの説明では10件、10件が全部待たれるわけはないんですが、

半分としても５件ぐらいが待たれると、こういうふうになってまいりますと、それ

だけの布引斎苑には待たれる、５組ほどおられるとしたら、その会葬者が待たれる

だけの待合所、そういうものが新たな施設ではきちっとできるのかなと、そういう

点についてお伺いをしたいなと思います。 

 また、現施設の内容から新施設、こういう時間の短縮、そういう面で、また待た

れるとかそういうふうに内容が変わってくるのかと、こういうふうに思うんですが、

葬儀業者等に対してそういう説明がきちっと行われておるのか、また行われるのか

お伺いをいたします。 
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議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課参事（柴田和英君） ただいま２点ご質問をいただきました。時間が短縮され

ることによりまして、45分短縮でございますので、従来ですとそういった時間を戻

って、死去参り等をされるというような慣例になっているところでございます。葬

儀の形態もさまざまではあると思いますけれども、そこで待たれて待合を、時間を

そこで過ごされるというようなこともあります。 

 今、新施設の待合につきましては、12月からオープンします火葬炉棟の方はこの

12月で完成をしまして、その後、今現在の施設がございますところを解体して、そ

こに待合棟という形で木造平屋建ての施設を建設されます。そこで待っていただく

時間というのをとっていただけるような形で計画がされております。 

 あと、葬儀業者さんとの連絡調整なりということでございまして、今現在準備期

間ということで、各市町の担当者、また葬儀業者等の方についても説明の場を設け

まして、稼働に向けた準備を斎苑の方でされているところでございます、斎苑に聞

いておりますと、９月と11月に斎苑に登録をされている葬儀業者の方を対象に説明

会をするということでございまして、そうした機会を通じて円滑な運営がされるも

のと考えております。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） 待合所を今の現施設のところに新たにつくると、こういうとこ

ろでございますが、何組ぐらい入れる、いわゆる今と同じようなものをつくられた

んじゃ、全く意味がないところでございます。最低５組ぐらいが待ち合いできなん

だら意味がないのかなと思いますので、その点はお答えがなかったのでどうかなと。

再度お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課参事（柴田和英君） 待合棟についてのご質問でございますが、今現在の待合

棟の面積は340平米ということでございまして、現行の待合室よりも大きい待合室を

考えているということでございます。あと、部屋数とか内容につきましては、図面

等がございまして、十分にゆっくりと時間を費やしていただくような形で計画をさ

れているというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 蒲生行正君。 

８番（蒲生行正君） 明解な答弁はいただけなかったところでございますが、きちっ

と何組ぐらい入る、仕切りをきちっと設けなければ、またこれも意味がないですの

で、大きなところにばさっと何組もいてるのも、これもどうかなと、こういうふう

に思います。きちっと仕切りを設けて５組程度が入れる、そういう場所をつくって

もらえるように、町長にもこれからまた組合の方にも要望、また組合議員さんもこ

こにおられますので要望していきたいなと、こういうふうに思います。 



2-22 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ７番、齋藤光弘君。 

７番（齋藤光弘君） 私の方から、２つの議案について質問をいたします。 

 議第44号の専決処分について（日野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の制定について）質問をいたします。この条例は、保険税の課税限度額を54万円の

ところを４万円引き上げ、58万円とするものであります。また、被保険者に対する

軽減措置の算定方法の変更ということであります。 

 ということで、３点ほど質問させていただきます。 

 課税限度額が引き上げられたことによる対象者数、そして課税額はどのくらいに

なるのか。そして、軽減措置の対象者数、その減額による対象者の課税軽減額はど

うなるのか、お教え願いたいと思います。 

 そして、この改正の課税限度額の引き上げと軽減措置は何を目的としているのか

というところでお伺いをいたします。 

 次に、議第52号の平成30年度日野町一般会計補正予算（第１号）について質問い

たします。 

 ２点質問いたしますが、１つ目は、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業に

ついてでありますが、先ほどからもご質問が出ています中で、クラスター協議会と

いうものが今年の３月に設置されたということであります。その内容についても議

員が既に聞いておられますので割愛させていただきますが、あわせて整備事業内容

についても割愛させていただきます。 

 その中で１つ、この事業につきましては２億9,000万からの補助が認められるとい

うことで、１事業所に対する補助ということであります。この事業に対して今、国

は何を目的としている事業なのかお尋ねをいたします。 

 ２つ目に、担い手育成対策事業についてでありますが、この事業は地域の中心的

な農業経営者の経営に必要な設備の導入に対する補助ということであります。対象

となる農業経営者と導入される設備は何か、お伺いをいたします。 

 そして、これは経営体育成支援事業の中で、農地プランの認定農家が対象となる

ということであります。日野町における認定農家の数はどれだけあるのか。そして

また、認定農家の資格を受けるにはどういった基準があるのかというところでお聞

かせ願いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ７番、齋藤光弘君の質問に対する当局の答弁を求めます。税務

課長。 

税務課長（増田昌一郎君） ただいま齋藤議員の方から、議第44号の国民健康保険税

条例の改正につきましてご質問をいただきました。ご質問は大きく分けて２つの事

柄についてかと思います。 
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 今回の改正におきましては、１つは課税限度額の引き上げがございます。国民健

康保険税といいますのは、加入されているそれぞれの方の所得、あるいは資産、あ

るいは加入者数に応じてそれぞれ保険税をご負担いただいているわけですけれども、

さらに医療分、それから40歳以上65歳未満の方については介護分、それと、これは

保険者全ての方ですけれども後期高齢者医療の支援分という形で、３つの区分に分

けてご負担をいただいております。この３つの区分につきましてそれぞれ計算しま

して、上限を設けるという形で運営をしているわけですけれども、今回の改正の中

でその医療分、条例の中では基礎課税額という表現をしていますけれども、医療分

の限度額につきまして、従来は54万円を限度としておったんですけれども、これを

４万円引き上げて58万円にするという改正でございます。 

 背景につきましては、これは全国一律の基準での改正になるわけなんですけれど

も、全国的な傾向としまして所得水準の伸びが見られるということで、従来の限度

額へ据え置いた場合には、これを超過する世帯が増えるであろうという推測がされ

ております。そういう意味で、主に所得が多い方が超過している世帯の中には多い

わけですけれども、そういう意味で税負担の公平性をより図ろうという趣旨がござ

いまして、限度額を引き上げようというのが今回の目的というか、改正の趣旨でご

ざいます。 

 対象者につきましては、試算をいたしましたところ、４万円の引き上げによりま

して、これによりまして保険税が増額するという世帯は、試算では24世帯ございま

した。金額につきましては約87万円。24世帯で87万円の負担増になるという試算結

果が出ております。 

 それからもう１点、今回の改正では、加入者の所得等の状況によりまして、軽減

措置というのを仕組みの中で設けております。所得によりまして、７割、５割、そ

れから２割という形での軽減をしているわけなんですけども、今回はここで５割と

２割につきまして、計算の中で加算分についての引き上げをしようということで、

判定所得が引き上げになりますので、それによって対象となる世帯が増えるという

ことにはなります。 

 ただ、今回の改正につきましては、背景につきましては、もちろん減額される世

帯が増えることにはなるんですけれども、それほど大きな増加にはならないという

ことになります。今回の目的としましては、先ほど言いましたように、全国的な傾

向としては所得に伸びが見られるということはございますけれども、ただ一方で、

物価等の上昇もございますので、例えば従来はぎりぎりの数字で軽減を受けられて

いた世帯が、所得が伸びることによって軽減は外れてしまうと。一方で、物価上昇

があることによって、それぞれの暮らし向きはそれほど変わらないんじゃないかな

という想定のもとで、そういうふうに従来の軽減の判定所得を少し超えてしまった
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ことによって軽減を外れる世帯については、物価上昇による分は救済する必要があ

るのではないかなということで、若干の判定所得の引き上げがされるということに

なります。 

 具体的な数字をちょっと試算しましたので、申し上げたいと思います。医療分に

ついて計算をさせていただいたんですけれども、５割軽減ですと、保険者数ですと

従来は879人だったんですけども13人増加して892人、世帯数で言いますと467世帯が

475世帯ということで８世帯増える形になります。それから、２割軽減の対象でござ

いますけれども、保険者数は645人が654人、それから世帯数が365世帯が370世帯と

いうことで５世帯の増ということで、全体としてはそれほど大きな増加にはなりま

せん。これによりまして、改正前に、今回変更のない７割も含めますと、52.3パー

セントの世帯が７割、５割、２割の軽減を受けておったんですけれども、それが52.8

パーセントということで若干増えるということになっております。 

 そのような形で今回改正をさせていただきますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（寺嶋孝平君） 齋藤議員の方より、２事業につきましてご質問をいただき

ました。 

 １つ目の、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業について、その中でのこの

事業についての何を目的とした事業なのかということのお尋ねでございます。この

事業につきましては、平成27年に環太平洋パートナーシップ協定、ＴＰＰと呼ばれ

るものですが、それが合意をされました。それで国産の牛肉、豚肉、乳製品等の安

定供給を図るために、畜産の収益力向上を図ると、それを地域一体となって取り組

むというようなことをするためにこの事業が起こされ、そしてクラスターの協議会

を立ち上げての取り組みというようなことになってございます。 

 そしてもう１点は、担い手育成対策事業についてでございます。この中での事業

の対象となる農業経営者と導入される設備についてでございます。対象となる農業

経営者につきましては、これ、４地区からでございますが、１法人４名様が導入を

される計画をされておられまして、トラクターやコンバイン等の導入をされる予定

となってございます。 

 そして、農地プランでの認定ということでございますが、現在日野町では農地プ

ランの認定農家につきましては、法人、個人、団体を含めて70名の方が認定を受け

られていると思います。 

 そして、認定農家の基準でございますが、認定農家ということで認定をされるに

あたりましては、農業経営改善計画というものを申請いただくことになります。作

付の面積はどれぐらいで、土地をどれだけ耕作しているというような現状から、今
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後５年間を向いての計画を立てていただくというような形で申請をいただいて、町

が認定会議の中で認定をしていくというようなことでの流れになっておりまして、

やる気のある農家さんが改善計画を立てられて、それに向かっての支援といいます

かそのような形になっておりまして、具体的に基準でこれ以上なければならんとい

うようなものの基準というものはございません。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（増田昌一郎君） ただいま齋藤議員からご質問いただいた中で、１点答え

を抜かしてしまいました。軽減措置の拡充によりまして、影響ということで、保険

者数、世帯数については答弁させていただいたんですけど、金額のところ、ちょっ

と答弁が漏れておりましたので、失礼いたしました。 

 先ほど医療分について説明をさせてもらったんですけれども、医療分の軽減額に

つきましては、軽減額で増えるのは、約25万5,000円。それからあと支援分と介護分

を含めますと、軽減額の増としては合計で約40万円ということになりますので、ご

了解いただきたいと思います。申しわけございません。 

議長（杉浦和人君） 齋藤議員。 

７番（齋藤光弘君） 再質問をさせていただきますが、保険税についてでありますが、

今回の国保保険税の限度額の引き上げの改正は、今回同時に県の統一化の国民健康

保険制度の改正も同じ時期になっております。この関連性はあるのかどうかという

ところでちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

 そしてもう１点、畜産・酪農収益力の強化整備対策事業でありますけど、これに

ついてのことですが、この２事業はＴＰＰを念頭に置いての事業であるということ

であります。農家の戸別補償といったのが廃止されるという農業事情の中で、この

助成制度に対して町はどのように考えておられるのかというところで、町の見解を

お伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） 税務課長。 

税務課長（増田昌一郎君） 齋藤議員から再質問ということで、今回の国民健康保険

税条例と、あとこの３月に税率改正についてご審議をいただいたわけですけれども、

そことの関連性ということで再質問をいただきました。 

 先ほど試算結果を申し上げたのは、新しい税率をもとにして試算はしておるわけ

でございますので、試算結果についてはそうなります。 

 それと今回、税率改正の方は住民課と税務課で主に協議等をしまして、運営協議

会等でもお諮りをしてきたわけなんですけれども、その経過の中で今回の改正がど

うかかわってくるのかという内容かと思いますけれども、今回の国保税の改正内容

につきましては、昨年の12月に税制改正が閣議決定をされておりますので、ですか

ら税率改正の協議の時点では既に分かっていたことではございます。ただ、先ほど
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申し上げましたように、金額対象者の上では影響額としてはそれほど大きくないと

いう見込みを持っておりましたので、税率改正の協議の中では特に反映する、ある

いは意識するというものではございませんでしたので、そのようにご理解をいただ

ければと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（寺嶋孝平君） 再質問をいただきましたことに対しましてのお答えをさせ

ていただきたいと思います。 

 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業でございますが、この事業自体が先ほ

ど申しましたＴＰＰ関連のこともあって、地域一体となり畜産の収益力向上を図る

というようなことの目的が大前提でございます中で、一定、規模拡大をしていくこ

とにあわせましての事業展開と申しますか、それに対しての助成をということでの

国の施策等もございます中で、クラスター協議会を立ち上げていく関係機関等が一

緒になって畜産振興を図るというような意味合いを持っておりますので、この事業

につきましては町としても協議会の中で支援をしていきたいなというふうに考えて

おるところでございます。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩いたします。再開は11時５分から再開いたしま

す。 

－休憩 １０時４９分－ 

－再開 １１時０５分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

 休憩前に引き続き、質疑を許可いたします。 

 その前に、農林課長の方から訂正がありますので、発言を許します。 

農林課長（寺嶋孝平君） 先ほど齋藤議員の質問の中で、認定農業者数はいかほどか

というようなご質問に対しまして、70名ということの答弁をさせていただきました。

この70名というのを個人さんと法人さんとの部分を重複して数えておりまして、正

しくは69名でございます。訂正をさせていただきたいと思います。申しわけござい

ません。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ６番、中西佳子君。 

６番（中西佳子君） それでは、２点質疑をさせていただきます。 

 議第50号、日野町放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定についてお伺いいたします。 

 放課後児童支援員の人員確保は大変だというふうに思っております。また一方、

学童保育の児童さんは増えている状況ではなかろうかというふうにお聞きをしてお

ります。現在、町では支援員さんは何名おられるのでしょうか。体制と、また十分
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な人員となっているのかお伺いいたします。 

 次に、議第52号の一般会計補正予算、西大路地区定住宅地整備事業についてお伺

いいたします。髙橋議員や冨田議員が質問されましたので、そこは割愛させていた

だきたいというふうに思います。 

 町の人口減少の課題に対して、今後地域に若者が定住してもらえる施策の１つと

して取り組みを進められることは大いに評価いたしておるところでございます。 

 そこででございますが、先ほどご答弁にもありましたが、土地開発公社が分譲ま

でなされるというような答弁があったというふうに思いますが、分譲をされた後、

やはりここを買って住んでいただかなければならないわけでございます。町が考え

ておられるＢ１地区の利点をお伺いしたいと思います。 

 また、この支出予定期間でございますが、平成30年から35年の予定というふうに

なっております。大変長い期間でこのことは考えていかなければならないものでご

ざいますけれども、先ほど答弁にも、先行してＢ地区を優先したというようなご答

弁があったというふうに思いますけれども、旧日野警部交番跡地についても調査も

され、検討もされたということでございました。 

 私たちも日野地区でございますので、ここは今後、大変大きな空き地が２つもあ

るというような状況の中で、現在町も町なか観光という視点でも進められている中

でもございます。ここを他市の方が訪れられたときに、印象はどのようなものかと

懸念をしているところでございます。この旧警部交番跡地につきましても、今後検

討をしていただけるのかどうかという点についてお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） ６番、中西佳子君の質問に対する当局の答弁を求めます。子ど

も支援課長。 

子ども支援課長（宇田達夫君） ただいま議第50号についてご質問をいただきました。 

 放課後支援員さんの数ということでございまして、今ちょっと一部、増えたり減

ったりしているんですけど、約20名が現在支援員として活躍をいただいております。 

 ただし、今年度におきまして、「ヒノキオＣ、Ｄ」の建設が予定されていること、

また各施設には２人以上の支援員を置くということもございます。大変支援員さん

の確保というのは必要になってきております。そんな中で、今年度につきましても

５人の新たな支援員さんを、資格を取っていただく予定をしておりまして、そうい

う中で対応を進めていきたいというふうに考えております。 

町長（藤澤直広君） 議長。 

議長（杉浦和人君） 町長、ちょっと待って下さい。議事進行上、流れとして、担当

課が説明されて、最終的に町長が答弁されるのはいいのですが、そうでないと、他

の案件も先に町長が答弁をして頂かないといけないので。建設計画課長。 

建設計画課長（髙井晴一郎君） ただいまＢ１ゾーンの利点についてということでご
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質問をいただきました。 

 基本的には、どこが一番よくてどこが一番悪いという考えは持っておりません。

ただ、どのゾーンにいたしましても小学校までの距離、それから平和堂等のお店ま

での距離からすれば、どこが一番すぐれているかどうこうというのは特にないとい

うふうに考えています。 

 利点といいますか、１つは先ほどもありましたが、町道から国道までの道路がこ

こで整備できるということで、１点その辺については有効な形になるのかなという

ふうには思いますが、特に利点という点ではどの地区も変わりはないというふうに

認識をしております。 

 それから、警部交番の跡地の関係なんですけれども、確かに宅地整備について調

査をいたしました。これにつきましては、委員会の中でも一部、道路の隅切りであ

るとか、防火用水の位置であるとかの関係で、今まではどうかというような話もご

ざいました。もう１つは、ほんまにここが住宅ありきでいいのかなということもご

ざいますので、その辺については今後どんな活用が一番いいのかということについ

ては、それぞれ協議をしていって、決めていかなあかんことかなというふうには考

えています。ただし、宅地整備が全てやというふうには考えてはおりません。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 住宅団地の点について申し上げます。一番になって手を挙げて

と今お叱りを受けましたが、この間、この点についてはしっかり説明するようにと

いうふうに事前にも議員各位からご指摘いただいておりますので、そうした形で答

弁させていただいているところでございます。 

 Ｂ１地域については、今、髙井課長が申し上げたとおりでございますが、やはり

何としてもあの区域で１ヘクタールやろうと、地元の皆さんもやろうと、こういう

ふうに言っていただいているので、その中でいろいろ地元も議論していただき同意

が得られる、そういう中であそこを決めてきたということでございます。 

 また、警部交番ならびに平和堂についても、それぞれ所有者があることでござい

まして、県についても県が所有者でございますし、平和堂が所有者でございます。

それぞれ担当の商工観光課長や総務課長が所有者の意向を把握するなり、協議する

なりしてきてまいっているところでございます。 

 そういう中で、特に町なかの皆さんにとっては大きな空き地がいつまでも放置さ

れることはいかがなものかと、こういう思いを持たれることは当然のことでござい

ますし、特に平和堂跡地はかつて役場跡地であったことから、まさに町の中心地で

あったという、思い入れという言葉が妥当かどうか分かりませんけども、やはりそ

ういうところであったという思いも強く、他地区の方よりも持っておられるのでは

ないかと、このようにも思っているところでございます。 
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 そうした中で、私は９月の議会で住宅団地等に活用するのが民間の力でしていた

だくのがいいのでないかと、こういうお話もさせていただいたわけでありますが、

いろんな、もう少しお店があったほうがいいよねとか、駐車場がいいよねとか、ト

イレが欲しいわねとか、いろんなご意見も賜っているところでございますが、そう

いう中で、１つは都市計画法上、警部交番跡地も平和堂跡地も都市計画法の網をか

ぶっておりますから、何でも建つというわけではないということでございます。 

 あわせて、ないよりあった方がええということだけにはならないというのもご承

知のとおりでございますので、できるだけいろんな思いが、全てじゃないにしても、

そういうことも尊重されて、私としてはそういう方向で定住団地も含めて民間活力、

民間の皆さんのお力で開発されるのが望ましいのではないかと、このように思って

おりますが、現時点で結論ということじゃなくていろんなご意見を賜っております

ので、そこは最大限、平和堂や滋賀県警察についてもご意見の状況も踏まえながら、

それぞれの所有者との相談といいましょうか、協議はしてまいりたいなというふう

に思っております。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

６番（中西佳子君） 再質問をさせていただきます。 

 西大路地区、Ｂ１地区ということで限ってご答弁をいただいたのでございますけ

れども、西大路地区全体といたしまして、住宅団地を開発されるにあたりましては、

やはりこういうところがいいのだというアピールは要るんじゃないかなというふう

に思います。それで、自然がいいとか、例えば蛍が発生するとか、本当に交通の便

がいいとか、やはり買いたいなと思うようなところを町がアピールしていかなけれ

ばならないのではないかと思います。そういう視点でもう一度ご答弁をお願いした

いんですが。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） ご指摘のとおりでありまして、地元にまとめていただいたので

ここだと、こういう建設計画課長の話もありましたが、建設計画課長もどのＡ、Ｂ、

Ｃ、Ｄも含めて、どこも開発の可能性はあるんだと。その中で地元の協力が得られ

なければできないんだと、こういうことでございますが、おっしゃるように、あの

地域は見てのとおり、すぐ東を見れば綿向山がばちっと見えるよいところでござい

ますし、ブルーメの丘ございますし、国道から中心市街地もスムーズに行けるとい

うことでございますので、販売にあたっては確かに土地開発公社を中心に委託をす

ることを今考えておるわけでございますけれども、土地開発公社も当然役場がしっ

かりと主体性を持って販売ＰＲをするようにというふうに言っておりますので、地

元の皆さんとも協力をしながら、あのすばらしいロケーションの中で子育てをやり

ませんかと、こういうような打ち出しを含めて精いっぱい取り組んでまいりたいと



2-30 

思います。 

議長（杉浦和人君） 中西佳子君。 

６番（中西佳子君） 自信を持って、ここしかないんやというように進めていってい

ただきたいなというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ５番、谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） 私からは、議第45号、日野町副町長の選任についてを聞かせて

いただきたいと思います。 

 副町長はずっとあいたままで、今までから９月、12月、３月と、なぜこのときに

提案されず、今この６月議会で提案されるのかをお聞きします。 

 また、今回のこの冒頭提案になっていたのはなぜなのかをお聞きしたいと思いま

す。 

 また、今選任されています髙橋さんは副町長に適任しているのかどうかというこ

ともちょっとお聞きしたいと思います。 

 また、その髙橋さんにも期待できることはあるのか、お聞きしたいと思います。 

 先ほどから挙がっています西大路定住宅地整備事業について、皆さんから出てい

て、今この西大路のＢ１ゾーン、土地代も了解いただいているということで進めら

れると思うんですが、この工事、開発にかかられ、この工事工程というか販売から

完売するまでの工事期間をどのようなことで考えておられるのかをお聞きしたいと

思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） ただいま副町長の選任案件についてご質問をいただきました。 

 なぜ今になったのかということでございます。副町長の選任人事ということで、

町長の職を遂行させていただいておりますけれども、やはり副町長の存在というの

は大変大事な役割であるというふうに認識をいたしておりまして、昨年の９月末が

前副町長の任期末でございましたので、その前の段階から議会の各位とは調整とい

いましょうか、意向等も述べさせていただきながら相談をさせてきていただいたと

ころでございます。各議員ご承知のように、それぞれの議員各位にもお願いに回ら

せていただいたところでございます。 

 そうした中で、なぜ今かということでございますが、この間、そういうお願いを

し続けてきたということで、半年以上が経過する中で、住民の皆さんからもやっぱ

りしっかりと安心した町政運営をするためには副町長を早く選ばなければならない

ではないかと、こういうことも強く私の方にも言ってきておられます。確かにこの

間、甲賀市においては選挙と台風が一体としてやってきて、ああした大変な状況に

もなったわけでございますが、災害対策も含め、いろんな町行事についても副町長
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の果たす役割というのは大変大きいということで、いつまでも放置というか選任し

ないということについては問題があるということで、今回提案をさせていただいた

ところでございます。 

 冒頭になぜ出したのかということでございますが、そういうことから提案をさせ

ていただいたということでございますし、髙橋氏については３月で退職をいたして

おりますので、それまでは現職でございましたので、そこのところは少し提出時期

というのもどの時期がいいのかということでございますが、既に退職をしておりま

すので、冒頭に提案をさせていただいたと、こういうことでございます。 

 次に、適任かと、こういうことでございますけれども、ご承知のように長年役場

職員として勤務をされてこられまして、いろんな部署で活躍をしてきていただき、

最終、教育次長ということで町の事務方のトップの場で退職をされたということで、

私も14年間にわたり支えてきていただいた職員でございます。 

 その間、教育委員会の前は総務課、企画振興課、農林課、いろんなところで発揮

をいただいておりますし、企画振興課長時代には地方創生などの取り組みなども精

力的にやっていただいておりましたし、総務課時代にも防災対策をはじめ、しっか

りと取り組んでいただいております。また、農林課時代にも、今、日野町ではグリ

ーンツーリズム、田舎体験ということもこれだけ盛んになってまいりましたが、あ

のグリーンツーリズムという言葉ができたはしりの段階では、髙橋氏が農林課の中

で大変努力をしてグリーンツーリズム協議会を立ち上げてきたと。それがベースと

なって現在の田舎体験が滋賀県で一番先頭を走る、そういうような基礎を築いてき

たということについても、私は、私就任以前のことではありますが、承知をいたし

ておるところでございます。 

 そういう中で、期待できるのかと、こういうことでございますが、こうした長年

の行政経験がしっかりとあるわけでありまして、それぞれの職員の状況も把握をい

たしておりますし、町内全体の状況も把握をしているというふうに思っております。

特に私が、前任が県職員でございましたので、役場職員の皆さんとの関係について

はまだまだ不十分な点がある中で、長きにわたり町職員として仲間と一緒に仕事を

進めてこられた生え抜きの職員である、そして、いろんな部署で役割を果たされた、

そしてそれぞれの地域をよく網羅をし、熟知をしておる、そして、地域においても

信頼が厚いというふうなことでございます。 

 これからは、特に当初、中在寺地先につきましては西明寺安部居線の問題もある

わけでございます。ただ、副町長の職は何も道路をつくるつくらんの問題ではござ

いませんが、例えば日野町の大きな課題である県道西明寺安部居線なども、ああい

う西桜谷地域が大きな役割を果たす必要があるということでもございますし、今工

業団地等の開発も進んでおるわけでございますけれども、さらには第１工業団地、
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第２工業団地も西桜谷地区にあるという、ダイフクさんもあるということからする

と、企業とのつき合いも含めて、今後大きな役割を果たしてもらえることが期待で

きると、このように思っております。 

 なお、次に西大路の定住団地についての工事工程管理でございますけれども、ご

了解を得られれば、土地開発公社と精力的に詰め、どの仕事を町がやり、これは道

路の問題、下水道の問題、水道の問題、でき上れば販売の問題などもあるわけでご

ざいまして、どの分野をどういうふうに詰めてどういう役割分担をしていくのか、

いわゆる１億七千五百、六百万の中でということを早急に詰めながら協議をしてい

くと。そして、事務的なことが詰まれば測量、用地買収を進め、工事にかかってい

くということになるわけでございますが、当然そうした過程についてはこれまでか

ら議会の特別委員会にも報告をさせてきていただいておりますので、しっかりと報

告もお認めいただけるならば報告は当然していくべきものと思っておりますが、現

時点における工事の工程計画の細部については、建設計画課長から答弁させていた

だきます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（髙井晴一郎君） 谷議員から、事業の工程についてご質問をいただき

ました。 

 現時点ではございますが、平成30年度におきましては公社との工事範囲等々の協

議等もございますので、平成31年度中に実施設計、それから開発申請等々を済ませ

まして、32年度当初ぐらいから工事にかかれればなというふうに考えております。 

 宅地の販売につきましては、おおむね２年から３年程度を考えておりますので、

33年に分譲を開始できたとして、35年度中には最終的な精算という形で整理をした

いなということで、平成35年までの債務負担行為の期間とさせていただいておりま

す。 

議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） 副町長の選任については、今話を聞かせていただきましたし、

またよそからはもう入れないという話も聞いていますので、考えていきたいと思い

ます。 

 今、西大路の住宅の方なんですけど、これ、道路も関連してきますし、水路の問

題も関連してきますし、水とか排水の工事のことも関係してきます。これ、ほんで

日野川に落ちるのか、出雲川に落ちるのか、このことも考えていかなあかんと思い

ますし、あんだけの面積を開発するわけですから、そのことが今言われる年号で進

んでいくのか進んでいかないのか、まだはっきり見えるのか見えないのかちょっと

分からないし、その点も聞かせてもらえたらありがたいんですけど。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 
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建設計画課長（髙井晴一郎君） 谷議員から再質問いただきました。 

 雨水排水につきましては、現在上下水道課の方で雨水排水計画の方がされており

ます。現に整備の方も進んでおりまして、雨水排水につきましてはその排水路に流

すということで開発条件はクリアできるものということで今進めておりますので、

特に雨水排水に係る大きな工事が伴うということは現在想定しておりません。 

 ただ、議員言われるように、開発の許可もとらんならん関係等もございますので、

実施設計についてはほぼほぼ現地の測量なり何なりをからめますと、31年度中、来

年度中にそれが上がればいいのかな、上がるようにしたいなという目標を持ってお

りますので、基本的には平成32年度中には工事に着手できるというふうには考えて

おります。 

議長（杉浦和人君） 谷 成隆君。 

５番（谷 成隆君） この、開発されていくんですけど、町長がはじめ冒頭に申され

ましたように、人口減少を防ぐ、若い者に定住してもらうようにするには、やはり

即効性をもってかかっていかないといけないと思います。その点、言われたように、

早うできるようにお願いしておきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ４番、山田人志君。 

４番（山田人志君） 私からは、議第52号、平成30年度日野町一般会計補正予算（第

１号）の中で、債務負担行為を計上しておられる西大路地区定住宅地化整備事業に

ついて伺いたいと思います。 

 この件については、ここまで３議員の方が質問されていて、それに対して町長の

ご答弁で、一番大きくは人口減少対策であること、そこから地域を選定した理由や

事業化に至った経緯などを説明いただきました。そこまではよく分かりました。 

 そこからもう少し踏み込んで、じゃ、定住化に向けてどのように戦略的にアプロ

ーチをしていくつもりなのか、いわゆるソフト面のお話なんですけども、その辺を

ちょっと確認させていただきたいというふうに思います。白紙の状態から聞いてい

こうかなと思ったんですけれども、時間も大分経過していますし、議論がかみ合わ

ないといけないので、私の方から論点を投げかけさせていただきますので、それに

お答えいただければというふうに思います。 

 定住宅地という言葉から考えれば、地域の若い人たちが住み続けたいと思うよう

な宅地を開発するというところが基本にあって、プラス町外、県外からの移住も進

めようという、そういうコンセプトだろうと思うんですが、その前提で水落町地先

という開発エリアの特性を考えると、やっぱり１つ大きなことは、氏子の行事とか、

共同作業とか、地域の役割というのは結構大きな地域であって、それを今後も将来

的にも維持をしていく必要があるかというふうに思います。 
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 ただその一方で、若い人たちの価値観はどうなのか。ひょっとして労力的、資金

的な負担をちょっと軽うせなあかんのかとかそういうことも考えながら、地域の役

割とそれから若い人たちの価値観が両立できるような仕組みをつくると、つくって

いくというのが１つのポイントになっていくのかなというふうに思います。 

 ご存じかと思うんですが、日野町内には実はそういう同じような課題を抱えてい

る地域というのは既に幾つかございまして、つまり昔からの住宅地に隣接して、近

年新しく宅地開発がされたというエリアなんですが、実は私の住んでいる町内もま

さにその１つでありまして、若い人たちの価値観と、それから地域の行事とどう両

立していくのかと、今でも試行錯誤です。さらに余談にはなるんですけども、今で

もまだ分譲をやっていますから、不動産屋さんから、「そこはお祭り、ありますか」

と問い合わせがあったりして、それぐらい大事なきっと話なんでしょうね。 

 その上で、今回は町が投資して住宅開発をして、その状況をつくっていくという

ことなので、同じような地域のモデルとなるような仕組みを町が考えて、地域に提

案していくということがあってもいいんじゃないかなと思います。もちろん決める

のは住民さんですから、町と住民さんが一緒に考えていくということになろうかと

思うんですが、そして、モデル地域という提案があってこそ、同じようなことで悩

んでいるほかの地域にとっても有益な事業になりますので、町が投資する意味がよ

り増していくのではないかなと思います。その点が１点。 

 それともう１つは、地域の特性ということで言えば、地域の大事な資源である西

大路小学校の魅力というのが多分あると思うんです。その西大路小学校の魅力を新

しい宅地開発の中でどう取り込んでいくのか、反映するのか、そして訴求していく

のかと。先ほど、中西議員のアピールポイントということもございましたが、それ

も重要な視点になるかと思いますので、以上の点について執行部がどのようにお考

えかお尋ねさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（髙井晴一郎君） 山田議員から質問をいただきました。 

 地域の役割と若者の価値観の仕組みづくりということでございます。当然これに

つきましては調査の段階、いわゆる宅地調査の段階で地元さんの方とも話はさせて

もらっているところです。西大路地区の皆さんにおかれましても、この辺について

は十分考えてもおられますし、心配もしておられますが、基本的には今言われたよ

うな地域としてどうするのか、定住、移住で来てくれる若い人たちをどうするのか

ということについては、これからいわゆる宅地の造成ができて、売り出すときにい

ろんな条件的なものも整理をせんならん必要があるなということで、これについて

は今後も町と地元の方で協議して、詰めていかなあかんなというふうな認識を持っ

ているところでございます。 
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 それから、西大路小学校の価値観ということでございますが、基本的には西大路

小学校までの通学距離等々につきましても、確かに近いところもございますが、そ

ないに苦になるような距離ではないかなというふうに思っておりますし、地域全体

を考えて未整備のあの区域に宅地を整備するということについては、特にここでな

ければならないということはないのかなというふうに思っております。 

 町が投資する意義でございますが、実は長野県の小海町というところへ視察に行

かせてもらいました。この町におかれましても同じような悩みを持たれておりまし

て、町が主体となった宅地整備の方もされておりました。そんな中で、やっぱり何

せ人に来てもらわなあかんということが一番の目的やということで、その町につい

ても同じような工事の手法で宅地の整備もされておりました。 

 全体を見たときに、日野の都市計画を考えたときに、もう広い整備のできる区域

というのは西大路地区のあの一帯しかございませんし、そこへ住居を整備するとい

うことについては、全体を考えたときにも有効であるというふうに考えますので、

特にそこへ投資することについては問題はないかなというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 西大路に住宅団地をするにしても、お祭りをはじめとしていろ

んな地域との関係はどう考えるのだと、こういうことでありますが、ご指摘のよう

に、まさに山田議員自体が生で地域で感じておられることでございます。 

 そういう意味では、祭りをすばらしいというふうに誇りに思って頑張る若者もた

くさんいます。しかし一方で、なかなか負担やないかと考える若者もいるというこ

とだと思います。これは今の社会の中において、いずれにしても例えば女性会がな

かなか成立しなくなった、老人会ですら、すらということは語弊があるかも分かり

ませんが、老人会ももう県の老人会連合会には入らないんだ、こういうような話が

ありまして、かつては誰もが当たり前のように参加してきた地域のコミュニティだ

とか団体への関与について、現在ではそこの縛りが効かなくなっていると。そのこ

とが必ずしも全て悪ということではないというふうに私は思います。 

 しかし、そこでやはり地域におけるいろいろな取り組みが自分が生きていく上で

いいことなんだと、こういうようなことが思えるような地域の一員となること、そ

して、それが家庭生活、職業、働くということとも両立をするような状況のもとで

地域の伝統文化などを継承していくという努力もまた必要なのではないかなという

ふうに思います。 

 ５月の末にグリム冒険の森で、ＨＩＮＯ ＢＩＧ ＴＩＭＥ ＧＲＯＯＶＥとい

うすばらしい取り組みを、日野町の若い人たちが中心になってやってくれました。

山田議員も参加をされておったところでございますが、そういう意味では若い人た

ちが自分たちの生まれ住んだところ、あるいは日野町というところに住んできて、
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この町を大事に発展させようという思いを持っておられることは間違いないことで

ございますので、その思いをどのように発揮をしていただくのかということが、地

域社会とともに我々生涯学習の観点も含めて取り組むことが大事だというふうに思

っております。 

 そういう中で、西大路地域のこの定住団地、二十数区画についてでございますが、

建設計画課長申し上げましたように、地元の皆さんと議論をしながらということで

ございますが、いずれにしてもなかなか強制して何かをするというようなことがで

きるものではございませんので、開かれた状況のもとで若い人をはじめとしていき

いきと生活ができる、そして、願わくば多くの人が自分と自分の家族と会社以外に

地域社会との兼ね合いを、つき合いを大事にする、そういう社会をつくるような状

況をつくっていくことが本当の意味での地域の活性化なのではないかと、このよう

に思いますので、そういう視点でもって教育の場でも企画の場でも取り組まなけれ

ばならないものと思っております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 町長ご答弁のとおり、多様な価値観になっていると。その中で、

生涯学習などを通じて意識誘導も一定はしていかなあかんのと違うかなと、多分そ

のとおりだと思います。 

 その上で具体的にどういう仕組みをつくっていくのかというお尋ねだったんです

が、簡単に言えば、それは今から考えるということなんでしょうけども、民間のデ

ィベロッパーが大きな投資をする際に、社内稟議を通したいと思えば、ソフト、ハ

ード両面で理論武装をきちっと整理して、その上でプレゼンテーションを重ねてい

くんですよね。そう考えれば、今回のこの議案については一般財源の債務負担行為

ということ、つまり今から６年間、役場の自己財源を使っていくし、さらに単年度

の予算というのも加算されますよね。そう考えますと、民間ディベロッパーの投資

と同じように、最後まで、先々まで結果責任が伴うわけですよ、投資した分の。そ

う考えたら、もう少しソフト、ハード面、それから販売面、いろんなところでの役

場の考えがもう少し踏み込んでおく必要があるのかなというふうにも思いますし、

もう再質問はしませんけども、予算委員会でも多分そんな話が出るのかもしれませ

んので、予算委員会までもう少し時間がありますので、ソフト、ハード両面できち

っと理論構築をしていただき、プレゼンテーションができるように準備を整えてい

ただくようにお願いして、私の質疑は終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ３番、奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 私の方からも、先ほど蒲生議員が質問された議第46号、八日市

布引ライフ組合規約の変更についての中の質問ですけれども、先ほど蒲生議員、聞
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かれましたけれども、その中に関連してなんですけども、現在南側に新しく建てて

いると思うんですけど、北側を先ほど解体されると言われまして、その中で木造平

屋建てを建てるということで、待合室ということなんですけど、駐車場はどこに確

保、今度はされるのか、ちょっとお聞きしたいのと、それと、全部解体されるのか、

炉だけを解体されるのか。今現在、私、記憶にあるのは、アーチになって、突き当

りが受付になってあると思うんですけども、あそこも全部解体されるのか、その辺

ちょっとお伺いしたいです。よろしくお願いします。 

議長（杉浦和人君） ３番、奥平英雄君の質問に対する当局の答弁を求めます。住民

課参事。 

住民課参事（柴田和英君） ただいま奥平議員からご質問いただきました。 

 斎苑の解体計画、解体と進捗計画でございますが、今現在、火葬炉棟が今の現設

の隣といいますか右側に建築中でございまして、それができましたら、その後に現

在ございます現行施設を最終的には解体をするわけですけれども、その間、待合と

か事務室等の事務がございますので、待合ができる形で残しながら整備をしていく

ということで、１期工事と２期工事と分けて整備をしております。 

 駐車場でございますが、新たにあの一帯がそういうような施設用地になっておる

んですが、一番奥に駐車場ができると。ということは、今の現施設の奥側に駐車場

ができる予定になっております。 

 それと、解体を全部するのかというのにつきましては、今言いましたように、部

分的に解体をしながら、ご迷惑がかかることにはなりますが、来年の31年の12月を

最終工期として、最終は外構工事も全て終えて、12月に正式に進めていくというふ

うな形で進んでおります。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 一番奥に駐車場ができると今言われた、今現在、向かい側にも

アスファルトの敷いてない駐車場があったと思うんですけど、あそこはどうなるん

ですか。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課参事（柴田和英君） 現在は右側に砕石のある駐車場があります。あそこは県

警の敷地を借用して、今、仮の駐車場として利用させていただいていまして、最終

完成をしましたらそこを返すという形で、奥の駐車場で稼働していくという形にな

ります。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） この件に関してなんですけれども、蒲生議員が質問された中で、

炉が１つなくなるとかそういう話も初めて私ども、知りました。その中で、できれ

ば、要望なんですけれども、平面図とか立面図を各議員に配付されたらいいのかな
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と。その方が僕らも解釈がしやすいので、その辺、ちょっと要望としてお願いした

いと思います。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 ２番、後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） 私からは、大きく３点お尋ねしたいと思いますが、けさ全員協

議会の中で、議長の方からも国会での共産党の小池 晃議員の発言をとられまして、

論点をずれないように、論点を外れないようにという、そういう答弁を望むという

小池 晃議員の発言を適用されまして、私ら議員に対しても論点からずれないよう

に議論を交わして下さいということですので、執行側の方々にもよろしくお願い申

し上げます。 

 まず１点目なんですけれども、先ほど谷議員からもございましたけれども、議第

45号、日野町副町長の選任についてをお尋ねしたいと思います。前副町長の平尾義

明氏が退任されましたのが昨年の９月25日だったかと思います。もうあと３カ月も

しますと丸１年になるということで、これで９カ月経過しているわけですけれども、

ちょうど９月議会だったわけでありますけど、どうしてその時期に間ができないよ

うに、スムーズに次の副町長にバトンタッチができるように、その時期に提案をし

てこられなかったのか。これは非常に疑問に思うところでございますので、この点

をまずお尋ねしたいと思いますし、聞くところによりますと、私の近所の方々から

も、「町長さんから直接、「今度この方を選任したいと思っているんですけれども、

ぜひよろしくお願いします」というふうに言われたよ」と、直接言われたよという

方が何人かいらっしゃいまして、私のところにも来られた方もありますし、いろん

な席で同席しますと、「町長さんがこんなんおっしゃってたわ」というふうに聞きま

したけれども、提案もされていらっしゃらない時期で、ましてやそれを一般の住民

さんにそういうお話をされていらっしゃるということにもはなはだ疑問を感じるわ

けでございますけれども、一般の住民さんによろしくと、何をどうよろしくお願い

されるのか、この辺もちょっと理解できませんのでお尋ねしたいというふうに思い

ます。私たち議会に対して議案として提案される前にこのような動きをされるとい

うのは、よっぽど議会を信用していらっしゃらないのかなというふうに思いまして、

非常に残念でございます。 

 その次に、議第47号の財産の取得についてお尋ねしたいと思います。先ほど蒲生

議員の方からもお尋ねがございましたけれども、ポンプ車についてですけれども、

先日行政さんの方からいただいたこのポンプ車の資料、今手元にあるわけですけれ

ども、ご存じのように免許の法律の改正がございまして、今新たに普通免許を取ら

れた方というのは3.5トンまでしか確か乗れないようになっていたというふうに思

います。私らが普通免許を取ったころには、もっともう少し乗れたわけで、今知ら
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ない間に、普通免許が免許を更新すると中型免許になっていて、８トンまでと書い

てあって、こんなに大きいのも実は乗れたんやなと、逆に驚いているところでござ

いますけれども、このポンプ車は3.5トンまでの免許を持った若い方でも乗れるのか

どうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

 というのは、15年ぐらい使われるということですので、今年小学校５年生、６年

生の方が消防団に入られるころにも、このポンプ車は活躍していると思うんですね。

そういった方が乗れるものなのか。また、来年第２分団の方にもポンプ車というこ

とでさっき伺いましたけれども、こういったものについてもそういった3.5トンの免

許でも乗れるものなのかをちょっとお尋ねしたいというふうに思います。 

 次に、議第52号の日野町一般会計補正予算についての中から、先ほどから何度も

多くの議員さんからお尋ねが出ております西大路の定住宅地についてでございます

けれども、多くの方がお尋ねしていらっしゃるのでできるだけ割愛いたしますが、

中西議員からも出ておりましたように、この定住宅地というのは最終的にはやっぱ

り販売しないといけないものでして、開発したという実績を残すことが目的ではな

くて、最終的には開発した区画を購入していただいて、しかも定住していただかな

いといけないということになりますと、先ほどの話もありましたように、やはり子

育て世代の方々に購入していただきたいなという希望があるわけでございます。 

 こういったときに、学校のすぐ横であるとか公民館の横にあたるＣ区画ですかね、

こちらの方が開発していけない何か理由があるのなら分かるわけですけれども、Ｃ

でもＢでも、どこでも別に条件として開発できないという条件があったわけではな

いにもかかわらず、わざわざこのＢ区画を選んでいらっしゃることにちょっと疑問

を抱きます。地元の方から要望書が出たというふうにお話も聞きましたけれども、

要望書がありましたにしても、じゃ、そのときにこういう目的で定住化を目指す方々

にぜひ購入していただきたいので、学校のすぐそばを開発したいんだけれどもとい

うような意思表示は、そういった地元住民の方にもされたのか、説明をされたのか、

この辺についてもお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） ２番、後藤勇樹君の質問に対する当局の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 副町長の人事について、なぜ今なのかということでございます

が、副町長の人事提案につきましては、人事案件でありますからやはり丁寧な対応

が必要だということで、ここ何度も議会には副町長ならびに教育長の選任案件等に

ついてお願いをした経過がございまして、その都度慎重に関係者の皆さんに申し上

げながら、慎重にやってきたということでございます。 

 ので、そういうことでございますが、先ほども申し上げましたが、議員各位にも

直接お願いに回らせていただいたということもご承知のとおりでございますが、こ

うした人事案件でございますので、そうこういう場でいつ何がどうのこうのという
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ことについては、どこまでというのは差し控えさせていただきたいというふうに思

います。 

 また、一般の住民の皆さんからいろいろ話を聞いたということでございますが、

いつ誰がどの時点でどんな話をされたということは、もちろん私は承知をいたして

おりませんので、それには答えることができないということでございますが、それ

ぞれの住民の皆さんから、「町長、いつまで選ばへんのや」と、こういうような話も

当然いろんな方からお聞かせをいただくこともあるわけでございまして、そういう

ときには適宜いろんな話をさせていただいてきたということでございますが、基本

的に議会の皆さんに一番にお話しをし、全ての議員各位にお願いに回らせていただ

いたということでございまして、議会でご理解をいただかなければ進まないという

ことでございますので、議会を信用していないのではないかということについては

そういうものではございませんので、よろしくご理解をお願いします。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 後藤議員より、財産の取得についてご質問いただきました。 

 お話がございましたように、道路交通法の改正によりまして、免許の資格といい

ますかが変わっております。今までですと、総重量５トンまでが普通免許の中で乗

車できたものが3.5トン以下と、それと、我々ですと7.5トンというふうに変わった

ところでございます。 

 今回もそういったことも承知の上で仕様等を検討してまいりました。その中で、

今回の購入するポンプ車の仕様につきましては５トン以下、5,000キロ以下というふ

うにしておりまして、今まで３分団や１分団、西大路、日野で購入しておりますポ

ンプ車ですと約4,800キロ、５トン以下のぎりぎりのところでございまして、今回も

その程度になるというふうに思っておるところでございます。 

 実は、この点につきましては全国でもそういった免許の基準が変わってきたとい

うことで、いろんな検討もされている中でございます。今回にあたりましては、大

体15年をめどに更新をさせていただいているわけでございますけれども、今の団員

さんの状況等、分団長とお話をさせていただく中で、５トン以下で大丈夫というふ

うなご判断をいただいたというところでございます。 

 ちなみに、次のどういった対応をされているかといいますと、今の普通免許から

準中型免許に新たに講習を受けて免許を取得するような方へ助成をするとかいう対

応もされているところもありますし、今度は逆に、高能率でスリム化したポンプ車

をつくっていくというような動きもございます。そういったことは次の更新時に考

えていこうというような内容でございます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（髙井晴一郎君） 後藤議員より、なぜＢゾーンなのかと、それと、Ｃ、
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Ｄの条件のいいと思われるところは町からの提案をしなかったのかということでご

質問をいただきました。 

 当然議員が言われるように、宅地整備をすることが目的でなくて、当然そこへ住

んでもらうということが最終的な目標でございます。この辺につきましては、調査

に入る段階から地元さんに話をさせてもらう中で、その中でもこういう話は出てい

た話でございます。 

 Ｂゾーンにつきましては、繰り返しになりますが、地元に整備場所については委

ねたという経過がございます。これにつきましては、以前に計画されておりました

区画整理事業やら何やらかんやの経緯もありまして、何せ地元のご協力が得られん

とこの事業は進まないということでございますので、整備のエリアについては地元

さんで決定をいただけたという流れになっております。 

 町が提案したエリアでございますが、全て整備が可能ということを前提に提案を

させてもらっておりますので、あえて町の方からＣにしたい、Ｄにしたいという話

は、地元の方にはさせていただいておりません。 

議長（杉浦和人君） ２番、後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） まず、議第45号についてでございますけども、今、町長の方か

ら、議員をお一人ひとり回って説明もさせていただいたというふうに伺ったわけで

すけれども、確か私どものところに町長、お越しいただいたのは、12月になってか

らだったように思います。これ、平尾前副町長が退任されたのが９月ですので、じ

ゃ、どうしてこの８月ぐらいにそういうことをされなかったのかというのも非常に

疑問に思うところでございますけれども、それ以前に、例えばこの３月議会で今宿

綾子教育長さんが再任されたわけでございますけれども、そのときにはそういった

ことをしていらっしゃらなくて、こういうふうに普通にスムーズに提案をしてこら

れたわけですけれども、なぜ今回はそのような、言い方は非常に悪いんですけれど

も、根回しととれるようなことが必要だったのか。どうして根回しをしないといけ

ないような提案をされるのか、この辺をちょっと疑問に思いますので、もう一度お

尋ねしたいというふうに思います。 

 また、ポンプ車についてでございますけれども、先日ちょっと動画のサイトをイ

ンターネットで見ておりまして、東京で行われました新しいポンプ車の展示会が動

画で中継されておりました。これを見ておりましたら、今、課長からもお話あった

ように、小さくて3.5トンまでで乗れる、しかも機能は今までと変わらないどころか、

今までよりもいいような機能を持ったものも出てきておりますので、ぜひこれから

そういったものも検討していただきたいと思いますけれども、こういったものにも

前向きに取り組んでいただいているかどうかお聞きしたいと思います。 

 というのが、消防団になられてから助成を出して、そして普通免許にさらにもう
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ちょっと乗れるように加えていくようにしていくと言いましても、そういう手間が

かかるんだったらますます消防団になり手が少なくなってしまうんじゃないかとい

うふうに不安に思いますので、どちらかというと消防ポンプ車の方を普通免許で乗

れるように考えていただきたいと思うわけですけど、その辺の見解もお伺いしたい

と思います。 

 西大路の定住宅地についてでございますけれども、私ども、西大路地区に定住宅

地をつくられることについては大賛成でございまして、私、以前にも一般質問の中

でも、また副委員長をさせていただいております産業建設常任委員会の中でも、日

野町は市街化調整区域が非常に多く、外から越してきたい人がおられてもなかなか

土地が思うように買えないですから、こういったものを緩和していただくようにと

いうお願いをしておりますので、緩和にならなくても数少ない市街化区域を開発し

ていただくというのは非常にありがたいことであると思います。 

 ですが、今、課長からもご答弁ありましたように、町としてＣ、Ｄというのをこ

ちらから提案したことはないというふうにおっしゃいましたけれども、当然定住と

いうことでしたら若い方が住みやすい方を提案するのが普通じゃないかと思うんで

すけれども、なぜ提案をされないのか。これは非常に疑問に思うところでございま

す。もう既にＣ、Ｄが開発された後にＢ地区、Ａ地区をと言われるのであれば分か

るんですけれども、Ｃ、Ｄがあってそこにつくれない条件があるわけでもないのに、

なぜ提案をされないのか。ここについても分かりやすくご答弁お願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 副町長の人事について、議員の皆さん、一軒一軒頼みに行くと

いう根回しをする必要などないのでないかと、こういうようなことでありますが、

私の前の町長の時代も、やはり副町長の人事なり教育長の人事というのは、町長が

ふさわしいという人を選んで議会の選任同意をいただくということでございまして、

極めて町長の片腕と、副町長については片腕となる人でございますが、それを議員

各位がオーケー、ご同意いただけねばならないということでございますので、これ

は私の就任以前から、基本的には人事案件についてはそれぞれの議員各位にお願い

をされてきているという、そういうことを聞いておりますので、私はこの職につい

て、基本的には副町長ならびに教育長の人事については、それぞれの議員各位のと

ころへお願いに上がるということを基本としてやってまいったところでございます。 

 ただそういう中で、「もう来てくれんでもええ」というようなことをおっしゃると

きもございましたが、私としてはお願いをする以上、誠心誠意議員各位にお願いを

するということが基本と考え、やってまいりました。 

議長（杉浦和人君） 総務課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 後藤議員より再質問をいただきました。 
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 おっしゃいますように、高能率なポンプ車がいろいろ免許の改正によりまして出

てきたというところでございます。今後におきましては、幹部会でそういったあら

ゆるいろんな手段があるということも含めながら議論してまいりたいというふうに

思っておりますので、どうぞご理解をお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（髙井晴一郎君） なぜ条件のええゾーンを提案しないのかということ

でございます。 

 町としましては４つのゾーンを提案したわけでございますが、どのゾーンがすぐ

れている、どこが悪いというような認識は持っておりません。それとこの事業につ

きましては、何度も繰り返しになりますが、地元の理解と協力がなければ進まへん

事業でございます。それぞれのゾーンでそれぞれの特徴があって、その辺も含めて

地元の方で選択をお願いしたいというような流れでお願いしましたことから、何で

ＣとＤの方がええのに提案せえへんやったかということにつきましては、各ゾーン

とも、特にどこがいい、どこが悪いという判断は町はしていなかったということで、

あえてどこのゾーンにして下さいというような提案の方はさせてもらっていないと

いうことでございます。 

議長（杉浦和人君） ２番、後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） それでは再々質問をさせていただきます。 

 今、町長の方から、なぜ根回ししたのか、そういう必要ないんじゃないかという

お話が私の方から出たようにおっしゃいましたけど、別に根回しをする必要はなか

ったんじゃないかという、そんなことを言っているわけじゃございません。今日、

町長さんがしていらっしゃるネクタイ、初めて私、日野菜のネクタイをしていらっ

しゃるのを拝見しまして、私と一緒ですので、今日はかみ合うかなとちょっと思っ

ていたわけでございますけれども、なかなかちょっとそこの部分は残念かなと思う

ところでございます。 

 根回しをする必要がないと言っているわけじゃなくて、されるのであれば、どう

してスムーズに行けるように８月ごろにされなかったのかというふうに思うわけで

ありますし、今宿教育長再任の場合には、ほかの方は知りませんけど、私のところ

に来て今宿先生を推したいんだけどというお話、された記憶、私ないんですけど、

私が忘れちゃったのかもしれませんけれども、されたように私は記憶しておりませ

ん。ですので、どうしてこれだけの時間があいちゃったのか。 

 非常に慎重にやらないといけないというんであったら、前の平尾さんが副町長を

していらっしゃった間、３年間もあったわけですから、その間に慎重に考えていた

だく時間の余裕というのは十分あったんじゃないかというふうに思うわけでござい

ますので、この辺をもう一度お尋ねしたいと思います。 
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 ポンプ車の件についてはもう分かりましたので、ぜひどの方でも乗れるポンプ車

をまた考えていただきたいというふうに思います。 

 西大路の定住宅地についてでございますけれども、これ、定住宅地と最初から呼

んでいるわけですので、まだ正式名称は決まっていないにせよ、今のところ定住宅

地と呼んでいるわけですから、そうしたらもう若い子育て世代の方々が来ていただ

けたらなという期待がこもっているのは明らかでして、そういう中でどこにも優劣

はないとおっしゃいますけれども、そら、普通に考えて学校に近い、公民館に近い

ほうが、当然子育て世代からしたらいいに決まっているというふうに私は思うんで

すけれども、髙井課長、思われないでしょうかね。ちょっとその辺をお尋ねしたい

と思います。目的を失ってしまった宅地開発がどうなったかというのは、びわこ空

港の件を見ても分かると思います。びわこ空港の計画が頓挫いたしまして、それを

あてにしてつくられた宅地、今さびしいところはやっぱりございます。道路につい

てもそうですけれども、そういった部分を含めてもう一度お尋ねさせていただきた

いというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 12月ぐらいに議員各位のところを挨拶回りさせていただいたと

いうことでありますが、なぜそうなら８月までにしなかったのかということでござ

いますが、通例、第一は人事案件というのはやはり慎重に対応しなければならない

というのは、私だけでなく議員各位もそういうふうにおっしゃっていただいている

ものであります。 

 ので、ものには順番というものがございますので、やはり基本的にはいろんな課

題については議長に相談を申し上げるということが基本であるというふうに思って

いるわけでございまして、そうした中で慎重な対応をしてきて、そしてこれまでか

ら基本的にお願いするんだから、議員各位一人ひとりが判断をなされることでもあ

ることでございますので、議員各位一人ひとりにお願いに上がったということでご

ざいます。 

 なぜ教育長のときにはやらなかったのかということでございますが、もちろん私

はこれまでから、繰り返しになりますが、副町長、教育長については全てその人事

については議員各位に一軒一軒、一人ひとりお願いに上がるというのを基本に、今

もしておるところでございますが、そうした相談をさせていただく中で、その必要

はないというようなことを言われたこともございまして、それはそういう形でご承

認いただいたということでございますが、その時々の対応について、人事案件であ

ることについていろいろご相談申し上げたことを、この場でつまびらかに申し上げ

ることについては、それは当然それぞれの相手の方がおられるのでありますから、

それはここでしゃあしゃあとしゃべるものではないというふうに思っています。 
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議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（髙井晴一郎君） 再々質問をいただきました。 

 誰が考えてもＣ、Ｄが条件がええやないですかということなんですが、私個人的

には、学校が近い、公民館が近いイコール一番いいところだということは思ってお

りません。基本的に、学校へ行くにしろ、一定近いのもそら便利かも分かりません

が、やっぱり通学するのに一定距離を歩いていくというのも１つかなというふうに

思います。 

 それから、先ほども出ておりましたが、地域とのつながり等々もございます。Ｃ

とＤが同じように、Ｂのゾーンと同じ考えの方が住んでおられて、その辺の調整が

全てできておれば、当然その辺の話もあるかと思うんですけれども、それも含めた

形で地元の方でお願いをしたということでございますので、地元がＢの位置を選ば

れたということは、私としてはＢの位置が一番適した宅地やというふうに思ってお

ります。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） もう質問できませんので、要望といいますか、私の思うところ

だけ伝えさせていただきます。 

 副町長人事につきましては、例えば近江八幡市などでも副市長さんを県から出向

されていらっしゃる、出向をお願いされたというふうに伺っております。そういっ

たところ、たくさんございます。町内あるいは、日野町行政の中からＯＢさんとか

を選ばれていく、これが悪いと私は決して言いませんけれども、やはり町内だけで

はなく、県や国というこういったスケールから俯瞰して日野町を見ていただける方、

そういったつながり、パイプを持っていて、そういった関連の中で町政を考えてい

ただける方を町長さんのブレーンに置いていただく、このことも非常に大事なこと

ではないかなと思いますので、そういった部分についてもぜひ考えてみていただき

たいなというふうに思います。 

 また、西大路の定住宅地につきましては、髙井課長があそこが一番やと思ってい

るわけじゃないというふうにおっしゃいましたけれども、個人的にそう思っていら

っしゃるかもしれませんけれども、定住というふうにはっきり銘打っているわけで

すから、この先ずっと住んでいただこうと思うと、やはり学校や公民館に近いと、

買うときもありがたいというふうに買われる方は思われるでしょうし、住み続けて

いて、ここでよかったなと、子どもを持っていたらなおさら思われるというふうに

思います。学校まで行く距離が長くなればなるほど、今よくニュースなどでも流れ

ております、事故、事件、こういったものに遭う確率もやっぱり高まるかもしれま

せんし、普段暮らしている中で運動会などの声が聞こえてくる、こういう場所に暮

らす、そういったことが嫌いな人は、もともとそういうところを買われませんかも
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しれませんから、非常にこういったものも住んでいてよかったな、ここでと思われ

る部分かもしれませんので、ぜひまたそういった部分も検討していただきたいと思

いまして、私の伝えたいことは以上でございます。 

議長（杉浦和人君） ほかに質疑ございませんか。 

 １番、堀江和博君。 

１番（堀江和博君） それでは、時間も時間でございますので、端的に２点、大きく

質問させていただきます。 

 まず１点目でございますが、議第47号、財産の取得について、消防団のポンプ車

両購入ということですが、過去にご答弁があったかもしれないですけれども、今回

買いかえということであるかと思いますが、買いかえで不要になった旧の車両とい

うものはどういった扱いをされておられるのか。有効利用されているのか、また転

売をされておられるのか、そのあたりを１点目にお伺いさせていただきたいと思い

ます。 

 大きく２点目でございますが、先ほど来お話がございました、西大路定住宅地化

についてでございます。私としましても、やはり人口減少の問題は非常に問題でご

ざいますので、このように取り組むということは非常に大事であると思っておりま

す。むしろどんどんやるべきで、ＢとかＡとかというレベルじゃなくて、全部やっ

た方がええんちゃうかというぐらいの思いでございますし、むしろ遅いじゃないで

しょうか。地方創生の人口減少の取り組みが始まって、もう４年近くたつわけで、

住民さんとのもちろん合意というのも大切ですけれども、やはり町としてビジョン

を描いて、そこに旗を振ってこのように日野町はやっていきますと、このように西

大路をよくしていきますということを示して、そして住民さんにご同意をいただく

というのは、すごく町として大事なことではないかなと思っております。 

 そういった中で、３点、その中から質問でございますが、人口減少対策というこ

とでありますので、西大路地区の人口を、じゃ、何人これをつくることで増やそう

と考えておられるのか、その目標人数ですね。それをまず１点目にお伺いをさせて

いただきたいと思います。 

 そして２点目でございますが、先ほど来、ＰＲ等の話がありました。やはり若い

ファミリーに住んでいただきたいという思いが強いかと思うんですが、では、今回

の協議の過程の中で、地元の若い子とか若い世代の意見がどれほど取り入れられて

きたのか。そして、今後そういったものを取り入れられる予定があるのかというの

を２点目にお伺いをさせていただきます。 

 そして３点目でございますが、今回西大路ということでございますけれども、私

の地区は桜谷でございます。やはり日野地区とか必佐地区というのは、人口減少と

いうのがある程度緩やかであるかと思うんですけれども、それ以外の地区というも
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のは本当に喉から手が出るくらい若い人が欲しい、そういう地域であると思います。 

 そういった中で、今回西大路地区にはこういう対策をとられるということでござ

いますが、同時に、それ以外の地区に対してはどのような人口減少対策をとられる

のか。それも等しくすべきことであると思いますので、そのプランについて３点目

にお伺いをさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） １番、堀江和博君の質問に対する当局の答弁を求めます。総務

課長。 

総務課長（藤澤 隆君） 堀江議員より、議第47号の財産の取得についてご質問をい

ただきました。 

 今回買いかえとなる車両でございます。下取りも含めて入札をいただいて購入を

するわけでございます。下取り後のその先ですけれども、業者さん等、聞いており

ます中では、今までは各大きな事業所さんの中の工場の中の消防団というのが組織

されているところで、第二の活躍場所ということで販売をされている場合もありま

すし、企業さんのテストポンプというような使い方ということで、入札で落札され

た業者さんのテストで使われるというような例があるというところでございます。

今のところ、何もないというようなことも聞いております。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（髙井晴一郎君） 堀江議員から質問をいただきました。 

 今計画している宅地で、増やす人数等の目標はあるのかということでございます。

現在、まだ計画の段階でございますが、宅地の区画は25区画ございますので、現時

点では全て埋まることを想定しておりますので、約75から100くらいの増は見込める

かなというふうに思っております。 

 次に、若い世代の意見は聞かへんのかということでございますが、地元を通じて

地元の若い方たちの声の方も聞かせていただいておりますし、役場の中の若い世代

の子にも話を聞いたりはしております。基本的に、全体の場所がどうという話もあ

りまして、今、堀江議員さんの方からしたら全体をということもございましたが、

整備する地区、場所については、それほど皆、こだわってないと。ただ、宅地の面

積であるとか値段であるとか、その辺については結構意見が出ておりまして、今後

売る値なり区画の面積等も詳細を詰めていかんならんところなんですけれども、そ

の辺については十分に意見を生かした上で決定していきたいなというふうに思って

います。 

 それから、他の地区の対策はどうすんねんということでございます。確かに言わ

れるように今、市街化区域で広い場所が残っているのは西大路地区だけでございま

す。南比都佐、桜谷等々でも同じような問題は出ているかと思うんですけれども、

現段階では何ともできひんのが現状でございます。 
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 ただ、前からもちょっと話はしているかと思うんですけれども、市街化調整区域

における地区計画制度というのも何とか今年度に制定をしたいなというふうに考え

ております。その制度を用いて開発が可能な状況を早い段階で整備をしたいなとい

うふうに思っております。 

 その地区計画についても、町が主体となってできるという制度ではございません

が、どの地区においても住宅の開発を含めて対応できる状況にはしたいなというふ

うに思っています。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 堀江議員から、定住団地構想については遅いやないかと、こう

いうようなご指摘でございますが、遅いやないかという話は、ある意味では当該地

域が市街化区域に線引きをされて長らくが経過をいたしております。その間、区画

整理の準備委員会等も立ち上げられ、いろんな議論を地元の皆さんは役場とも相談

しながらされてこられたという歴史も承知をしているわけでございまして、遅いや

ないかという言葉はある意味では地元の皆さんからもそういう思いがあるのではな

いかと、このように思います。 

 そうした中で振り返りますと、先ほど少し述べましたが、平成26年がいわゆる地

方創生という言葉が国の方で打ち出しをされた時期でございまして、人口減少社会

だとか自治体の存続ができないだとか、いろんなことが言われたのが平成26年度で

ございまして、その補正予算等を活用して27年度あたりから国がいろんな方策を打

ってきたということで、日野町は平成27年に地方再生戦略を策定したと。こういう

議論も通じて、27年度の補正予算を活用して定住団地調査の実施を28年度に行った

と。その28年度に行った調査結果をもとに、29年度から具体的な対応について、そ

れまでから地元とも相談はしておりますが、深めてきたということで、今日になっ

たということでございます。 

 長いスパンから見ると、遅いというご指摘はそのとおりだというふうに思います

が、この国が地方創生という旗を上げた平成26年当時からの状況を見ますと、何と

かやろうやないかということで、地方再生戦略などの議論も含めて、こうした取り

組みを進めてきたということでございます。 

 あわせて、ほかの地域も課題はあるやないかと、こういうことでございますが、

髙井課長が申し上げましたように、それぞれ都市計画法上の制約があるわけでござ

いますが、例えば南比都佐は曙団地があるわけでありますし、鎌掛だとか日野はリ

バーサイドもありますし、必佐はサンライズもあると、こういうことでございます

が、東桜も、ある方は、「公民館の前にあいた土地、あるやないか」と、こういうよ

うな話をよくお聞かせ願うわけでありますが、そういう熱い思いがあってでありま

すが、都市計画法上の制約、さらには開発したときのニーズの問題、費用の問題も
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いろいろございますので、髙井課長が申し上げましたように、いろんな手法は検討

する必要があるだろうと、このように思っておりますが、大きくはやはり都市計画

法の枠の中で対応できるのかどうか、そしてニーズがあるのかどうかと、こういう

ようなことになるのではないかと、このように思いますが、そういうご意見がある

ということは重々承知いたしております。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） １点目のポンプにつきましては、承知をいたしました。 

 ２点目の定住宅地化についても、１点だけ再質問ということで、髙井課長の方か

ら、地区計画の制度を考えられているということで、今しがた町長の方からも東桜

はそれに該当するような地区もないねみたいなお話があったと思いますが、今後仮

にその地区計画が地元の方をもとに策定が上手にされて、そのような定住を、宅地

化をしていきたいということになった場合に、同じように町単でもそういった出資

はもちろんご検討いただけるということでよろしいですね。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（髙井晴一郎君） 地区計画の制度につきましては、現時点では基本的

には町が地区計画を決定するという立場でございますので、町が決定して町が整備

するというところは、今現在のところはどうなんかなというふうに思っています。

これにつきましてはこれから研究を重ねて、いい方向に持っていけるようであれば

研究をしていきたいなというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 堀江和博君。 

１番（堀江和博君） もう最後、要望ということで、ニーズは桜谷でももちろんござ

いますので、そこはご安心いただければと思います。やはり歯止めをかけるという

のは大事でございます。今、課長の方からはもちろん言えないことであると思いま

すが、西大路と同様、各それぞれの地域も人口減少で何とかしたいという思いは一

緒でございますので、これからも費用の部分も踏まえて積極的な人口減少対策をと

っていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 全員の方が質疑をされたので、質疑を打ち切りたいと思います

が、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、質疑を終わります。 

 日程第２ 議第43号から議第44号まで、専決処分について（日野町税条例の一部

を改正する条例の制定について）ほか１件についてを議題とし、討論を行います。 

 討論ございませんか。 

－な     し－ 

議長（杉浦和人君） ないようでありますので、討論を終わります。 
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 これより採決いたします。 

 議第43号から議第44号まで、専決処分について（日野町税条例の一部を改正する

条例の制定について）ほか１件について、別に反対討論がありませんので、一括採

決いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、一括採決いたします。 

 議第43号から議第44号まで、専決処分について（日野町税条例の一部を改正する

条例の制定について）ほか１件については、原案のとおり承認することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

－起 立 全 員－ 

議長（杉浦和人君） ご着席下さい。 

 起立全員であります。よって、議第43号から議第44号まで、専決処分について（日

野町税条例の一部を改正する条例の制定について）ほか１件については、原案のと

おり承認することに決しました。 

 日程第３、議第46号から議第52号まで、八日市布引ライフ組合規約の変更につい

てほか６件について、委員会付託を行います。 

 お諮りいたします。 

 委員会付託についてはお手元へ配付いたしました付託表により、総務常任委員会

および厚生常任委員会、予算特別委員会に付託いたしたいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、お手元へ配付いたしました付託表により、

総務常任委員会および厚生常任委員会、予算特別委員会に付託いたします。 

 ここで昼食のため、暫時休憩をいたします。それでは再開は１時45分の再開とい

たします。 

－休憩 １２時３１分－ 

－再開 １３時４５分－ 

議長（杉浦和人君） それでは、再開いたします。 

 日程第４ 一般質問を行います。 

 お手元へ印刷配付の一般質問通告表に基づき、順次発言を許可いたします。 

 ４番、山田人志君。 

４番（山田人志君） それでは、事前の通告に基づきまして、これから一般質問をさ

せていただきます。 

 まず１点目の質問なんですけども、地域とかかわる職員についてという内容で、

これは昨年の５月に町議会から町長に提出させていただいた、定住・移住の促進に
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関する提言の中にもそのことが書かれていて、そこには役場職員が仕事だけではな

く、自らの意思で個人として地域活動にかかわることの期待ということが書かれて

います。 

 それともう１つ、これは個人的な話ではあるんですが、３年前に県の職員さんに

薦められて、『地域に飛び出す公務員ハンドブック』という本を読んだことがあるん

ですけれども、そこに書かれている内容は100パーセントそのままそのとおりやなと

いうわけでもないんですけども、そこに書かれている地方自治体の職員に求められ

ている自発的な行動の必要性ということは、ある程度共感できるものがございまし

た。 

 今回の質問はそういったことが背景になって、自治体の職員の視野が内向きに偏

らずに、広く外側に目を向けられることを心がけ、さらに中長期のまちづくり戦略

に基づく目的意識を持って地域活動の前後左右からサポートすることは、まちづく

り、地域づくりの多分大きな推進力になるのかなということでお尋ねするものでご

ざいます。 

 日野町役場における方針とか実際の状況などについて確認させていただきたいと

思いますので、一問一答方式でお願いしたいと思います。 

 まず、町長にお聞きしますが、先ほど紹介した、『地域に飛び出す公務員ハンドブ

ック』の中に、他県のプラスワン運動、多分佐賀県だったと思うんですが、という

事例が書かれていて、これは自治体職員が仕事以外にプラスワンで地域貢献とか社

会貢献をしようという運動のようなんですけども、他県の事例はともかくとして、

町長はこのような仕事以外に地域貢献、社会貢献をしようという考え方に対しては

どう思われるでしょうか。まず伺いたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） ４番、山田人志君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 役場職員が仕事以外に地域貢献や社会貢献をするということに

ついてでございますが、町の職員が自ら地域で生活する者として地域、社会に出て、

住民の皆さんとともに活動するということは大切なことであると、このように思っ

ているところでございます。 

 役場職員は地方公務員でございますので、当然憲法15条にいうところの全体の奉

仕者として、憲法を遵守して住民のために頑張るということが求められているわけ

でございまして、まずは第一義的にこの憲法15条の趣旨に沿って自分の仕事に邁進、

精励し、それぞれが責任を持って仕事を通じて住民の皆さんの暮らしの向上に努め

るということが大事であります。そのために法令等を遵守しながら地域の課題を把

握し、それを政策立案し、実現していくと、こういう力量こそが職員に求められる

ものであると、このように認識をいたしております。 

 あわせて、やはり役場で働こうということで、住民の皆さんの役に立ちたいとい
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う初期の思いがあるわけでございますので、それはそれとしてそれぞれの職員が大

いにアンテナを張りながら、自分の得手とするといいましょうか、関心のあるとこ

ろで頑張っていくということは大変大事なことだというふうに思っております。 

 ただ、地域社会全体を支えるのは公務員、役場職員だけでは、だけではというよ

りも、そんなことを言うのは全くおこがましいことでございまして、やはり人が生

きるということは、自らが自分、家族、そして職場だけでなくて、自分が関係する

社会全体にかかわりを持って、社会的存在として力を発揮するということが求めら

れているわけでございまして、これは役場職員であるないにかかわらず、全ての住

民の皆さんが自らのことと自らにかかわる社会のこと全般に関心を持ってお互い協

力をし、助け合って生きる社会をつくっていく、こういうような状況をつくること

が、またこれは生涯学習の観点等からも大変大事な課題になってくると、このよう

に思っております。 

 山田議員がご指摘されましたように、「自らの意思で個人として」ということでご

ざいますので、役場行政がこれを押しつけてやるようなものではないわけでありま

して、個人が個人の思うセンスに基づいてそれぞれの地域や課題に対応していくと

いうことが大事であって、それを捉えるそういうセンスが磨かれるということは私

どもとしても大事なことだというふうに思っています。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 役場職員であると同時に、住民として、社会的存在としてと、

そういうことにかかわっていくのは大いに推進というか奨励すべきことだという、

多分そういうことだと思いますので、その上で重ねて町長に伺いますが、具体的に

日野町役場では職員が自発的に地域活動に参加しておられる状況というのはどうで

しょうか。もちろん任意の活動ですから、全て把握するというのはなかなか難しい

かと思うんですが、分かる範囲で教えていただければありがたいというふうに思い

ます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 地域活動についてでございますが、今お話ありましたように、

自らの意思で個人として参加するわけでございますので、役場の組織としてそれを

把握するということはしていませんし、しようとも思わないし、すべきでもないと

いうふうに思っています。 

 しかし、常日ごろ町なかを見ておりますと、ＰＴＡの活動に参加したり、自治会

の活動に参加したり、公民館の活動、さらにＮＰＯ、さらには農業、それこそ獣害

対策、集落営農、いろんなところで役場の職員が活躍しているということは、私は

直接目にしておりますので、そういうようなそれぞれの個人が自らの意思によって

活動の輪を広げていくということは大変大事であるし、ありがたいことだなという
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ふうに思っておりますが、それを管理者として、理事者として、雇用者としてそれ

を逐一把握をしていくということについては、これは少しチャンネルが違うのでは

ないかなというふうに思っています。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 私も地域の行事のいろんな場面で役場の職員さんを見かけます

ので、恐らくおっしゃるとおり、いろんなところに積極的に出かけていってはいた

だいているのかなと思います。また、それをなかなか指揮監督、把握するというの

も違うんじゃないかと、それもそうだというふうに思いますが、ちょっと話は変わ

りますけど、外に目を向けるという意味では、ほかの自治体職員さんとの間で情報

交換とか交流とか、そういう中からどのような地域とのかかわり方が効果的かとい

うことを知るということも大事かというふうに思うんですが、聞いていますと幾つ

かの自治体の職員が任意で開催されている交流会とか勉強会とかというのがあるよ

うでして、県内ではチョウチョの会ですか、そういう名前を聞いたことがあるんで

すけども、中身は知りません。聞いたことある程度で。 

 その他の集まりも含めて、日野町役場の職員さんの参加状況はどうなのか。それ

こそ仕事以外の取り組みなので、どなたに聞いてもいいんですけども、代表して企

画振興課長に伺ってよろしいでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） 今、山田議員の方からご質問ございました、自治体職

員、町の職員がどの程度そういうところに出ているかという部分も含めてでござい

ますが、先ほどおっしゃったチョウチョの会と申しますのは、県職員さんが中心に

なって、いわゆる自治体職員が勉強をしようと、交流しようということで立ち上げ

られた勉強会というものでございまして、何人かうちの町の職員も参加をさせてい

ただいていますし、また、先ほどおっしゃった飛び出す公務員の方々ともリンクす

る部分もございまして、活動というのは１つのところではなしに、いろんな活動の

分野がございまして、そういうところで県の職員、それからほかのいわゆる自治体

の職員、それから団体職員、そういう方々といろいろ勉強をさせていただいたり、

交流をさせていただいているというところがございます。 

 町の中でも、住民さんも含めてそうした勉強会をさせていただいている部分もご

ざいますし、また町の中の、役場の中でも職員が企画をして自発的に勉強会を計画

して、そこへ団体の職員さんとか地域の方に来ていただいて一緒に勉強させていた

だく、このようなことも行っているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） どうしても公式なというか、オフィシャルな情報交換だけでは、

市は市だけ、町は町だけという情報交換に偏りがちになるかもしれないので、任意
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の活動であれば、大きな市もちっちゃな町も含めて、その垣根を越えて広く情報収

集ができるのかと思いますので、それが動機づけにつながると、いろんな得られた

情報を町政にとって重要な地域活動に役場の職員が推進役として頼もしい存在にな

っていただけるのかなと思いますので、積極的なかかわりをお願いしたいと思いま

す。 

 地域とかかわっていく中で、いろんな情報や人脈が得られると思うんですけども、

今からは具体的に実際の状況はどうなのかということを、事業別に二、三、お聞き

したいというふうに思います。 

 まず、長寿福祉課長に伺うんですけども、超高齢化社会を目前にひかえて、介護

予防も日野町にとっても恐らく最も大事な施策であろうかと思います。地域包括ケ

アの裾野を広げるためには、地域の支え合い事業というのは必要不可欠な取り組み

になってくるかと思うんですが、地域の支え合い事業に担当課以外は、いわゆる長

寿福祉課とか包括支援センターとか、それ以外の役場職員が自分の時間で個人とし

て参加しているという、そして推進役やサポート役になっているというような例は

あるんでしょうか。教えていただきたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 長寿福祉課長。 

長寿福祉課長（山田敏之君） 地域の支え合い事業への職員のかかわりということで

ございますけれども、地域の支え合い事業につきましては、現在東桜谷地区などで

住民の方々が中心となっていただきまして、要支援やたまり場食堂、また見守りの

活動などについて話し合いを進めていただいております。この話し合いの場には、

地域の職員も住民の１人として参加をさせていただいているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） ちょっと聞き取りづらかったんですが、東桜谷の話ですね。分

かりました。 

 もともと地域包括ケアって、なかなか制度的に分かりにくいんですよ。すごく分

かりにくい上に今のことではないから、なかなか超高齢化社会というのをイメージ

しにくいというところがあって、地域の支え合いが目指すところとか、最も肝心な

持続可能な仕組みづくりということもなかなか理解が進んでいるようには見えない

ところがあって、とかいって、現状の地域包括支援センターの限られたスタッフで

は、地域の中に入って仕組みづくりまでかかわるのは難しいと思いますので、そこ

で担当以外の職員の方が一住民として地域の支え合い事業に参画して、また町のビ

ジョンに基づいてその地域の住民の誘導とかサポートをしていただければ、本当に

ありがたいのかなというふうに思いますのでお願いします。 

 同じ考え方で、子ども支援課長に伺うんですが、子ども支援事業、幾つかあると。

例えば子育てサロンなど、ほかのものでもいいんですが、そうした子育て支援の中
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で担当課以外の役場職員が個人として参加しておられるという例があれば教えてい

ただきたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 子ども支援課長。 

子ども支援課長（宇田達夫君） 子育て支援事業についてでございますが、私が事業

に参加させていただいたときにも職員の顔を見ておりますし、それぞれの職員が地

域社会の中で責任を果たしていただいているというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 子育て支援に関しまして、ご存じだと思うんですけども、例え

ば子育てサロンに参加されているママさんたちって、地区の垣根ってほとんど関係

なしに動いて活動されていますよね。つまり、日野町には実は60年以上も前のいわ

ゆる旧村意識というのが今でもちょっと残っているところがありまして、小さな自

治体の本当は機動力を発揮できるはずのところが、その旧村意識で利点を生かし切

れないという現状も少なからずあるように感じているんですね。それが子育て世代

のママさんたちにはそういう意識がほとんどないという意味なのかなというふうに

思います。 

 ですから、地域活動って地縁に頼る場合というのも少なからずあるとは思うんで

すが、これからのまちづくりというのは地区とか旧村とかいうことじゃなしに、オ

ール日野町で考えていかなあかん、やっていかなあかんことが圧倒的に多いはずで

すので、担当課以外の職員が子育て支援にかかわるということ、副産物ではあるん

ですけど、副産物ではあるんだけども、自分が担当の仕事に帰ったときに、地域の

垣根を超えるというまちづくりのヒントが得られるかもしれないので、そういう意

味も含めて積極的にかかわっていただければというふうに思いますね。 

 地縁頼みということでは、公民館の実行委員会が今まさにそういう状況なんです

けども、その中で公募サポーターの普及というのは、私はそこに風穴を開ける効果

があるんではないかなと思っています。実は今、地区公民館で公募サポーターは動

いてないようなんですが、そこで生涯学習課長に伺いますが、地区公民館公募サポ

ーターに役場の職員さんが個人として参加していけるような可能性というのはある

んでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（日永伊久男君） 地区公民館の公募サポーターに職員が参加する可能

性についてでございますが、運動会など、特定の事業に限りまして、役場職員へス

タッフとして協力を依頼している事例はございますが、公民館活動で成人サポータ

ーを公募している事例といいますと、中央公民館主催の日野町町民大学講座だけで

ございまして、地区公民館では現在のところそのような事例はございません。 

 ただし、職務ではなく、一地域住民として公民館活動に参加する職員はたくさん
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おります。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 一地域住民として公民館活動に参加されているというのは、さ

っき最初に言いましたように、多分地縁の延長かなと思うんですけども、そこに風

穴を開けてほしいという思いでも言っていますので、そこもちょっと意識の片隅に

置いていただければというふうに思います。 

 関連で別の話を伺いますが、おととし９月議会の定例会の一般質問で、氏郷まつ

りについて質問をさせていただいて、その中で商工観光課がイベント実行委員会の

仕事をするのは余り好ましいことではないんじゃないかという話をさせていただき

ました。しかし逆に、商工観光課以外の職員さんが時間外に個人として実行委員に

なれば、逆によい効果が得られるのではないかなと思っているんですが、そこで商

工観光課長に伺いますが、そのようなことが実現できるイベント実行委員会の仕組

みというのは考えられないものでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（福本修一君） イベント実行委員会につきましては、今年ですと８月

４日の夏の陣に向けまして、いよいよ始動したところでございます。 

 イベント実行委員会につきましては、地域の産業、そして観光がより一層地域の

暮らしに根づくようにということで、普及啓発を目的として、地元の商工業者や各

種団体など、多様な方々にかかわっていただいて、地域の方々で組織をしていただ

いております。公募制度もございまして募集をさせていただいておりますが、そう

いう中で職員が個人の意思に基づいて参画するような状況になればありがたいなと

いうふうに思っておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） イベント実行委員会は今まで各種団体の集合体かなと思ってい

たんですが、公募委員もあると、公募制度もあるということを今日初めて教えてい

ただきましたので、それであるならば、職員さんの自発的な参加ということを促し

ていただけるような働きかけをしていただけるようなこともちょっと考えていただ

ければいいのかなと思います。お願いします。 

 イベントつながりでちょっと聞くんですけども、町長も何回もお話に出しておら

れます、先月26、27日には、ＨＩＮＯ ＢＩＧ ＴＩＭＥ ＧＲＯＯＶＥというイ

ベントがグリム冒険の森でございました。たくさんの役場の職員さんがスタッフと

して参加されていまして、たくさん職員さん、手伝うたはんねんやなと思って見せ

てもうたんですけども、これはどういった経緯でたくさんの職員さんが参加するこ

とになったのでしょうか。どの課というか、文化振興事業団の事業でもあったので、

生涯学習課長に伺ってもよろしいですか。 
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議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（日永伊久男君） ＨＩＮＯ ＢＩＧ ＴＩＭＥ ＧＲＯＯＶＥにつき

ましては、実行委員会と、それから文化振興事業団が共催という形で事業を進めて

おったわけなんですけれども、日野町も共催団体の１つということで、職員の方に

も声かけさせていただいて、町の事業としても盛り上げていこうじゃないかという

ことで、生涯学習課の方から職員の皆さんの方に声かけをさせていただいて、あく

までも仕事じゃなしにボランティアということで声をかけさせていただいて、手を

挙げていただいた方、２日間合わせまして33名の職員のボランティアの協力をいた

だきまして、特に駐車場となりましたブルーメの丘の方を中心に、来られる方々の

ご案内と受付等の業務をボランティアでさせていただきました。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 結果的に33人というたくさんの職員が個人として参加されたん

ですよね。それはもうすごくよいことだと思います。 

 ただ、今生涯学習課から声かけをしていただいてということで、少し気になると

いうことで言えば、その伝わり方というか伝え方というか、そこら辺はどうなのか

なということなんです。あくまでも33人の人が自分たちの意思で行ったんだよとい

うことが空気として伝わっていければ、今後の１つの動機づけというか弾みになる

かもしれませんが、中に言われたから行ったという印象がもし残ってしまうと、逆

に今、今日この質問でお話ししていることのマイナス効果、ブレーキにもなってし

まいますので、その伝え方、伝わり方というのは少し注意したほうがいいのかなと

いうことです。特にご答弁は要りません。 

 ところで、職員が地域活動にかかわる場合に、単なる下働きの手伝いをするだけ

というのでは少し、それだけでも意味はあるんですけど、もったいないような気が

しまして、できれば町政にとって望ましい、必要な地域マネジメントの一翼を担う

というぐらいのつもりで、地域の人たちを無理なく少しずつ目標に向けてリードす

る姿勢というのが期待されます。 

 そのためには、まずまちづくり戦略が明確で、そして役場全体で共有されている

必要があるかと思うんですが、その中で第５次総合計画、あるいはくらし安心ひと

づくり総合戦略は、今申し上げている地域マネジメントのもとになりうるのかどう

か。いわゆるまちづくり戦略になるのかどうか、企画振興課長にお聞きしたいと思

いますがいかがでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） 総合計画、総合戦略それぞれ、総合計画というのは、

はっきり言いまして住民さんがたくさん参画いただいてつくってきたものでござい

ます。そうした意味の中から言いますと、このまちづくりをどうするかというバイ
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ブルであるというふうに考えております。そうした意味で、そういうふうな中にも

カウンターから出て現場を見て、そこで課題をしっかり把握してやる、これは当然

仕事の中の話ですけど、そこからさらに現場の課題を自分なりにやろうやないかい

というものは、自分の分もありますけども、そういう部分で言いますと、ここに書

かれている部分が実際に実行されておれば、事実として総合計画なり総合戦略のも

とになってくるんだろうというふうに思います。 

 ただ、仕事以外の今のマネジメント、なかなか、簡単に言いますけど、そうでき

るかどうかはまた別として、視点としてはよりよく地域をしようとしているわけで

すから、おのずと住民さん、生活の中から出てきたそういう政策、施策に立ち返っ

てくる。そうすれば、おのずと総合計画でうたわれている施策がそこに入ってくる

んだろうと、このように考えております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） おのずと総合計画、総合戦略が、バイブルという言い方もおっ

しゃいましたけども、よりどころになるだろうとそういう話だと思うんですが、た

だ、昨年の定住、移住の促進に関する提言でも書いてあったことなんですが、施策

の優先順位がはっきりなって、まず何をする、その次に何をするといったアクショ

ンプログラムというものがもう１つないと、なかなか戦略としては機能しにくいと

いうことがあるかと思うんですよ。みんなが一斉に用意ドンで何十種類をスタート

するわけではないですのでね。 

 その意味で改めて企画振興課長に伺うんですが、総合計画、総合戦略に今書かれ

ている施策も含めて、その優先順位や取り組み順序というのが定まっているんでし

ょうか。定まっているとすれば、役場全体でまず何をする、その次何をするという

ようなことの共有はできているのでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） 毎年総合計画、それから総合戦略、あるわけでござい

ますが、それぞれその施策を計画的に進めるということになっておりますけども、

それを若干くじく部分というのは災害であったり、いわゆる課題がある中にそれを

緊急で対応せんなんという場合に、国の財政的な支援があるという場合には、そこ

の立てている総合計画の中の実施計画がございますね。３年計画でございますけど、

それを若干飛び越えてする場合がございますけども、基本的には毎年させていただ

いています実施計画をもとにそれを進めさせていただいているというところでござ

いまして、さらに今年度、こういうことに取り組む、これに取り組むという部分に

ついては、年度当初に職員全員で確認をさせてもらって、その方向に進めていくと

いうことで進めさせていただいているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 
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４番（山田人志君） 実施計画というのは、平たく言えば予算がついた計画という、

そんな感じでいいんですかね。これ、いわゆるローリング方式で組みかえていって

はるんですか。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） 予算を来年度、再来年度にはこうしたいという分も含

めて、じゃ、こういう方向でやろうやないかということでやっているので、３年の

ローテーション、いわゆる毎年見直しながら優先順位を決めていると、こういうこ

とでございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 分かりました。職員が、さっきも言いました、個人として地域

活動に参加して、それは例えばサポートやいわゆる下働きであっても、さまざまな

経験から情報を得ていくというだけでも、アンテナを張って意味があるかと思うん

ですが、できれば総合計画、総合戦略のうたい文句のとおりに、進取のまちづくり

を目指すんであれば、今ちょっとやりとりさせていただいたようなことを共通の目

標として役場の方で持っていただいて、それを背中に負ってというかな、その中で

地域にかかわっていただくとなおいいのかなと思います。そのような考え方もお願

いしたいなと思います。 

 先ほども申し上げましたように、日野町には60年以上も前の旧村意識というのが

人に根強く残っていて、これはよくも悪くもなんですけども、古い仕組みやしきた

りが温存されていって、オール日野町でまちづくりに取り組む場合には、少し障害

になる場合があるのかなというふうに感じています。その垣根を越えて、さらには

世代間の垣根も超えて、オール日野町という意識を築いていくために、広い視野を

持った職員が一住民として地域にかかわっていって、そして地域の中から地道に意

識誘導をしていくということも必要かと思うんですが、企画振興課ではこういうこ

とについてどのようにお考えか、課長のお考えをお聞かせ下さい。 

議長（杉浦和人君） 企画振興課長。 

企画振興課長（安田尚司君） 意識誘導というよりは、どちらかといいますと、一番

今までの慣習といいますか、そういうものがどうなのか、こういう行事がどうなの

かという、地域でよく課題として出てまいります。これが一番大事なのは、やはり

話し合うというよりは、先にその意義、意味、なぜこれをしているのか、なぜこう

いうことをやっているのか、根本ははっきり言いまして、地域をつくっていること

自体は、安心・安全に自分たちが暮らすためにやっているわけですよね。これが根

本にあるわけですが、その中でこういう行事、こういう行事、これは何の意味があ

るのか、これは何で続けられてきたのか、そこをしっかりと、先人の方と言うと語

弊がありますけども、先輩方がしっかりと説明して、ああ、そういう意味なのかと
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若い人らにしっかりと理解してもらう。その上で、じゃ、どういうやり方がええの

かというようなことをやっていくべきであって、役場の職員が違う地域の方のとこ

ろへ行ってどうやこうやという話ではなしに、やっぱりそういうところから中心に

やっていきたいなと。 

 ただ、今言いましたような話し合いを持ってほしいということは、出前講座なら

びにそれぞれの地域の中にはお話をさせていただいているというところでございま

す。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 前段の意識誘導という言葉に余り抵抗感を持たないで下さい。

それは午前中でもあったように、一種の社会教育というふうに考えていただければ、

そんな抵抗感もないのかなと思います。 

 後段で言っていただいた、なぜこれをしているのかということ、それはすごく大

事な視点ですし、それに加えて、その中で自分がどこにいるのかと。自分のポジシ

ョンですよね、町の仕事の中でも地域の中でも。それも同時に感じていただくとも

っといいのかなと思いますね。 

 余分なことを言うようですけども、自治体の中で企画何とかという課はよくあり

ますけども、大体その企画何とかという課は突破口を開けるような仕事をするよう

な課だとして期待されていますので、ぜひ今の課長の考え方で突破口を開いていた

だければというふうに思います。お願いします。 

 ところで、藤澤町長の町政はもう14年が経過しまして、これは長期政権という言

い方をしてもいいのかなというふうに思いますね。長期政権はいいところもそうで

ないところもあるかと思うんですが、これは行政組織であっても民間の会社であっ

ても、あくまでも一般論なんですけども、組織内の意識というのがどうしても内向

きに偏っていくという傾向があります。日野町役場が内向きだったかどうか、それ

はちょっと私はそこまで分からないんですけども、これは誰のせいでもなく、自然

現象でそうなっていくんです。 

 というのは、トップだけが固定されて、ナンバー２以下がだんだん代がわりして

いくと、それを繰り返していくうちに、自然にトップの存在感が大きくなっていく

というのは当たり前のことであって、そして、組織の意識がトップに向かって偏っ

ていくということが、これは自然現象としてあり得ることです。 

 ただ、これは功罪ありまして、いい部分もあります。例えば意思決定はスピード

ですから、内向きに偏ることによって意思決定のスピードが速いという利点もあり

ますし、逆にそうでない部分で言えば、もし内向きになった上で視野が狭くなれば、

なかなか人材育成、人づくりが進まないという弊害も生まれてきます。ただ、この

弊害を解消するにはトップが気をつける以外にはなくて、それ次第ということなん
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ですが、その方策の１つが今日のテーマにさせていただいています構成員、役場の

場合は職員さんが外に目を向けて、外にかかわることでアンテナを張って、広い視

野を得られるような組織風土をつくることだろうと思います。 

 このことについては、一番最初に町長にその考え方、方針を伺いましたが、改め

て質問の最後に町長に伺いますが、日野町役場では職員が自分の関心と意思で地域

に飛び出し、地域とかかわることで知識とか経験とか人脈を広げる風土は醸成され

ているでしょうか。最後の質問ですけども、その風土を醸成するために今度はどん

な配慮をされているのかということを教えていただければと思いますので、お願い

します。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 最初にも申し上げましたけれども、職員の任務はまずは与えら

れた職場でしっかりとその職務を遂行するということでございまして、その基本は

何遍も言いますけれども、憲法15条にいうところの公務員は全体の奉仕者であると

いうことであります。全体の奉仕者であるということは、職員が仕えるのは町長に

仕えるのではなくて住民に仕えるということで、自らの意思でもって住民福祉の向

上のために仕事をするということであります。 

 そして、現場にあるニーズを把握して、法令を読み解き、そしてそれを政策立案

していく、これが職員に求められるものでありますので、私はそういうことを常々

職員には申しておるところでございまして、政策立案の基本は企画振興課長が申し

上げましたけれども、住民の皆さんでつくり上げていただきました第５次総合計画

が根本にあるということは言うまでもないことでございまして、そして、その時々

の課題をしっかりと把握して政策立案をしていく。そのために、大いに職場、職員

が縦横無尽に議論を重ねる中で政策を決めていくということが大事であるというこ

とを、私はこの間、常々大切にしてきたところでございます。 

 とは言うものの、確かに自由に職員が意見が言えるのかということもありますの

で、そういう意味では課長会をはじめ、いろんなところで職員の自由闊達な議論が

できるような雰囲気づくりに私個人もしていかなければなりませんし、それぞれの

職場において管理職もそうした雰囲気づくりに努力をしなければなりませんし、若

手職員も含めてその感覚を吸収することが、出していけることが職場の中では大事

なことであるというふうに思っております。 

 これは基本的に職務として仕事を遂行するにあたって、公務員としての基本的立

場ということでございますが、あわせて地域の中で、これは公務員だけでなくて、

全ての住民の皆さんが自らの暮らしや職場以外に地域社会の中で、さらにはいわゆ

る地域コミュニティだけでなくて、いろんな分野別のＮＰＯ的な取り組みも含めて

大いに自己実現の場を持ち、社会貢献をするという風土をつくっていく、このこと
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が大変大事でありまして、それはやはり生涯学習を含めた教育に大変大事な役割が

あるのではないかなと、このように思っておりますので、教育委員会におきまして

も日ごろから日野のふるさと教育をはじめとして、自分たちの地域に誇りを持つ、

そういうような人づくりを念頭に置いておるところでございます。 

 日野町役場におきましても、町外からの職員も当然いるわけでございますが、そ

れぞれの職員が仕事の場で力量を高め、アンテナを張るということとともに、それ

ぞれの地域でいろんな役割をしっかりと果たしていく、そういうような思いになる

ように、これは総体として職員研修も含めていかなければならない。ただ、これは

あくまで地域における活動は自主的な個人の意思に基づくものであって、上から押

しつけるものではないということが大前提であると、このように思っています。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 丁寧なご答弁をいただきましたが、今お尋ねしたことの出口の

部分ですよね。つまり、人づくりという言葉にもう少しポイントを絞ってお答えい

ただくとありがたかったんですが、大丈夫です。 

 なぜかというと、日野町のような小さな自治体では、人づくりが多分生命線だと

思うんですよ。人材育成ができていないと、まちづくり、地域づくりのビジョンも

描けないわけでありまして、そうならないように人づくりの最初の一歩として職員

が地域とかかわるような組織風土を醸成していただきたい、つくっていただきたい

ということをお願いして、１つ目の質問を終わらせていただきます。 

 ２つ目の質問は、公民館補助金についてということをお願いしているんですけど

も、実際には公民館補助金という補助金は存在しませんので、実際には地区社会教

育活動補助金についてということになろうかと思います。 

 地区公民館の管理運営につきましては、これまで平成27年12月定例会、そして平

成28年６月定例会の一般質問でとり上げさせていただき、現行制度の問題点につい

てどう対応するつもりですかということをお聞きしてきました。過去２回の質問は、

こちらが感じているあいまいな制度設計の結果として生じている問題点とか矛盾と

か、場合によってはコンプライアンスにも抵触しそうな問題の対処についてお聞き

してきたんですが、２回とも理解できるような回答は得れないまま経過しまして、

それで結局10年もの間、私が感じるところでは、制度が未整備なままで、あいまい

な状態が続いているということになっているかと思います。 

 そこで今回は３回目ということで、元々の現行のあいまいな制度ができ上った原

因である地区社会教育活動補助金に焦点を絞らせていただいて、一問一答方式でお

尋ねしたいと思います。 

 現行制度が考えられたきっかけというのは、平成18年２月にまとめられた行政改

革懇話会答申の中に、「正規職員主事を廃止して、地域の人材活用を検討する」とい
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うことが書かれてあって、それに応えるためだったというふうに聞いているんです。

また、答申を受けて発表された行政改革大綱は、その正規職員主事云々という言葉

が抜けているんですが、ちょっとその経緯は分からないんですが、それはともかく

として、まず教育長にお聞きするんですけども、正規職員主事を廃止してという答

申に応えるのに、それを正規職員を臨時雇用の職員に変えるだけでもよかったんじ

ゃないかなと単純に思うんですけども、なぜそうはしなかったのか、何かほかの理

由があったのかお尋ねしたいというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） ただいま山田議員より、公民館補助金についてのご質問をい

ただきました。 

 まず、公民館主事についてでございますが、地区公民館主事は長年にわたり町の

嘱託職員でございましたが、順次町の正規職員を配置してきたという経過がござい

ます。しかし、町の正規職員は社会教育の専門家でないということが多々あり、そ

してまた、人事異動によりまして数年で交代となりますことから、安定した公民館

運営を継続しにくいなどという課題が顕在化してまいりました。そしてこのような

中に、公民館を核とした協働のまちづくりの推進を重要な課題の１つとして掲げる、

日野町自律のまちづくり計画を策定しまして、地域住民による自主的な公民館運営

ができる体制づくりを目指すこととなりました。 

 そこで、地区公民館においては地域住民による自主的な活動を保証することが町

の責任と捉えまして、地域のことを熟知し、そして即応していただける地域の人材、

地域の方を配置して、地区公民館職員の専任化を図ったところでございます。そし

て、その人件費を補助金という形で町が負担することといたしました。また、公民

館主事には町等の補助金や地域の運営協力金等から成る公民館会計を適正に執行す

るという責務を持っていただいているところでございます。 

 以上のような経過や理由から、公民館職員の地域雇用制度を導入することとなっ

た次第でございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） お聞きしたのは、簡単に言いますと、なぜ町雇用のままではだ

めやったのかと。正規職員を臨時雇用の職員にかえるだけではだめやったのかとい

うことをお聞きしたんですが、今ご答弁いただいた中の、「自主的な公民館運営がで

きる体制づくり」というのがそのお答えという意味でしょうか。でよろしいんでし

ょうか。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 自主的な公民館活動、運営ができるという願いを持って、地

域雇用にさせていただいたというところでございます。 
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議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 十分ではないですけども、分かったことにして次の質問に移り

ますが、職員の雇用も含めて、今お話ししたとおり、公民館の事業運営を地域に、

地域ということはつまり民間ということですよね。行政でなければ民間ですから、

任すことになったとしても、なぜ委託ではなく補助という制度になったのか。 

 町の業務を民間団体に任す場合、多くは運営委託とか業務委託という形がとられ

ていませんか。最近で言うと、日野駅舎なないろ、あるいは観光交流拠点の感応館

の運営は観光協会が運営されていますし、ファミリーサポートセンターは一般社団

法人に業務委託されていますよね。それより何より、公民館の担当である生涯学習

課では、町民会館わたむきホールは民間団体に管理を任すのに指定管理という制度

をとっておられますし、そこでもう１回だけ教育長にと伺うんですけども、なぜ地

区公民館だけが委託とかあるいは指定管理とかいうことやなしに、補助という発想

になったのか。補助金要綱をつくるだけでその制度が成り立つと思われたのか。当

時のことがもし分かるなら教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 日野町地区社会教育活動補助金交付要綱が平成19年度に施行

されまして、その以前より、町から地区公民館活動を補助する目的で予算を配分し

ていたという経過がございます。また、委託となりますと、委託業務以外の事業を

実施することはできないということから、自主的な公民館活動を行う上で制約がか

かるということになってしまいますので、日野町におけるこれまでの公民館活動の

よさを生かすために、地域を交えた議論を深める中で補助金と決定させていただき

まして、現在につながっているというわけでございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 今、教育長がご答弁いただくに、委託となると委託業務以外の

事業は実施することができないと、そのとおりなんですけども、その裏返しで、地

元が公民館の管理までするのかどうかというようなところがあいまいになっている

んではないんでしょうか。教育長、お願いします。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） そもそもは、７つの公民館それぞれの自主的な活動をしてい

ただきたいというような願いで、地区雇用というふうにさせていただいているわけ

でございまして、それぞれのその地区の中でそれぞれの特性を生かした活動をして

いただくというのに補助をさせていただいているというのが今まで続いているとい

うような状況でございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） これ、ちょっと教育長に深掘りして聞いていくのも心苦しいで
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すので、少し話題を変えていきます。次からの各論については、生涯学習課長に伺

っていきますので、ご了解願います。 

 今出ている補助金要綱の第２条には、補助対象団体という規定がございますね。

別表とあわせてみると７団体が補助対象ということになっています。この７団体だ

けが補助対象になる理由というのは一体何なのか。 

 なぜこのことを聞くのかというと、１つ目は、社会教育団体ってほかにも幾つか

あるんじゃなかったでしょうか。その中で補助金要綱の条文だけを見ると、この補

助金はその幾つかある社会教育団体が公民館を使っての、それこそ今、教育長ご答

弁いただいたようなことなんですが、社会教育団体が公民館を使って自主的に社会

教育活動を行う場合に交付しますよと解釈できるんですけども、いろんな社会教育

団体がその可能性があるのに、なぜ７団体だけ限定されるのか、それを伺いたいと

いうふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（日永伊久男君） 今ご質問いただきました補助対象団体の根拠につい

てでございますが、日野町の公民館では地域住民によって運営委員会とか、あるい

は実行委員会が組織されまして、地域の住民の方の自発的な意思に基づいて、住民

自身の知恵と力で運営されてきたという伝統がございます。このことが日野町の公

民館活動の原動力であり、特徴であると言えると思います。名称とか、あるいは組

織体制などはさまざまではございますが、各地区におきまして公民館活動の主体と

なる自主的な団体が以前からございまして、それを基礎に体制とか規約等が整えら

れて、現在に至っていると思っております。 

 日野町地区社会教育活動補助金は、地区公民館において社会教育関係団体等が行

う地区社会教育の活動に要する経費に対して補助金を交付するものでございますの

で、同補助金交付要綱別表に記載されます日野地区運営協議会をはじめとする７つ

の補助交付団体を対象としておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） なぜ７つに限定されているのかということには、多分ほとんど

答えていただかなかったような気がするんですけども、余り課長、答弁書にこだわ

って答弁していただく必要はないと。通告はしていますので、こんなことをお聞き

しますよとはじめに言っていますので、その前後左右、柔軟にお答えいただかない

となかなか議論がかみ合わないと思いますので、よろしくお願いしますね。 

 私は７団体を補助対象にしたのは、もっと実際には単純な話じゃないのかなと思

っているんですよ。いわゆる安直に補助金を受けるダミーとして最初に考えはった

からちゃうかなと思うんですけども、７団体のうち５団体は公民館運営協議会、一

部審議会という名前もありますが、そういう名称ですよね。公民館はもともと町の
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施設であって町の機関ですから、そもそも民間団体が公民館運営と名乗ること自体、

本当はおかしいような気がするんですよ。例えて言うなら、それは民間の団体が役

場運営協議会を名乗っているみたいなものでして、それはどうなのかなというとこ

ろがあるんですけども、これに関連して次の質問に移るんですけども、日野町立公

民館の管理運営に関する規則ということを見ますと、地区公民館の事業の企画と、

それから事業の調査審議のために公民館運営委員会を置くということになっていま

す。この公民館運営委員会は規則全部に見ていくと、教育委員会の内部組織という

ことになるかと思います。 

 そこでお尋ねしますが、先ほど来お尋ねしている補助金の受け皿である民間の公

民館運営協議会のある地区には、もう１つ、行政の内部組織、教育委員会の規則で

定められている公民館運営委員会も置かれているのでしょうか。 

 それと加えて、必佐地区は補助対象団体が公民館運営委員会というふうに指定さ

れていますよね。ということは、民間団体の公民館運営委員会があって、もう１つ

は教育委員会の内部の公民館運営委員会と、同じ名前で２つあるのでしょうか。あ

わせてお尋ねします。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（日永伊久男君） ただいまのご質問でございますが、地区公民館の多

くには公民館運営協議会という組織と、それから公民館運営委員会という組織があ

ると思います。ただ、日野地区におきましては公民館運営協議会は地区運営協議会

という名前として、また、西桜谷地区では公民館運営委員会が公民館運営審議会と

いう名称になっております。今、山田議員からも言われましたように、必佐地区に

おきましては公民館運営協議会と運営委員会という２つの組織がございますが、ほ

かの地区公民館と比較しますと、その位置づけが逆転しているという状況になって

おります。 

 先ほどのご質問にもございましたように、日野町の各地区の公民館では、これま

で公民館ができた経過を見てみますと、地域の方々が手弁当でいろんな公民館活動

を立ち上げられてこられたということで、そういう方々で実行委員会とか、あるい

は運営委員会という組織をだんだん形づくられて今日に至っていることと思います

ので、そういう地域の方々のそれぞれのこれまでの経過等を踏まえた上で、いろん

な団体を組織されて今日に至っているわけでございますので、一概に町の方からこ

ういうことを、この団体をこういう名前でこういう位置づけでというのを一方的に

押しつけたわけでなく、地域のこれまでの自発的な活動から、こういう組織の方を

結成してきていただいたというふうに考えています。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 最後の方は少し意味が分かったんですが、全体を通じてはほぼ
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ほぼ意味不明です、今のご答弁は。 

 全部聞き直すのは大変ですから、１つだけ聞き直させていただきます。必佐地区

では公民館運営協議会と公民館運営委員会の位置づけが逆転しているとおっしゃい

ましたね。それはどういう意味なんですか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（日永伊久男君） 必佐地区に関係しましてでございますが、現在は公

民館運営協議会と公民館運営委員会という２つの組織があるという、先ほど答弁さ

せていただきました。もともと必佐地区におきましては、これは当時は区長会とも

兼ねていたということなんですけれども、必佐地区運営委員会と、それから必佐公

民館運営委員会というのが、２つの組織が以前からあったということでございます。 

 平成19年度に、地区雇用をはじめ、公民館に対する社会教育活動補助金を交付す

るにあたって、そういう規約を整備するにあたりまして、必佐地区運営委員会が上

部にあって、その下に公民館の運営委員会がその当時はあったわけなんですけれど

も、上部組織の方を名前はそのままにして、下部組織である公民館運営委員会の方

を公民館運営協議会というふうに名称を変えられたというふうにお聞きしています。 

 その後、必佐地区の運営委員会から区長会としての役割が分離独立して、公民館

運営委員会と名称変更されたということで、現在必佐公民館運営委員会と公民館運

営協議会があるということで、先ほど申しましたように、ほかの地区公民館とは団

体の位置づけが逆転しているというようなことになっています。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） どういう意味ですかとお聞きしたのは、前提となるのは公民館

運営協議会というのは地域の民間団体ですよね、補助金をもうてはるわけやから。

もう一方、公民館運営委員会というのは教育委員会の規則に基づく教育委員会の内

部組織ですよね。そこに上も下もないんやないですか。別の、全く別の組織ですの

で、それを聞いたわけですし、さらに補助対象団体が公民館運営委員会になってい

るということは、教育委員会の運営委員会が補助金をもらっているという意味なん

ですかと含めてお聞きしたということなんですけども、どうでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（日永伊久男君） 今の質問の、教育委員会とか、規則によって設けら

れた運営委員会が補助対象になっているわけじゃなくて、それまで名前が変わって

きていますけれども、地域の方々で組織される、いわゆる山田議員さんが言われま

す民間団体、と言っていいんかも分かりませんが、その団体が補助金の交付先にな

っているということでございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） どっちが上か、どっちが下かという話はともかくとして、とい
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うことは、公民館運営委員会と同じ名前の民間団体があるということですね、実際

には。ということでいいんですね。はい。 

 うまく整理ができないんですけど、じゃ、公民館運営協議会と公民館運営委員会

のそれぞれの目的とか役割とか、それから構成員はどう違うのか。それぞれどうい

う役割になっているのか、もう少し教えて下さい。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（日永伊久男君） 公民館運営協議会と公民館運営委員会の目的、また

は役割の違いということでございますが、公民館運営委員会に関しましては、各地

区の実情やこれまでの公民館の運営等の経過に基づいて、規約等が定められており

ます。 

 おおむね公民館運営協議会は公民館の管理運営や住民の自治活動の支援、公民館

職員の雇用などを目的とされています。それに対しまして、公民館運営委員会は公

民館事業の企画、実施等の運営内容についての審議が中心というふうに位置づけら

れております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 聞いておられる方も、あんまり多分整理して理解できないと思

うんですけども、本当のところは、平成18年度までのことを考えますと、実は私、

当時運営委員やったんですよ、公民館の。公民館運営委員会に補助金が交付されて

いたんですよ、平成18年度までは。これやったら、教育委員会の裏会計になってし

まいますよね、厳密に言えば。さすがにそれではあかんやろうということで、平成

19年度に補助金交付要綱ができたときに、補助金は外部団体に交付しなければなら

んということで、安直にそれまでの公民館運営委員会を外の公民館運営協議会に名

前を変えたんやというふうに当時聞いていたんです。多分それが本当の経緯で、た

だその後、やっぱり公民館の規則、教育委員会の規則には公民館運営委員会を置か

なあかんと書いているから、結果的に似たようなものが２つできてしまったと。じ

ゃ、それが本当の経緯じゃないのかなと思います。そして、その関係は多分今でも

整理できてないと思うんですよ。 

 その点でもう少し掘り下げていくんですけども、補助金要綱の運用のために、基

準事業という別紙がございますよね。いわゆる補助金を使ってこういう事業をしな

さいよという指針みたいなものですけども、そこに補助金を使ってやらなければな

らない事業ということで、公民館運営委員会と公民館実行委員会の実施ということ

が書かれていますが、これはどういうことですか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（日永伊久男君） 今の基準事業と申された表でございますが、この表

につきましては平成19年度から、これまでも申していますように、公民館職員が地
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域雇用ということは補助金の交付とともに始まったわけでございますが、地域雇用

の公民館の職員さんにとっては初めて公民館事業に携わられるということで、そう

いう方々がとまどうことなく公民館事業が運営できるように、公民館活動として実

施すべき会議であるとか、あるいは事業を列記させてもうた表というふうに認識を

させてもらっています。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 基準事業の意味合いはよく分かります。戸惑わないように、こ

ういうことをしなさいよという列記したと。そうなんでしょう。 

 お聞きしたのは、なぜその中に公民館運営委員会と公民館実行委員会の実施とい

うことをやらなければならないという、事業の中に書かれているのかということな

んですけどもね。 

 というのは、公民館実行委員会、運営委員会もそうなんだけども、公民館実行委

員会も同じ教育委員会の規則で定められた行政の内部組織ですよね。その事業を実

施するために置くことになっているんですが、ところが、実際運営委員会も実行委

員会も、予算って持ってないですよね。持っているはずがないから。ですよね。だ

から、民間団体に交付されたお金を使って、補助金を使って事業をしなさいという

ことなんでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（日永伊久男君） 公民館に交付させていただいています補助金でござ

いますが、日野町地区社会教育活動補助金という名前で、町から公民館の運営協議

会等の団体へ交付をさせていただいております。公民館運営協議会等の事務を担わ

れるのは事務局ということになりまして、その事務局が公民館であったり、公民館

の職員というふうにされておりますので、公民館あるいは公民館職員等の方が会計

を執行していただいているというふうに考えています。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） だんだん議論が離れていっているような気もするんですけども、

何を聞いているかというと、結局のところ、教育委員会から交付されたはずの補助

金を教育委員会内部で使っていることになりませんかということを伺っているんで

すよ。 

 これ、もしこのことについて住民監査請求でもあれば、対応できないんじゃない

ですかね。ここまで話をすれば、もういかにあいまいな制度運用なのか、多分誰で

も分かると思うんですが、いかがでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（日永伊久男君） 公民館へ交付させていただいている補助金でござい

ますが、公民館長なり公民館の職員が支出調書を整えて、決裁を得た上で支出をさ
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れておりますので、その公民館の館長も公民館職員も運営協議会のメンバーという

ふうに位置づけられていると思いますので、その協議会等の一員として執行してい

るというふうに考えています。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 物すごく苦しい答弁をしていただいて、努力を認めます。ただ、

実際に館長も主事も、仮に町雇用の主事であれば、教育委員会の職員であっても民

間団体に出向しているんですから、主体は民間団体に交付されているお金というこ

とですよね。 

 多分、11年前の最初の段階で、補助金という制度で進めようと思ったそのときに、

そう進めるのであれば、先ほどから申し上げている町立公民館の管理運営規則、あ

るいはその周辺制度の改正、全部含めて見直しをする必要があったのに、補助金要

綱だけを定めてスタートしたのが多分間違いの始まりなんですよ。本来ですと、役

場は制度的な整合性を住民に指導、支援するのが役割の１つであることを考えれば、

そのままずっと10年間も制度運用、そのあいまいな部分を続けているというのは、

私は問題やと思いますよ、ずっと言い続けていますけども。何よりも恥ずかしいと

思いますよ。 

 時間も経過していきますので、この補助金交付要綱に関して、少し枝葉のことも

２点ほど聞いておきます。 

 教育委員会の規則には、「分館を設けることができる」と規定されていて、補助金

の、さっきから言っている基準事業には分館長会議をするように書かれているんで

す。実は、現行制度、平成19年度ごろ始まって、しばらくしてから、日野地区のあ

る区長さんから、公民館や区長会に対して公開質問状というのが出てきたんですよ。

いっぱい質問をもらいまして、その中に、「分館とはどこのことなのか。分館長とは

誰のことなのか」という質問があって、日野地区では誰もそれを明確に答えること

が、根拠を示すことができなかったから、日野公民館ではそれ以来、分館とか分館

長という言葉は使っていません。 

 そのときと同じ質問を、今度生涯学習課にお聞きしますが、分館とはどこのこと

で、分館長とは誰のことなんでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（日永伊久男君） 今ご質問いただきました分館長でございますが、今、

山田議員さんもおっしゃられましたように、日野町立公民館の管理運営に関する規

則第８条に、「各公民館の運営を円滑に行うため、分館を設けることができる」とい

う規定がございます。 

 かつてはこの規定に基づいて、７つの館全てに分館長というというのが置かれて

おりました。多くの公民館では、分館長イコール各地区の区長さんが兼ねておられ
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たということで、現在もそうだと思いますが、公民館の運営活動をしていただくに

おきましで、町からの補助金だけではなく、地域から協力金などの名目でお金の方

をいただいておられると思いますけれども、そういう協力金等をいただくにあたっ

て、やっぱり区長さんも公民館活動の一員だというような形で分館長に位置づけて

おられたんではないかと思います。 

 ただ、現在におきましては、分館長は日野地区と西桜谷と必佐の３地区において

は、分館長の決定は余りされてないようでございますが、ほかの館につきましては、

広報で年度当初等にあります各役員さんのご紹介の一覧を見てみますと、区長さん

（分館長）とかいうような書き方でまだ、実態としては分館長の仕事はないのかも

分かりませんが、そういう位置づけで現在も活動されているところがございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） ご承知のように、区長は事務嘱託員、役場の非常勤特別職です

から、ほかの役場の役をかぶせてくるというのは余り適切ではないとは思うんです

けども、それよりも何よりも、もう半分ぐらいに減ってんねやったら、基準事業と

いうところから分館長会議というのを外したらどうですか。それぐらいの改正はで

きると思うんですけども、どうでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（日永伊久男君） 確かに言われるように、今現在も分館長という位置

づけがある公民館でも、区長さんが全てされているわけじゃなしに、区長さん以外

の方がされている場合もあるように聞いております。実務的にも余りないと思うん

ですけれども、それはそれぞれの地域の方で決めていただいていることでございま

すので、町の方から一様にしなさいとか、やめなさいとかいうことは言えないと思

いますので、それぞれの地域で議論していただいて、必要がなければやめていただ

いて結構だと思いますし、分館長という役職が今後も必要であるというのであれば、

続けていただいたらいいかと思っています。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 分かりました。お願いします。 

 枝葉の２つ目の話なんですけども、補助金申請をする際に、申請をする団体の代

表者の決裁というのは当然あるはずなんですけども、生涯学習課では決裁の有無を

確認されているんでしょうか。 

 なぜこのことを聞くのかというと、実は私自身も以前に日野地区の代表者を経験

しています。日野地区では、私も含めて歴代の代表の誰も決裁をした覚えがないん

ですけども、どうでしょうか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 

生涯学習課長（日永伊久男君） 今の公民館の補助金に関係しまして、補助金を交付
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させていただくには申請書、あるいはまた実績報告書と、あと請求書も出していた

だいた上で、その記載内容についてきちっと確認をさせていただいた上で交付をさ

せていただいているわけなんですが、例えば補助金交付申請書を受理するときには、

当然ながら補助金の交付を受けられる団体である公民館運営協議会等の代表者の方

のお名前と、それから代表者印が押してあるかということをきちっと確認した上で

受理をさせていただいております。 

 その申請書なりを出すにあたっての決裁につきましては、それぞれの団体の中で

きちっと処理をされた上で町の方へお出しいただいているものと考えておりますし、

あと、年２回ほど、秋と年度末近くに各地区をずっと回りまして、事務点検という

ことで、公民館の中での書類の決裁がきちっとできているかとか、あるいは会計処

理について、この補助金の実績報告を出すときにあたって、間違い等がないかとい

うような点検の方も、職員が各公民館を回りましてさせていただいているところで

ございます。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） それなら今度からぜひ調査、把握の中で実際に代表者が決裁し

ているのかどうかというのをまず見て下さい。実態としては、代表者が知らないう

ちに補助金額が決まっていて、知らんうちに補助金が交付されているというのが現

実かというふうに思います。これも実際、住民監査請求とか、誰かがすれば困るん

やないかなとは思っているんですけども。 

 そこの答弁は結構ですが、今回私は公民館のことについて、最後通告のつもりで

質問しているんですよ。というのは、今現在、東桜谷地区では既に人件費補助がな

くなっています。ですよね。ということは、もう正味の事業費補助だけになってい

る。日野地区も、実は来年４月にはそうしようかということを決めておられます。 

 そうなってくると、人件費補助がなくなって職員の雇用がなくなるということは、

補助対象団体に交付されるのは事業費補助だけになりますので、その事業は、さっ

きから言っていますように、補助金を受けた対象団体が実際にやっているわけじゃ

なしに、公民館側の、教育委員会側の実行委員会で実施しているというのが実態に

なっているので、補助対象団体というのはもう全くのダミーになってしまうんです

よね。もう人も雇っていない。ただ補助金が来るけども、それを教育委員会の実行

委員会に渡しているだけやと、完全にダミーになってしまうんですよ。 

 そうなってしまうと、それならもう補助対象団体である必要ないん違うかと、あ

り続ける必要がないんちゃうかと、補助金の要望もせんでもいいん違うかという議

論が当然、発想が出てきても当然やと思うんですけども、生涯学習課ではそこまで

想定しておられますか。 

議長（杉浦和人君） 生涯学習課長。 
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生涯学習課長（日永伊久男君） 今の日野町地区社会教育活動補助金でございますが、

この補助金の中身でございますが、それを説明させていただきますと、幾つか区分

がございまして、管理事務費ということで公民館の一般的な事務に要する経費を補

助させていただくのが管理事務費でございます。 

 それと２つ目が運営費ということで、これは今、山田議員さんがご質問されたよ

うな、公民館職員のための人件費が大半を占めていますが、その運営費の中に組織

運営費というのがございまして、地域におけるまちづくり関係に要する費用に使っ

ていただくということで、額的にはそんなに多くないんですが、そういう組織運営

にかかわる経費も入っております。 

 ３つ目に事業費ということで、いろいろ公民館活動を実施していただく上の直接

の経費、それから各地域にございます女性団体であるとか青年団体であるとか、あ

るいは通学合宿をされている団体への補助ということで、団体補助金というのがい

わゆる公民館補助金の中に入っておりますので、今言われましたように、人件費だ

けなくなったとしても、やはり地域それぞれ公民館活動を実施していただく上には

必要なお金がたくさんあろうかと思いますし、町から出ている補助金以外にも、先

ほど申しましたように、各地区では名称とか、あるいは金額、内容、依頼元とかは

さまざまでございますが、地域住民の方から公民館活動に要する経費を徴収されて

おりますので、補助金を要らないというような公民館はまずないというような認識

を持ってやらせていただいています。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 地域で、今、協力金とか名前はいろいろですけども、住民協力

金とか集めているから、だから公民館の補助金は必要ですよというのはちょっと直

結しないような気がするんですけども、それは置いときます。 

 もう最後の質問の方に移らせていただきますけども、私はこの10年間、歴代の生

涯学習課長とこの地区公民館の制度についてずっと話をしてきたんですよ。その

時々で立場は違いますけど、あるときは区長の立場で、あるときは議員の立場で、

最近はですね。どの課長もこの制度が未整備でおかしいなということは、皆さん理

解されるんですよね。理解されるんですけど、なぜか制度の見直しという話にはな

らないという形で、ずっと10年間来ているんです。前課長のときに、職員は地元雇

用か町雇用かで選択できるようになって、それは一歩前進というふうには評価して

いるんですけども、ただ、全体的な改善には程遠いかなと思っています。 

 そこでもう最後に質問します。もう一度教育長にお尋ねしますが、第５次総合計

画の中間年の総合評価報告に書かれている公民館活動のてこ入れというところには、

地区公民館の制度的な見直し、整理、ずっとやりとりさせていただいたことの整理、

見直しも含まれているのでしょうか。この辺をお聞きしたいと思います。 
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議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 公民館活動のてこ入れということについてでございますけれ

ども、この表現につきましては、公民館に寄せられている期待の大きさをあらわし

ているものというふうに受け止めているところでございます。例を申し上げますと、

南比都佐公民館で平成29年の３月１日に文部科学大臣から第６回全国優良公民館と

いうような表彰を受けられたということもございますし、ほかにも多くの館でそれ

ぞれ特色ある活動をしていて下さっていますので、日野町の公民館活動は本当に胸

を張れるすばらしい活動をしていただいているというふうに思っているところでご

ざいます。 

 ７つの公民館、それぞれ合い言葉としまして、「集う 学ぶ つながる」というこ

の言葉を合い言葉にして、それぞれの特色ですとか住民の皆さんの要望等をいろん

な活動に反映していて下さるというようなことを思いますし、これは本当にこれま

での日野町の長年にわたる公民館活動の特色であるというふうに思っているところ

でございます。 

 ただ、これまでの山田議員のご質問を聞かせていただいている中で、例えば補助

金の制度ですとか、また運営協議会とか、審議会とか、それぞれ名称が地区によっ

て変わっていたりとか、そうしたところの制度面についてはいろいろご指摘のあっ

たところかなというふうに思っておりますので、まずは地域での自主的な活動がよ

り活発に行われますように、公民館職員の資質向上に努め、また教育委員会もそれ

ぞれ支援なり、また指導もさせていただきたいというふうに思っていますけれども、

その過程の中で課題等があれば検討していきたい、研究していきたいというふうに

思っております。 

議長（杉浦和人君） 山田人志君。 

４番（山田人志君） 地区公民館活動に対する期待の大きさとか、それから地区公民

館は胸を張れる活動というのは理解できます。私もそれなりにかかわってきました

ので、そのとおりやと思うんですけども、その一方で、制度的な未整備とか不備と

かいうのを10年間そのままにしておくというのは、その神経を私は理解できない。

それなら両方そろえて胸を張れるような形にしてほしいなと思います。 

 先ほど申し上げたように、実は歴代の生涯学習課長はこの現行の制度がおかしい

と、皆さん方、思ってはるんですよ。でも、誰も思い切った見直しには手をつけな

いままでここまで来ました。その背景にどんな理由があるか、私は知りません。た

だ、一度始めた制度は間違っていようがおかしかろうが、ずっとそのまま見直さな

いという硬直した姿勢が、私は一番の問題だろうなというふうに思っています。そ

のような硬直した役場の仕事の仕方というのは、結局長い目で見れば町にとっての

マイナスに作用するのではないのかなということを申し上げて、今回の質問を終わ
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らせていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 次に、後藤議員の質問ですが、暫時休憩します。そのままでお

待ち下さい。 

－休憩 １５時０３分－ 

－再開 １５時０５分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

 休憩前に引き続き、一般質問を許可いたします。 

 ２番、後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） それでは、通告書に従いまして、私からは大きく２つ質問させ

ていただきます。 

 まず、１問目でございますけれども、これは先ほどの山田議員さんの１問目の質

問と関連する部分でもございますけれども、地域福祉のあり方についてお尋ねいた

します。 

 日野町行政では、この４月から第７期の介護保険事業計画がスタートしたばかり

ですが、地域の人たちが日々安心して暮らせるよう、地域住民や公私の社会福祉関

係者間で互いに協力し合い、地域社会の福祉課題の解決に取り組んでいく地域福祉

の実践にあたり、全国でさまざまな取り組みがなされております。 

 日野町社会福祉協議会でも、支援を必要とする人たちへの見守り、声かけ、手助

けなどの支え合いや、地域社会の共通問題の解決に向けた活動をはじめ、ホームヘ

ルプサービスや配食サービス、移送サービスなどの在宅福祉サービス、ボランティ

ア活動など、地域福祉の実践を進めてきましたが、深刻な高齢社会に向け、地域住

民間での共助も今まで以上に重要性が増してきております。 

 去る６月６日には、日野町社会福祉協議会が福祉協力員等研修会を開催され、龍

谷大学社会学部現代福祉学科の筒井のり子教授が、ひとり暮らし高齢者や何らかの

支援を必要としている方などへ、声かけや見守り活動などを通じて何か悩みごとを

聞いたり、問題がないかを気づいたり発見するアンテナ、キャッチ、パイプ役とし

ての福祉協力員のあり方、意義について講演されました。 

 また、６月９日には、昨年福祉のモデル地区となっておりました東桜谷地区の社

会福祉協議会と人権啓発推進協議会が合同で、「触れ合い 支え合い つなぎ合い講

座」を開催され、関西ＳＴＳ連絡会の柿久保浩次氏が、「誰でも、いつでも、自由に

外出できる地域づくり」と題して、移動制約者の公平で自由な移動について講演さ

れました。 

 私はこのどちらの講演にも参加させていただきましたが、昨年の12月議会の一般

質問でもとり上げさせていただいた2025年問題も７年後と、目前に迫っております。

この問題は、団塊の世代が75歳を超え、日本の人口の５人に１人が後期高齢者とな
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るという問題です。今後生産年齢人口は減り、高齢者人口はどんどん増えていきま

す。このような中、これからの福祉は何もかもが行政主体というわけにはいかなく

なってきております。また、一人ひとりの置かれている家庭環境や地域環境も異な

りますから、今までにも増して、一層地域に暮らす人が困ったときはお互いさまの

精神で助け合って暮らしていくことが大切だと、改めて感じさせていただきました。 

 そこで、これからの地域福祉のあり方について、次の点をお尋ねいたします。 

 まず１番目でございますけれども、昨年12月の私の一般質問や委員会でも触れま

したが、米原市の大野木区では、地域住民が一般社団法人大野木長寿まちづくり会

を立ち上げられ、高齢者支援、子育て支援を基軸とした地域共生社会構築の取り組

みを展開しておられます。 

 空き家を改修したたまり場と呼ばれる拠点に高齢者が集まり、宅配弁当づくりや

漬物づくりを行い、また、たまり場内の売店でそれらの販売もされています。高齢

者は生活の知識が豊富です。それを生かして地域内住民の竹塀づくりやしめ縄、民

芸品づくりを行ったり、屋敷内の整備作業や垣根の剪定作業なども行い、元旦には

大根煮をふるまったりもされます。遠くへ外出しにくい方のためには交代で車を出

し、買い物などに連れていってあげたりもされるそうです。つまり、高齢者同士で

互いを支え合うシステムの構築にチャレンジしておられるわけです。ここは国内で

も最も進んだ地域福祉の実践地域の１つとして全国から注目され、連日のように視

察団も来ておられます。 

 他方、当町の東桜谷地域でも、昨年度が福祉のモデル地域であったこともあり、

地区社協や地区人推協を中心に、「触れ合い 支え合い つなぎ合い研修会」や、お

しゃべり会などを定期的に開催するなど、地域に暮らす住民間での共助のあり方の

形づくりが始まりつつあり、町内の他地域もまた同様の動きが見られます。今後ま

すます必要性とその意義が高まってくるこのような住民共助の地域活動に対し、町

行政はどのようにかかわっていくべきか、そう考えられるでしょうか。ここの部分

をお聞きしたいと思います。 

 ２つ目ですが、近年大きく変化してきた社会環境や経済状況に伴い、今まで福祉

の対象となりづらかったホームレス状態、ひきこもり、虐待、雇用が不安定な労働

者といった、新たな社会的課題への対応が早急に求められるようになってきました。

平成27年度からは、経済的に困窮し、最低限の生活を維持できなくなるおそれのあ

る人達に対する生活困窮者自立支援制度が施行され、社会福祉協議会で関連事業を

受託、実施できるようになりましたが、当町におけるこの制度の利用状況はどのよ

うになっているでしょうか。 

 この２点をお尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ２番、後藤勇樹君の質問対する町長の答弁を求めます。町長。 
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町長（藤澤直広君） 地域福祉のあり方についてご質問をいただきました。 

 地域での支え合いの活動の推進につきましては、生活支援コーディネーターや社

会福祉協議会の地区担当職員が中心となって働きかけを行っており、町の職員につ

きましても課題の方向性を共有するため、ともに話し合いの場などに参加させてい

ただいております。 

 今後地域での支え合い活動の具体化に向けまして、住民の方々とともに話し合い

を進める中で、具体的な支援、連携のあり方を模索してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、社会環境や経済状況の変化に伴う新たな課題への対応についてでございま

すが、生活困窮やひきこもりの状態については制度のはざまとなっていることもあ

り、相談等につながることの困難さがあります。 

 このような中、本人や家族、また民生委員さんなど、地域の方を通じて相談につ

ながるケースもございます。例えば生活困窮といった表面的な相談の裏には、多重

債務や疾病等の問題を抱えていることも多く、根本的な解決に向けて福祉、医療、

教育、就労など、さまざまな分野の関係機関が連携することにより、対応している

ところでございます。 

 また、高リスクの方については、就労前の情報収集、就労後のフォロー、子ども

たちへの学習支援などの取り組みにより、生活困窮やひきこもりの状態を未然に防

ぐ取り組みを実施しているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） 行政のかかわり方というのをお尋ねしたわけですけれども、模

索してまいりたいということで、何かお尋ねしたことと具体的にお答えいただいた

ようには余り感じないわけでございますけれども、２番目の質問におきましても、

未然に防ぐ取り組みを実施しているところということですので、もう少し具体的に

お聞きしたいと思ったところではございますけれども、再質問をさせていただきま

す。 

 私も地域福祉の場におきまして、自分にも何かできることがあるのではないかと、

こういうふうに思いまして、東桜谷地区社協と地区人推協が中心になって、二十数

名の地区住民さんとの間で開催されておりますおしゃべり会という名前の意見交換

会や研修、講座などに積極的に参加させていただいているわけでございますけれど

も、そこでよく話題に上がっておりますのが、お買い物などの送迎時の料金、そう

いったものや、もしもの事故の際の補償問題、こういったものがやはりよく皆さん、

口に出されるところでございます。困ったときはお互いさまといえども、このよう

な部分の取り決めが明確にできておりませんと、親切があだにならないとも限りま

せん。 
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 2006年10月１日に改正道路運送法が施行されまして、市町村運営有償運送、それ

から過疎地有償運送、福祉有償運送、自家用有償旅客運送者が利用者から収受する

対価と取り扱いなどが法整備され、また、地域福祉などの運営協議会に関する国土

交通省としての考え方や、道路運送法における登録または許可を要しない運送の対

応についても示されました。 

 一般的には、地域内で住民同士が送迎サービスを行う場合、自家用車での送迎な

どをする運転者は、明確に示された自動車の燃費の計算などに基づいた燃料代だけ

は利用者から受け取ることができ、労力に対する対価は受け取ることができないこ

とになっております。ただ、謝礼については要求してはいけませんけれども、厚意

として利用者が自発的に提供された場合は、これを受け取ることができるようにな

っているようです。 

 このようなことから、今後町内の各地域でこのようなサービスが始まった場合、

町としてある程度のガイドラインを示す必要があるのではないかというふうに思い

ます。この辺りの検討などは始まっているでしょうか。 

 また、現在このような地域福祉に向けた取り組みの中で、何らかの団体や協議会

などはまだ発足はしていない状況でございますけれども、個人としての活動にはボ

ランティア保険への加入も難しいのではないかと思うのですが、その点については

何かほかの加入できる保険など、どのような方法があるのでしょうか。あれば教え

ていただきたいと思いますが、いかがでしょう。 

 ２つ目ですけれども、先ほどお尋ねした、平成27年度に施行され、経済的に困窮

し、最低限の生活を維持できなくなるおそれのある人たちを対象とした生活困窮者

自立支援制度でございますけれども、この制度が対象としている経済的に困窮し、

最低限の生活を維持できなくなるおそれのある人たちというのはどのようにして判

定しているのでしょうか。基準などがあるのでしょうか。また、自己申告なのでし

ょうか。 

 また、この生活困窮者の自立支援については、地域の社会福祉法人、福祉施設や

町、地区の社会福祉協議会、民生委員、児童委員、また当町に400人以上がいらっし

ゃる福祉協力員をはじめとした社会福祉関係者との協働、連携はどのような仕組み

や流れになっているのでしょうか。この点をお尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 長寿福祉課長。 

長寿福祉課長（山田敏之君） ただいま後藤議員の方から、地域福祉のあり方につい

てということでございまして、地域の支え合い活動を行うにあたっての保険制度、

あるいは移動支援の関係で再質問をいただきましたので、お答えをさせていただき

たいというふうに思います。 

 まず、保険の関係でございますけれども、民間の保険会社などが行っておられま
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す保険の内容までは網羅ができていないのが現状でございますけれども、全国社会

福祉協議会が損害保険会社と提携をされまして、社会貢献する無償ボランティアの

活動中に発生したけがや事故を補償する保険といたしましては、ボランティア活動

保険や送迎サービス補償の障害保険などがございます。また、ボランティア活動保

険は掛金は１人350円から700円前後でございまして、ボランティア活動のさまざま

な事故によるけがや障害、賠償責任も補償するものでございまして、後遺症障害に

も対応することになっておりますものの死亡の保険金は最高で1,400万円というこ

とでございます。 

 また、送迎サービス補償の関係の障害保険といたしましては、移送、送迎サービ

ス中によります交通事故による利用者、運転者を含む同乗者全員のけがなどを補償

するものでございまして、掛金は１人1,000円から2,000円といったところでござい

ますけれども、死亡保険金は最高で350万円程度と、一般の自動車と比べますと見舞

金程度の額となっているということでございます。 

 なお、こうした保険につきまして、町の社会福祉協議会に登録されておりますボ

ランティアグループ、あるいは字福祉会が行っていただいておりますいきいきサロ

ンなどの関係者へは、町社協からも補助金の申請時などにそうした保険の周知も行

っていただいているということを聞いております。地域での支え合い活動を行って

いただいております場合や、今後地域の活動に取り組んでいただいております場合

には、必要に応じてこうしたボランティア活動の保険の概要なども含めて、周知等、

また案内をしてまいりたいというふうに思っております。 

 また、移送のサービスの関係でございますけれども、住民の主体の移動支援につ

きましては、全国的にも多くの自治体で一緒になって陸運局と協議をされている事

例もございますことから、公共交通や移動サービスに関する許認可権者でございま

す滋賀陸運局とともに、移動支援の仕組みについては検討させていただくことは可

能であるというふうに考えております。 

議長（杉浦和人君） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（池内 潔君） ご質問いただきました生活困窮者自立支援制度につき

まして、社会福祉協議会が委託事業によりまして事業を実施していただいていると

いうことでございますけれども、今般生活に困窮される方の相談につきましては、

社協、役場を問わずいただいているところでございます。 

 自己申告であるかどうかというとこら辺でございますけれども、今般の場合は民

生委員さんを通じてであるとか、また自己申告という部分もございますし、一定、

その障害サービス、福祉サービスを受けられていた場合については、支援員を通じ

て相談があると、いろいろな場合がございます。 

 この場合、それぞれ先ほどおっしゃっていただいたとおり、どの部分であったら
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生活が困窮であるのかという部分については、それぞれの方の生活のありようをヒ

アリングさせていただきまして、改善ができる部分については改善していただくと

いうことになりましょうし、一定解決がもう困難な状況になった場合には、別の制

度でございます生活保護の制度を活用していくということがございます。 

 ただ、いろんなパターンがございますので、ルールどおりというか、マニュアル

どおりにした指導というのはなかなか難しくございますし、それぞれに寄り添った

中で一番いい方法を模索していくというのが実情でございます。ただ、困難なケー

スも最近増えてまいりましたので、一気に進めていくというよりは、長い時間をか

けながら本人さんとの相談を承っているというのが現状でございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） 今ボランティア保険、ボランティア活動保険についてお答えい

ただきましたけども、あれは個人でもいける保険なんですかね。例えばたまたまお

隣さんに「ちょっと足、悪うしたんやけど乗していって」って言われたときに乗せ

ていってあげたと。こういうときでも加入できる、単発みたいな場合でも、保険な

んですかね。この辺をちょっともう１回お尋ねしたいなと思うわけですけれども、

再々質問をさせていただきます。 

 平成28年の12月議会におきましても、私は一般質問におきまして、買い物難民対

策についてと題して、町行政の取り組みをたださせていただきました。最近近隣市

町でも買い物代行サービスという取り組みが増えつつございますけれども、移動に

制約がある方の多くは、単に商品を手に入れたいだけではないと思います。それな

ら、最近はやりのスマートスピーカーというんですか、こういった物に向かって、

「お米が欲しい」とか、「おしょうゆが欲しい」などと話しかければ、ネット通販の

お店が自宅への配達まで手配してくれますので、それで事が足ります。 

 そうではなくて、ひとり暮らしの高齢者さんや、町に出向くことが難しい環境の

方にとっては、送迎をして下さる方とのコミュニケーションですとか、お店でいろ

んな商品を手にとって、見て、楽しんで購入できること、活気のある店内の空気に

触れること、お菓子の売り場やおもちゃの売り場の前を通ったら、お孫さんの喜ぶ

顔を想像しながら欲しがりそうな商品を選ぶこと、これこそが大切なことなんだと

思います。そのようなことはネット通販のお店や宅配サービスには実現できないこ

とです。 

 そこでお尋ねしたいのですが、お買い物や病院への送迎などの取り組み自体は、

地域住民自らが考えていくことだと思いますけれども、そのために使用する例えば

自動車を、保険にも加入した状態でそのような取り組みをされる地域団体さんに貸

与するということはできないものでしょうか。行政がそのような取り組みをして下

さると、日野町の地域福祉は大きく前進すると思いますがいかがでしょうか。 
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 また、少し前に町内の商店会さんでお買い物バスというものが試行されていた時

期がございました。このサービスは住民の方々にも大変好評だったと聞いておりま

す。しかし、道路運送法や地域の旅客運送業さんとの兼ね合いで、今は中止されて

おります。このように、実際に住民さんが喜ばれ、サービスを提供する側も前向き

に取り組まれていたサービスがあったのですから、これを何とか復活し、継続でき

る方法を行政も一緒になって考えていくことはできないものでしょうか。まずこの

点について１つ、お尋ねしたいと思います。 

 ２つ目ですけれども、生活困窮者支援法は福祉事務所が設置されている地方自治

体、日野町でしたら東近江市の東近江健康福祉事務所さんに、生活困窮者に対する

自立相談支援事業を実施することを求めております。また、2009年度から実施され

ている住宅手当事業も恒久化することをこの支援法では定めております。ほかにも

任意事業として、地方自治体は就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支

援事業、学習支援事業などを行うことができるとしております。就労支援の目玉は

就労訓練事業、いわゆる中間的就労ですけれども、これです。生活困窮者が一般就

労に至るステップとしての中間的就労を実施する事業体を都道府県が認定する仕組

みを導入しております。 

 この法律の評価すべき点としましては、2010年度より一部の地域で実施されてき

たパーソナルサポート事業、生活困窮者に対する寄り添い型支援というやつ、これ

を恒久化し、財源の保証をしていること、それから貧困家庭の子どもたちへの学習

支援の財源保証をしていることが挙げられるというふうに私は思います。 

 しかし一方で、次のような問題点が指摘できると思います。まず、入り口の自立

相談支援事業では、生活保護を必要としている人に対して、生活保護制度の説明や

申請に向けた助言、援助が行われるのかがこの法律には明記をされておりません。

最悪の場合ですけれども、新たな相談窓口が生活保護の水際作戦を担う防波堤とし

て機能してしまうことも考えられます。窓口業務は外部に委託することもできるわ

けですけれども、そうした場合、受託団体が福祉事務所に遠慮して生活保護申請を

ためらうという状況は既に他の事業でも起こっておりまして、これもニュースとな

ったこともございます。つまり、受託団体の力量によって地域差が出てしまうこと

も十分に考えられます。 

 中間的就労では、一部で最低賃金の適用を除外するプログラムが組まれる予定で

す。ここに悪質な業者が入り込んで、制度を悪用することも懸念されます。生活困

窮者が劣悪な労働に従事させられ、労働市場全体の劣化を招く危険性がないとは言

い切れないと思います。 

 また、この制度では就労による自立を支援することに力点が置かれているために、

経済的な給付がほとんどございません。住宅手当は離職者に対してハローワークで
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の就労支援を受けることを前提に、賃貸住宅の家賃を補助する制度ですが、原則３

カ月間、延長しても９カ月間です。という期限つきであるために、再就職までの一

時的な支援という性格が非常に強いものです。調べてみますと、全国での住宅手当

の2009年10月から2014年３月における支給決定件数、延長決定の部分も含めてです

けれども、これは15万4,493件でした。これは生活保護の手前のセーフティーネット

としては余りにも貧弱だと言わざるを得ません。 

 東近江健康福祉事務所においては、支給決定件数はどのくらいだったのでしょう

か。この点も教えていただきたいと思います。 

 また、生活困窮者自立支援法のこのような問題点について、当町ではどのように

捉え、どのような見解をお持ちいただいているのか、この点もお聞かせいただきた

いと思います。 

 以上２点、お願いいたします。 

議長（杉浦和人君） 長寿福祉課長。 

長寿福祉課長（山田敏之君） 後藤議員の方から、地域での支え合い活動にあたりま

して、組織に加入されていない方の保険制度、また移送サービス、その２点を再質

問いただきましたので、お答えをさせていただきます。 

 まず、保険制度でございますが、先ほどボランティア活動保険、送迎サービスの

保障につきまして、内容等につきましては少しご説明申し上げましたが、これらの

方はいずれの保険も社会福祉協議会の専用の団体保険でございまして、加入対象者

は全て社会福祉協議会が運営する活動として登録されてあるものなどが条件でござ

いまして、組織に加入されていない中で、今おっしゃいましたように、ご近所の方

の厚意によって行われたようなボランティア活動でございますとか、そういった場

合の事故には該当されていないということでございます。自らのいわゆる温かいお

気持ちで活動いただいておりますそうした部分については、その保険制度としては

課題が残るということは否めない状況でございます。 

 また、移動支援の関係でございます。住民の主体の移動支援に対する物的、費用

的な面での支援というふうに理解をさせていただいたわけでございますけれども、

先ほどから申していただいております大野木地区では、移送サービスは原則的には

社協の車を使用し、片道30キロ以内での見守りの支援の利用として、これによらな

い場合は地域の車、運転手によるというようなことで運営がされているようには伺

っております。 

 しかし、これは先ほどおっしゃいましたように、全国からも視察に来られている

と言われるほどの先進的な取り組みの事例でございます。そういう中で、そのまま

日野町でもそういったものが運用できるのかということは大変難しい面が出てまい

りますけれども、大野木地区の取り組みでは実費程度の料金を払って気兼ねなく、
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困りごとの要請に対して依頼する側も依頼される側も対等な立場に立ってこそ事業

が継続できるということも話しておられるということもお聞きをしておりますので、

町内で実施いただいております高齢者交流サロンなどでの要望もお聞きいたしてお

りましても、いろいろな制約があることは承知をしているけれども、多少の費用を

負担してでもサロンの送迎などがしていただけるとありがたいのだがというような

お声はいただいておりますので、大野木地区の取り組みなども勉強する中で、課題

も多くなって非常に難しい面もあろうというふうに思いますけれども、今後そのよ

うなうまくいく方法を考えてみることができればというふうには考えております。 

 またもう１点、お買い物バスの関係でございますが、これにつきましては今まで

から行われてきた経過はございますけれども、また廃止になった経過ということも

ございますので、その辺につきましては、今後その辺の廃止になりました経過も十

分に踏まえながら研究をしていく必要があるのではないかなというふうに思ってお

ります。 

議長（杉浦和人君） 福祉保健課長。 

福祉保健課長（池内 潔君） お尋ねいただきました東近江健康福祉事務所が支給決

定している住宅手当の件数につきましては、今のところ私どもの方としては把握が

でき切れてないというのが現状でございます。 

 ただし、生活困窮者における一歩手前のというお話もございましたけれども、学

習支援につきましては昨年度も実施されているところでございまして、生活保護受

給者にかかわらず、生活困窮者世帯にまで拡大して実施されているところでござい

まして、昨年度におきましては11名の方が参加され、学習サポーターについては12

名がかかわっていただいて、実施していただいているところでございます。 

 一歩手前の取り組みについてどのような形で、また、生活保護申請のちゅうちょ

になることもないのかというようなこともお尋ねいただいているところでございま

すけれども、確かにおっしゃっていただいたとおり、生活保護は最終的なセーフテ

ィーネットであるということから、安易な形での誘導ということはなかなかしかね

る部分があろうかと思いますけれども、現実に即した中でどうしても生活保護にと

いうことであれば、東近江健康福祉事務所と役場とともに、その本人さんとの面談

を含めて判断をさせていただくというのが現実でございますし、一方では就労対策

として、働き・暮らし応援センターも含めて、どのような形で就労ができるのか、

これは生活困窮者だけではございませんけれども、障害のある方等についても同じ

ような形で働き・暮らし応援センターの力をお借りして、その方の就労についての

支援をしていくというスタンスも持ってございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤議員。 

２番（後藤勇樹君） 生活困窮者というのはいろんなタイプがあろうかというふうに
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思うわけでございますけれども、例えば若くしてひきこもりになっておられて、結

果的に生活も困窮している、こういう方はなかなか周囲から分かりにくい部分がご

ざいますし、またある程度ご年配になっていらっしゃる方でも、プライドという言

い方が正しいかどうか分かりませんけれども、誰かに助けを求めるということに対

して悪いなと思われたり、やはり自分は最後まで自分の面倒を見れないとという気

持ちが強いばっかりに、民生委員にご相談ができない方とか、訪問介護などで通っ

ておられる人がいらっしゃったとしたって、なかなかそういう見つけにくい部分と

いうのはあろうかと思いますので、ぜひアンテナを張り巡らせていただいて、その

辺をしっかりとチェックもしていただきたいなとお願いをしたいというふうに思い

ます。 

 また、後先になりましたけれども、先ほどの保険の件などでも、なかなか今はち

ょっと隣の人、乗せてというような単発の場合に、見当たる保険なども難しい部分

があったりするということでございますけれども、やはりそういったとこら辺の制

度、法整備も含めて、条例などでも何か考えていけないかなというふうに思うわけ

でございます。 

 大野木地区でも、基本的には社協の自動車でということですけれども、でも、や

っぱり頻繫にご近所の人の自動車も出ておりまして、そういったときにただではな

かなか頼む方も頼みにくいし、なかなか受ける側もいつまでもずっとボランティア

でというのは難しい部分があったりします。ただ、運転者さんに労力としてお金は

払えなくても、この間の講演でもおっしゃっていらっしゃいましたけれども、ボラ

ンティアをやっている団体に対して払うことはできるというような制度もあるみた

いですので、こういったところもうまいこと活用できないかなという、こういった

ガイドライン的なものをぜひ行政さんも主体になって考えていただいて、実際活動

するのは地域の方であっても、そういったガイドラインづくりにはぜひお知恵とお

力をおかしいただきたいなというふうに思うわけでございます。 

 これからの日本は15歳から65歳までの生産年齢人口がどんどん減少していきまし

て、それに引きかえ、高齢者の人口が増えていき、人類がいまだかつて経験したこ

とのない超高齢化社会へと向かっていきます。そして、先ほども申しましたように、

たった７年、わずか７年後には日本人の５人に１人が後期高齢者という時代を迎え

ます。ですが、悲観的になる必要はないと私は思っております。医療技術や食生活、

健康意識の改善などで長生きする人が増えるというのは、これは幸せなことだと思

います。ですが、それを支える人たちへの負担や行政の負担が増大していくのは避

けようのない事実でもございます。 

 それゆえ、私たちが自分たちで自分たちを支える、地域における共助、地域福祉

の役割が一層大きな意義を持ってまいります。そして、そのような動きが東桜谷を
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はじめ、この日野町でも始まりつつあることはとても喜ばしいことと思います。行

政としてもこのような地域の動きに対し何ができるのか、またどれくらいできるの

かをぜひシミュレーションを交えて前向きに考えていただき、ぜひ町民の皆さんに

分かる形でガイドラインを出していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 それでは、２つ目の質問に移らせていただきます。 

 ２つ目は、獣害対策と獣肉の活用についてでございます。私が一般質問で獣害対

策を扱うのは、平成27年６月議会、そして平成28年のやはり６月議会に続き、この

16期では３回目となりますが、いまだ有害鳥獣による被害は後を絶たず、農林業に

携わる方々は頭を抱えているところでございます。 

 近年日野町でもニホンジカ、猪、ニホンザルなどによる農作物、森林などへの被

害が深刻さを増してきております。南比都佐、西桜谷地区などではニホンザルの個

体数調整が行われておりますけれども、それでも被害は後を絶ちません。農家の方々

の中には、耕作意欲をなくし、離農を考える人がいらっしゃるとお聞きしておりま

す。 

 現在、猟友会を中心に有害鳥獣駆除にあたっていただいており、私も議会の場で

行政さんに要望するだけでなく、自分自身でも獣害対策の実際を知り、その一助に

なろうと、両銃の所持許可と狩猟免許の第一種銃猟免許を取得させていただき、活

動をさせていただいているところでございます。その猟友会においても、有害鳥獣

捕獲の効率の問題や、捕獲したニホンジカ、猪などの獣肉の利活用にもさらなる改

善を求める声が上がっております。今回はこれらの問題についてお尋ねしたいと思

います。 

 まず１つ目、獣害が大きな問題となり始めた今から十数年前ですけれども、こう

した当初と違い、現在は様々な対処技術がございますけれども、間違った情報や昔

ながらの動物へのうわさ話を信じて、被害に遭っているケースを非常によく目にし

ます。 

 例えば、猿がいるところには猪が出ない、また、田畑の周辺で家畜を飼えば野生

動物は近づかないというのは間違いだと、これは証明されておりますし、猪がミミ

ズを食べるために鼻先で土を掘り返すルーティングという行為を行って田畑を荒ら

すというのも間違いで、猪が食べたいのはミミズではなく植物の地下の茎、根であ

るということも分かっております。また獣害対策にしても、猪が蛍光ピンクのテー

プを嫌うといって張り巡らせていらっしゃる方も結構いらっしゃいます。ですが、

霊長類以外の哺乳類にはピンクや赤、オレンジなどを見分ける能力はなく、忌避効

果はないと判明されておりますし、山に食べ物がないから人里まで野生の動物がお

りてくるようになったと思い、山にどんぐりなどの餌となる木の実をまく人がいま
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すけれども、実際には山に食べ物はたくさんあります。ただ、人里や田畑にはそれ

よりはるかにおいしい食べ物が豊富にあり、その味を覚えてしまったからです。と

らずに放置されている柿やビワの実、はがしたままの、そのまま畑に放置されたキ

ャベツや白菜の葉、私たちの周囲には私たちにとって食べ物と思えなくても、野生

のけものにとってはおいしいごちそうがたくさんあふれているのです。 

 田畑を荒らしに来たけものを捕獲することも大事ですが、まずは農家の方が正し

い知識を身につけることが何よりも大切だというふうに思いますけれども、農家の

方や地域住民に対し、獣害に対する正しい知識の啓発などは行っていらっしゃるの

か、この点を１つ目、お尋ねしたいと思います。 

 ２つ目に、現在日野町では、わな、網などの猟の狩猟免許取得者は若干増加傾向

にございますが、銃猟免許、猟銃ですね。こちらの免許の取得者は著しく減少傾向

にございます。わなや網で有害鳥獣を捕獲した場合も、最終的には止めさしを行う

必要がございます。私も猟銃を持たなかったころは、集落の獣害対策用わなに獣が

かかると、もりをけものに刺し、電気を流す電気式止めさし器を使用しましたが、

雨やつゆなどでぬれていたり絶縁が不十分だとこちらが感電するおそれがあり、危

険を感じます。100キロを超えるようなけものが二、三秒で死んじゃうような電気で

すので、こちらが感電したら同じ目に遭います。安全、確実に、またけものを長時

間苦しめないためにも、止めさしは銃で行うことが望ましいというふうに思います。 

 また、こちらのパネルをちょっとご覧いただきたいというふうに思います。皆様

のお手元には資料を配付してございますけれども、こちらのパネルをご覧いただき

ますと、猪は比較的にわなで捉えられているケースが多いようなんですけれども、

鹿は銃器による捕獲の方が多いですし、ニホンザルに至ってはほぼ銃器で捕獲して

いるような状態です。 

 これ、ちょっと表を見ていただきますと、まず平成26年度の有害鳥獣捕獲実績で

すけれども、この年はニホンジカが合計325頭捕獲されておりますけれども、このう

ち銃器による捕獲は233頭です。これに対して、わなは92頭にとどまっております。

ニホンザルに至っては銃器が86頭、わながゼロで合計86頭、100パーセント銃器なん

ですね。27年度は306頭のニホンジカのうち、銃器が197頭、わなが109頭でざっとこ

れは２倍近いですね、銃器の方が。ニホンザルは合計87頭のうち、銃器が85頭、わ

なは２頭ですね。28年度がニホンジカ329頭のうち、銃器が172頭、わなが157頭、ニ

ホンザルは合計87頭のうち銃器が80頭、わなは７頭ですね。昨年度はニホンジカ261

頭のうち銃器が144頭、わなは117頭、ニホンザルは96頭のうち銃器は91頭、わなは

５頭だけ。これを見ましても、ほとんど銃器でニホンジカ、ニホンザルというのは

捉えているというのがお分かりいただけるというふうに思います。 

 これに対しまして、表の横を見ていただきますと、狩猟免許の新規取得者数です
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けれども、わなを取られた方は平成26年に５人、27年に９人、28年に４人、昨年は

３人、そして銃の方はというと、26年はゼロ、27年は１、そして29年に３人と。28

年はゼロですね。非常に少ないですね。全体で、猟友会では77人の会員さんがいら

っしゃるんですけれども、この中で銃の免許を持っている人は21人しかいらっしゃ

らないわけですね。これが今の日野町の現状でございます。 

 ですので、現在のように猟銃所持者が減ってきている状況では、今後の獣害対策

にとって非常に先行きが暗い状況としか言えません。また、既に町内には集落内に

銃猟免許の所持者が１人もいない地域も多くございます。その理由として猟師の高

齢化が挙げられますが、狩猟免許や銃砲所持許可申請に係る費用が高額であること

も大きな原因になっております。ちなみに、銃器を使って有害鳥獣駆除を行おうと

思いますと、銃の所持許可と第一狩猟免許の２つの資格が必要になります。狩猟免

許取得に約１万5,000円、猟銃の所持許可に約７万2,000円から、若干地域によって

も違いますけれども８万円ぐらい、そして狩猟者登録に約２万円、絶対に入らない

といけないハンター保険というのがございまして、これに約１万5,000円、これだけ

で約12万2,000円、さらに教習射撃訓練という絶対受けないといけない射撃訓練がご

ざいます。こういったものを受けたり、射撃訓練用の実弾の購入費などを考えると、

ここまででも20万円前後が必要になってまいります。これ以外に猟銃自体の購入に

際しまして多額の費用がかかるわけですが、それに対し、現在当町では狩猟免許の

取得時に講習費用に対して１万2,000円の補助を出しているだけです。 

 先日の６月６日、甲賀市役所で獣害対策を担当しとられる林業振興課の八田忠課

長さんに甲賀市の獣害対策について伺いにお邪魔したのですが、甲賀市では銃の購

入にも最大20万円、わなの購入にも最大10万円の補助を出しておられ、昨年１年間

に21人の方がこの補助を受けられたとのことです。 

 今後の獣害対策にあたる人を育成していく意味でも、甲賀市のような補助を望む

声は小さくありません。この点についての町の見解をお尋ねしたいと思います。 

 ３つ目ですが、鳥獣害の中でも最近はニホンザルによる被害をよく聞くようにな

りました。多くの場合は大型の囲いわなや猟銃での駆除が中心となります。先ほど

のパネルを見ても、ニホンザルの捕獲はほぼ銃器で行われておりますが、猿は非常

に頭がよく、効率的に捕獲することが難しい動物でもあります。そこで、猿の群れ

に発信機を取りつけ、パソコンや手持ちのスマホ、携帯電話などで位置情報を知ら

せるシステムを構築することはできませんでしょうか。 

 ４つ目ですが、捕獲した獣肉の利活用を推進するために、日野町猟友会の有志に

よって、食肉加工処理施設、獣美恵堂が運営されており、カレーのチェーン店など

に鹿肉などが提供されております。この施設のプレハブ冷蔵庫や銃弾を探知する金

属検出器の購入には町からも補助が出されており、ありがたく思うところでござい
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ますが、さらなる利活用の拡大と肉質向上を図るためには、急速冷凍機の導入が不

可欠となってきております。 

 奈良県五條市や愛知県設楽町などの先進地では、自治体からの補助で大がかりな

食肉加工処理施設が稼働しており、ご当地の議員さんに、最近では有害鳥獣駆除を

職業とする人たちが出てきているよという話も伺いました。 

 こちらのパネルをもう一度ご覧いただきたいんですけれども、これは大手のカレ

ーチェーン店さんの近江八幡店の、これがお店です。この横にありますのは八日市

のお店です。この下は大津市の一里山にあるショッピングモールのようなところに

入っている支店なんですけれども、ここに旗までつくって、「近江日野産鹿カレー」、

お店の正面の看板にも、「近江日野産鹿カレー」と銘打って、近江日野産鹿カレーと

いうのが１つのブランドになってきているわけなんですね。 

 これはみんな獣美恵堂さんで処理された鹿肉が使われておりまして、この大手カ

レー店でも、今見ていただきましたように、日野鹿肉カレーと銘打って販売され、

人気メニューとなりました。人気メニューになるには、もう７年、８年の歳月を費

やしたそうですけれども、ですが現在、獣肉の供給は追いつかないのが現状でして、

せっかく人気が出ておりましても、売り切れという看板が上がっている、いつもそ

ういう状態ということです。フランチャイズの広報担当さんにお聞きしますと、獣

害対策にもなり、地域の特産物の拡散にもつながり、脂肪分の少ない赤身の鹿肉は

健康にもよく、一石三鳥の企画なので、ぜひとも獣害対策委当たられる方を育成し、

供給を増やしてほしいと訴えておられました。 

 このように有害鳥獣駆除の効率を上げて農業被害を軽減するだけでなく、日野町

の特産品を増やす意味でも、既存の食肉加工施設への急速冷凍機購入補助を行うべ

きと考えますが、いかがでしょうか。この点もあわせてお尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 獣害対策と獣肉の活用についてご質問をいただきました。 

 まず、農家や地域住民に対する獣害に対する正しい知識の啓発についてでござい

ますが、東近江地域鳥獣被害防止対策協議会と滋賀県との共催により、集落の獣害

対策のリーダーを対象とした、集落ぐるみ獣害対策研修会を毎年開催しております。

また、日野町有害鳥獣被害対策協議会でも箱わな捕獲や被害防除などの住民を対象

とした研修会を開催しております。さらには、集落からの要望に応じて、獣害対策

の出前講座を行っております。引き続き正しい知識の普及に努めてまいります。 

 次に、猟銃に対する補助金についてでございますが、現在のところ補助制度は考

えておりません。 

 集落が箱わな捕獲によって捕獲した野生獣の止めさしについては、より安全、確

実にできるよう研究してまいりたいと思います。 
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 次に、ニホンザルの群れへの発信機を取りつけて、位置情報を知らせるシステム

についてでございますが、猿の群れが集落に近づいた時点で住民に知らせ、住民が

追い払いを行うものでございます。ただ、日野町内には６つの群れがあり、100頭を

超える規模の群れもあるため、住民が追い払うには負担も大きいことから、システ

ム導入よりも、まずは個体数調整の大量捕獲によって群れの頭数を減らすことを優

先して取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、獣美恵堂への急速冷凍機購入に対する補助でございますが、獣美恵堂の獣

肉利活用の取り組みを支援できるよう、補助金の活用の検討を獣美恵堂と相談して

まいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） 担当課さんがこしらえていただいた答弁書をそつなく棒読みで

読んでいただきましてありがとうございます。 

 今お話に出てきておりました出前講座ですけれども、これ、私どもの集落でも昨

年お越しいただきまして、担当課さんの方を含めて、いろいろ県の方も含めてご指

導をいただいたわけでございますけれども、どの集落でもこの出前講座をお願いし

て受けていらっしゃるわけではございませんし、出前講座も定時後に職員さんが出

てきて下さるわけですから、非常にありがたいと思っているんですけれども、実際

に畑や田んぼで作業をしていらっしゃる皆さんがこの知識を知っていただくという

必要がございますので、リーダーの方だけを対象にしておられましても、そのリー

ダーさんがちゃんと伝えて下さるかどうかも疑問なところもございますし、やっぱ

りそういった知識や今の現実をなかなかご存じなくて、昔からの動物に対する迷信

を信じていらっしゃる方が私の身の回りでもたくさんいらっしゃるというのも現実

でございます。 

 そういったことから考えましても、依頼があったから出向くというだけではなく

て、各地区の例えば公民館などで獣害対策の基本というような研修会や講座を設け

ていただきまして、そこでチラシをまいて、公民館の広報などがございますね。こ

ういったものでお知らせをして、そこに皆さんを集めていただいて研修会などを催

した方が、多くの方にご参加いただけて、住民の方に正しい知識をもっと身につけ

ていただけるのではないかなというふうに思うわけですけれども、この点はいかが

でしょうか。 

 ２つ目ですけれども、狩猟免許や猟銃の所持許可申請などへの補助でございます

けれども、他の自治体を例に挙げるとまた気分を害されるかもしれませんけれども、

ちょっとこらえていただきたいんですけれども、こちらの甲賀市さんからいただい

た資料ですけれども、これを見ておりますと、当町よりも非常に手厚い補助が、先

ほどの銃とかわなの購入だけに限らず、いっぱい用意されております。捕獲有害鳥
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獣に対する報奨金も、周辺自治体には当町より多いところが幾つもございます。特

に猟銃につきましては、これ、維持していくだけでも毎年何万円も費用がかかり、

年に最低２回義務づけられております射撃訓練も、射撃訓練の費用以外に高価な実

弾を100発以上も使用いたします。 

 高齢者にとって有害鳥獣駆除で険しい山に入ることは、これは決して楽なことで

はございません。また、危険も伴います。昨年だったと思いますが、有害駆除に入

られた高島市のご年配の猟友会の方が足を滑らせて滑落されまして、結果的に猟友

会総出で探しに出られた、こういったニュースもお聞きしております。そういった

ことからも、若くて体力のある猟師さんが増えることを私も願ってはおりますけれ

ども、若い人にこれだけの費用負担を求めるのはやはり無理があるのも、これ、事

実だと思います。 

 このような現実に鑑み、国、県からの助成金や補助金だけに頼らず、町として若

い猟師育成に力を注ぐべきと考えますが、この点についての町の見解を再度お伺い

したいと思います。 

 ３つ目ですが、発信機をつけた場合でも、この発信機というのはあそこに群れが

出たよというのを知らせて、追い払うために使用する物だというふうに今お伺いし

たわけですけれども、ニホンザルの群れの行動は私たち人間が認識しております地

域や自治体などの境界線とは無関係に移動していきます。そのような中で有害鳥獣

駆除を効率的に、また効果的に実施していこうと思いますと、今どのあたりをどの

くらいの規模の群れが移動中であるのかを的確に把握する必要がございます。 

 猿の個体にＧＰＳ発信機などを取りつけて追跡することが、コストとかいろんな

面で難しいということであれば、例えば猿の群れを見た人がその場でスマートフォ

ンなどを使用し、ボタンを１つタップするだけで自動的にスマホのＧＰＳ機能で日

時と移動情報を地図上に記録し、その情報を共有できるアプリを開発したらどうで

しょうか。ベースになるものはもう既に、例えばグーグルマップなどで用意されて

おりまして、プログラムなども組みやすいようになっております。それくらいのア

プリでしたら、ちょっと知識のある中学生さんでも開発できるレベルと思います。

大きなコストもかかりません。アプリの開発のコンテストを催してもおもしろいの

ではないかというふうに思います。ぜひ一度検討していただけないものでしょうか、

お願いします。 

 ４つ目ですが、獣肉の利活用についてですが今、獣美恵堂の急速冷凍機の件、検

討してみるというふうにお答えいただきましたけれども、今年の２月に、獣害駆除

で全国的にも有名な、岐阜県の猪鹿庁というグループさんがあります。漢字の猪と

漢字の鹿と、それから役場庁舎の庁という字を書いて猪鹿庁という当て字のおもし

ろい名前のグループさんがあるわけですけれども、このグループさんが高島市で開
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催された獣肉利活用の祭典にお越しになるというので、私も視察に行き、いろいろ

お話を伺ってまいりました。イベントには滋賀、岐阜、福井など、近隣の県から多

くの獣害対策担当者や獣肉を提供するレストランや業者さんなども来ておられまし

て、一般のお客様も含め、役場の駐車場に入り切らないほどの車でにぎわっており

ました。昨今のジビエブームをまざまざと見せつけられ、私たちもまだまだ勉強も

努力も足りないなと痛感させられた次第でございます。 

 また、４月にはＪＩＡＭの議員研修で親しくなった議員さんにお願いし、愛知県

の設楽町の獣害対策と獣肉利活用を視察させてもらいに行きました。そちらでは町

行政と猟友会、観光協会、獣肉の特産品化に向けて立ち上げられた協議会などが一

体となって、有害鳥獣駆除から精肉施設や販売所などの運営、商品のブランド化ま

での取り組みを行っていらっしゃいます。 

 農家体験民泊も今では一般社団法人として日野町では活動されておりますけれど

も、最初の10年間は行政主導で運営されてまいりました。これと同じように、この

獣害対策と獣肉の利活用、そしてブランド化などについても、農家体験民泊のとき

のように軌道に乗るまで行政が主体となって引っ張っていく、行っていく、こうい

ったことはできないものでしょうか。それが結果的には農家の耕作意欲増大につな

がり、日野町の森林を守り、鹿の食害から守られた雑木が水害や土砂災害から集落

や河川を守り、そして日野の新たなブランドも全国に発信していることにつながり

ます。ぜひ前向きに考えていただきたいなというふうに思いますけれども、この点

について４点お尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（寺嶋孝平君） 後藤議員から５点ほど再質問をいただきました。お答えを

させていただきたいと思います。 

 まず最初に、研修会、出前講座等について、公民館を会場としてやればどうかと

いうようなことのご質問でございまして、平成29年度におきましては滋賀県を主体

とする広域の研修会を３回と、あと出前講座、集落の要請があったところでという

ころで、５地区の方に出かけさせていただいております。 

 今年度につきましては、今予定をしておりますところでは、広域の関係の研修会

を２回とあわせまして、あと地区ごとの公民館を会場といたしまして、獣害対策に

関しますところの研修会をしていくような方向で、今調整をして、検討をしている

ところでございます。 

 ２点目の報奨金等々、いろいろ経費がかかることについての、日野町ももう少し

というようなことのお話やったかと思います。日野町の方につきましては、今現在

補助といいますか、させていただいておりますのは、免許を取得、試験を受けられ

るにあたりましての準備の講習会についての補助金が１万2,000円という形でのみ
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の補助をさせていただいておりますところで、報奨金につきましても、猿、鹿につ

いては２万円前後の１頭当たりの報奨金の方をお支払いさせていただいているとい

うようなところでございます。あと、有害駆除につきましては、弾代の補助という

ものもあわせて補助をさせていただいておりますところでありまして、これからの

新しい新規の補助というところでは、今のところは考えておりません。 

 そして、猟師の育成についてもどうかというようなご質問がございました。今、

日野町の方では有害の対策というようなことで、集落ぐるみの獣害対策事業補助金

というようなものを創設いたしまして、集落ぐるみで獣害に対する知識の啓発やっ

たり、策であったり、捕獲おりを整備していただこうというようなことでの、５年

間を通じての補助事業というのも展開をしておりまして、それにつきましても、現

在８集落ほどが取り組みをいただいておるところでございます。特定の人を育成と

いうことで、集落全体で集落を守っていこうというような形での取り組みを進めて

いただいているところでございまして、新たな猟師育成につながるというものでは

ありませんけれども、みんなで取り組むというようなところに重きを置いておると

ころでございます。 

 そして、猿の発信機でございます。猿の発信機、議員が申されました電波発信機

をつけて、それが近づいてきたらサイレンで接近を伝えるシステムであるとか、あ

と、見た人がスマホで位置情報を入れるというような方法等、いろいろあるようで

ございますし、それに伴いますシステム開発というのもいろいろ費用がかかるよう

でございますが、追い払いにあたりましては、猿を見つける、情報を入れたとして

も、やはり最終的には猿が接近してきた部分について追い払うという部分が非常に

重要になってきますので、システムに入れたからそれで終わりじゃなくて、見た段

階で皆さんが、集落の人が追い払いをしていただくということも非常に大事かなと

いうふうに思います。 

 それとあわせまして、追い払いだけではなくて集落、先ほど申されました、畑に

作物の残骸が残っているということ自体が猿を呼び寄せている原因にもなりますの

で、そういうことをしない、餌場をなくすという部分と、あと、けものが近づきに

くい、集落の周りにやぶがあったりとか、山林が生い茂っているという部分につい

ては、隠れる場所をつくっているということになりますので、そういう部分をなく

して近寄りがたい環境をつくっていくというようなことも非常に大事になってまい

りますので、そういうこともあわせて集落の方でもお取り組みをしていただきたい

なというような思いでございます。 

 最後の農家民泊というようなことでのご提案をいただいたわけですが、今の段階

では農家民泊にたどり着くよりも、まずは被害をなくすというようなことでの対策

をとっていくのが一番かなと考えておるところでございますので、農家民泊という
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ところまでの今のところでは事業展開というのは、そこまでは考えておらないとい

うのが現状でございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） まずアプリ、さっきの件ですけれども、これはもう本当にちょ

っと知っている人なら簡単につくれます、こういうアプリは。コストなんか全然か

からないです。休憩時間にでもつくれるレベルやと、私は思っております。 

 猿の群れというのは１日で地域をぐるっと回るわけではありませんので、ここで

見た、ここで見たという情報がちょこちょこ打ち込まれて行きますと、スマホを見

せていただいたときに、大体今どの辺を循環しているかということが非常に分かり

やすいですから、猟友会の人が入られてもどの辺に行けばいいかがやっぱりすぐ分

かるわけですね。コストがかかりませんし、効率も非常に上がっていいんじゃない

かというふうに思いますので、ぜひこれも検討してもらいたいと思います。 

 ただ、農家民泊について私、今の農家民泊の事業が最初の立ち上げは町主導で10

年ほど頑張られて、ある程度軌道に乗ってから今、一般社団法人にかわったという、

この例を例えて言っただけでして、別に農家民泊で獣害どうこうと言っているわけ

じゃございませんので。 

 それではちょっと再々質問、１問だけさせていただきたいと思います。 

 獣害の本をいろいろ読んでおりましたら、食物連鎖と自然界の継続性や持続性に

ついて書かれているものを非常に多く見つけます。日本にもかつて狼が住んでおり

ました。ニホンオオカミと呼ばれておりますけれども、これは実際のところ、シベ

リアや北欧、北米などに住むハイイロオオカミなんだそうです。 

 アメリカにイエローストーン国立公園というのがあり、豊かな自然が守れており

ましたけれども、ここでも狼は既に絶滅しており、その結果、ヘラジカという非常

に大型の鹿が日本のように繁殖してしまい、それらが森の雑木の新芽を食べ、森の

中は針葉樹ばかりになり、針葉樹は雑木のように根が張りませんから地盤が弱くな

り、水害が増え、護岸はえぐられ、豊かな自然環境が破壊されていってしまったそ

うです。 

 この状況を鑑みて、30年ほど前、当局は試しにカナダからハイイロオオカミのつ

がいを何組かイエローストーン国立公園に導入して様子を見たそうですが、狼が繁

殖するにしたがって食物連鎖の下位に位置する鹿の数は減少し、今では人間が全く

手を加えなくても狼や鹿の数は適正に保たれているそうです。そうすると、鹿の害

が減った分、雑木林も再生し、川岸には柳並木が復活し、その結果、美しい景観も

取り戻し、また土砂災害や水害がほとんど起こらなくなり、かつて頻発した土石流

なども全くと言っていいほど起きなくなったと報告がされております。つまり、鹿

などの数を適正に保つことは、農業被害を軽減するだけでなく、環境破壊や災害の



2-94 

予防にも繋がっている、そういうわけです。 

 そのためにも若きハンターを増やし、より効率的、また効果的な獣害駆除ができ

る体制をつくっていただくことは大切なことであるというふうに思います。若い人

がハンターとなるためのハードルを下げていくためにも、町からの補助を、そして

獣肉の利活用推進を町自らが旗振り役として引っ張っていっていただき、鹿肉や猪

の肉などを日野菜と並んで町長さんがトップセールスをして下さるぐらいの勢いが

あってもよいのではないかと思いますけれども、最後にこの点について見解をお伺

いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（寺嶋孝平君） 再々質問をいただきました。 

 食物連鎖ということでのご質問でございましたが、鹿等の数が減って被害が少な

くなるというようなとこら辺の話でございますけれども、滋賀県の方では、猿であ

ったり、猪であったり、ニホンジカだったりというのは保護管理計画というのを策

定されていまして、その中で計画的に数を減らしていこうという流れが今の状況で

ございますので、個体数調整については、今日野町が取り組んでおりますニホンザ

ルとあわせまして、鹿についても同様の手続を踏んでいく中での対応になってくる

のかなというふうに考えております。 

 そして、狩猟者等についてのことでございますが、今の有害鳥獣駆除をやってい

ただいている部分につきましては、70名近くの免許を持っておられる方が日野町の

猟友会にご加入いただく中で、有害鳥獣駆除に取り組んでいただいています。その

中で、銃の許可所有者の方が20名余り、あと70名近くの方がわな免許というような

形でやっていただいておりまして、先ほど銃による駆除が多いなという部分もござ

いましたが、一定それでも効果が上がっているのは確かでございますし、あと、箱

わな、おりという部分でも集落の方が取り組まれている部分もございますので、特

定の銃での育成をということもあるかとは思うんですけれども、集落ぐるみで取り

組むという部分も町の方では推進をしておりますので、一体となって今後とも進め

ていく必要があるのかなというふうに考えておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 後藤勇樹君。 

２番（後藤勇樹君） もう質問できませんし、質問したところで結局堂々巡りと思い

ますのでどうにもなりませんけれども、何度も繰り返しますが、獣害というのは単

に農作物や圃場を荒らされて農家の利益が減るというような、損益計算書に書ける

ような単純なものではございません。繰り返される有害鳥獣被害により、もうはっ

きり言って農家の方の心が折れちゃっているんですね。耕作意欲が失われてしまっ

ております。 

 そのような環境で自分の子どもに農家を、また農業を継いでほしいとは、やっぱ
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りとても言えないと思います。こうして後継者は途絶えてしまって、豊かな耕作地

は放棄地へと変わり果てていく。美しかった農村の原風景は失われて、森林環境は

破壊されて、果ては災害の危険性さえ増えていくわけでございます。獣害というも

のがもたらす影響をもう一度見つめ直していただくよう切にお願いをさせていただ

いて、私の質問を閉じさせていただきます。 

議長（杉浦和人君） ここで暫時休憩いたします。 

 再開は16時35分から再開いたします。 

－休憩 １６時１６分－ 

－再開 １６時３５分－ 

議長（杉浦和人君） それでは再開いたします。 

 休憩前に引き続き、一般質問を許可いたします。 

 ここで、本日の会議時間を議事の都合上、あらかじめ延長いたしますので、ご了

承いただきたいと思います。 

 それでは３番、奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） お疲れさまです。声の方がちょっと出にくいもんで、ご了承願

いたいと思います。 

 私の方からは、一般質問、２点お伺いしたいと思います。 

 まず１点目ですけれども、日野町の道路際の不法投棄についてです。日野町も今

ももうかなりあれなんですけど、町並みには緑が広がり、ええ季節になってきまし

た。毎年道路沿いに草が生え、道路際から見られない状態になります、草が生え。

その中で、ペットボトルや空き缶、またたばこの吸い殻、コンビニで買った弁当の

食べた後のごみ、解体した材木、おまけにタイヤまで捨てている状態があります。 

 こういった状態を町の方で、私も毎年、草のことも言っているんですけれども、

その中でかなりごみが増えてきたということで、町の方はこの道路の状態を知って

おられるのかお聞きしたいということで、知っておられるならば考えをお聞かせ願

いたいと思います。 

議長（杉浦和人君） ３番、奥平英雄君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 日野町の道路際の不法投棄についてご質問をいただきました。 

 ご指摘のように、幹線道路を中心として散在性のごみ、さらには不法投棄、こう

いう状況があるものというふうに認識をいたしております。 

 そうした中で、日野町ではエコライフ推進協議会とともに、５月にはごみゼロ大

作戦、11月には県下一斉清掃を行い、国道307号線および477号線を中心に、散在性

ごみ、不法投棄防止の啓発を含めた取り組みを行っておるところでございます。清

掃活動には学校、事業所、各種団体など、多くの方々に参加をいただいております

が、ほかにも自治会独自や事業所独自に清掃活動の取り組みをしていただいている
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ところもございまして、行政や住民、事業所などが一体となって美しいまちづくり

を目指していく必要があると考えております。 

 道路際の除草作業につきましては、地域の皆様のご協力によって、周辺地域の自

治会や団体で道路愛護活動に数多く取り組んでいただいていることはまことにあり

がたいことであると考えております。また、不法投棄につきましては、住民の皆様

から連絡をいただいたり、県のパトロールにより町に連絡がある場合に対応をいた

しているところでございます。 

 今後も引き続き行政での取り組みと地域の皆さんのご協力によって、環境美化活

動の推進に努めてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 今、町長が言われたように、各業者の方とか大勢の方々、いろ

いろと、私も朝、仕事に行くときに、火箸ではないんですが、あれで挟んでごみ拾

いされている方も多々見ます。それとこの間、日野青年団の新聞でしたかで、あの

中にも、「ごみ拾いをしました、日野町はきれいになるのがよいですね」みたいな内

容が書いていたんですけど、見てもらったら分かるんですけれども、今図書館から

上、あそこも草がもう道路際はかなり生えています。それと、307からこっちへ上が

ってくるところですね。私、議員させてもうて初めて一般質問の中で言った話が、

この草のことだと思うんですけども、なぜ草が生えたところにごみを、僕の考えで

すけども、草を生やすさかいにごみ捨てよんねんなと私は思ってるんですけど、こ

れまでに何で対応ができひんのかなと思うんですけども、今答弁の中に５月と11月

と書いていますけど、今の時期は何でできないのかなと。これからまた、先ほども

お話出ましたけど、氏郷まつり夏の陣ですか、花火の警備で消防団の方が出られる

そこの道、あそこは県道だと思うんですけど、あそこもかなり竹は生い茂ってある

わ、ごみは捨ててあるわ、あそこは歩道もあると思うんですけども、かなり危ない

高さに竹が茂ってあると思うんですが、あれ、もう目を突くんちゃうかなと思うぐ

らい垂れ下がっているんですけれども、あの辺をもう何も言わずずっともう毎回の

ように伸ばしっぱなしで、そこへまたごみが捨ててあるということで、ほんでこの

間、日野川ダムの多目的グラウンドから鎌掛に行く細い道ですね。あそこの通りな

んですけども、ちょっと私、この間人探しに出たんですけども、あの中であの道を

通ると、先ほど言った木のくず、解体した木が道路際に全部捨ててあるんです。あ

れも町の方は全然、知ってるんか知らんてるのかちょっと分かりませんけれども、

あの辺もちょっとほったらかしやいうんで、そういう対応をもっと早く、草が生え

るまでに何でできないのかなと毎年思っているんですけども、グリーンバイパスに

ついて、タイヤが落ちていますし、水が流れて汚い中にペットボトルやたばこの吸

い殻、そういうもんが捨ててあるんですけども、町としてはこの時期的、５月、11
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月しか、予算のことを言われてしまったら終わりなんですけども、前も１回か２回

しか刈れないという話を聞いたと思うんですけど、この辺、ちょっとどういう、５

月、11月というのはなぜそんなときに決まっているのかお聞きしたいんですけれど

も、よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課参事（柴田和英君） ただいまご質問いただきました道路際のごみの散乱につ

いて、時期的にもう少し草が生える前にできないものかということでございますが、

ごみゼロ大作戦につきましては、毎年５月30日を基本にしまして、沿線のごみをさ

まざまな団体でありましたり、事業所でございましたり、一般の方に協力をいただ

いて、５月30日を１つの基準にして、その前後でそういった啓発も図りながらやっ

ていこうということで、この時期にさせていただいておるところでございます。 

 あと、秋の方は県下一斉清掃というのが大体11月を基準にそのあたりで取り組み

をしていきましょうということで、滋賀県の大きな中でそういうような呼びかけも

ございますので、それに合わせてやっていただいているということでございます。 

 実際、草の繁茂と少し時期がずれる部分もあるんですが、そこはなかなか行政の

方で、道路際の幹線道路は一部委託で草刈りもさせていただいているんですが、今

も申しましたとおり、地域の皆さんのご協力のおかげでいろんな周辺をきれいにし

ていただいているということで、ある地域ではその地域の中で大体夏を基準にして

クリーン作戦とかいう名前で銘打って、早朝から大人から子どもさんまで、また老

人会さんとか女性会さんとかいろんな、青年会も含めてですけど、そういった草の

根で活動もしていただいておりまして、少しそういった草の時期と違うかも分かり

ませんが、基準を設けてそこでやっていこうということで取り組みをさせていただ

いているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（髙井晴一郎君） 奥平議員から、県道の道路敷の除草、それから竹等

の伐採についてご質問いただきました。 

 今言われておられたのはそこの県道やと思うんですけれども、基本的には県が業

者に委託をしている路線になっております。これ、いつも言われるんですけれども、

東近江土木事務所より甲賀土木事務所の方が対応が早い、草刈りが早いということ

で、毎回毎回お叱りの方を受けているんですけれども、これにつきましても県の方

に毎回毎回時期を合わせて早う刈ってもらうようにということは、今依頼をしてい

るところでございます。引き続き早く作業をしていただけるように依頼をしたいな

というふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 私の単純な考えで悪いんですけども、看板を立てるとか、看板
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立てても捨てやる方はいやはると思うんですけれども、白寿荘の前あたりをこの間

通ったら、こんな、「ごみを捨てないで下さい」みたいな、立ったと思うんですけれ

ども、ああやってやっぱり、あれは町が立てやったんかちょっと分からないんです

けど、白寿荘の方が立てたのかちょっと分かりませんけども、ああいうふうな取り

組みもされたらどうやろうなと思うんですけれども、やっぱり私もこの間ちょっと、

余談ですけれども、私の空き地の中道の草刈りをしたら、やっぱりペットボトルを

放り込んでいた方がおります。草が生えてあると、やっぱりどうしても捨てやるん

やなと実感していますんで、先ほどちょっと早目に対応するようにって言うてくれ

はりましたけれども、やっぱり今の時期が一番生える時期やと思うんですけども、

できるだけ時期を変えてもらって、取り組んでもらいたいなと思うんですけれども、

看板の件に関してはどう思われますか。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（髙井晴一郎君） 石原鳥居平線の看板のことかなというふうに思うん

ですけれども、白寿荘のところ。あそこについては、町がシルバー人材センターの

方に委託をしている路線でございまして、シルバーさんの方がそういうような看板

の方は設置をしていただいているというふうに認識をしております。 

 あと、町として啓発看板ということもあるんですけれども、基本的に現在その看

板を設置しようという計画はございませんが、特にひどい路線については検討を含

めて設置を考えたいなというふうに思います。 

議長（杉浦和人君） 住民課参事。 

住民課参事（柴田和英君） 看板についてでございます。全体的な話でございますが、

不法投棄等が山間とか河川等でもございまして、不法投棄はいけないというような

趣旨の看板をつくっておりまして、また重点的な場所については看板も立てており

まして、また住民さんの方から何か依頼がありましたら、その看板をお渡しさせて

いただくということもしておりますので、まずは不法投棄も未然に防ぐといいます

か、まずは早期に対応して、そういうようなことを未然に防ぐためにもそういうふ

うな啓発看板もまた使っていただくような形で、要望があればお渡しもさせていた

だいているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） ごみの方もかなり私も仕事上、解体した材料とか、かなり値段

が上がってきたんで、そういう予算がない方が捨てられるんかちょっと分からない

んですけど、材木とか、この辺はまたできるだけ早く刈っていただいて、捨てられ

ない状況をやっぱり町としてつくっていただけたらなと私、思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。要望しときます。 

 それでは、２点目なんですけれども、日野小学校の排水溝についてなんですけど
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も、日野小学校のプール南側、校舎西につながっている排水溝があります。プール

南側と校舎西側の角から南方向の排水溝にグラウンドの砂が流れて排水溝につまり、

水が流れない状態です。 

 また、繋がっている角のコンクリートが割れ落ち、排水溝をふさいだ状態で、こ

れからの、梅雨と書いていますけど、もう梅雨に入りましたけども、雨が続く季節

になり、続くと逆流するおそれが考えられます。また、角のコンクリがないために

溝ぶたもなく、大変危険な状態というのも見ました。早急に直せないかということ

で、町の考えをお聞かせ下さい。 

議長（杉浦和人君） 教育長。 

教育長（今宿綾子君） 奥平議員から、日野小学校内の排水溝についてご質問をいた

だきました。 

 町内の各小中学校の施設につきましては、学校の教職員、用務員はもちろんのこ

と、ＰＴＡの環境整備作業におきまして保護者の皆様方にもご協力をいただきまし

て、施設の整備と安全対策を講じているところでございます。 

 ご質問いただきました日野小学校のプール南側から校舎西側につながっている排

水溝についてでございますけれども、これは定期的に排水溝の泥上げを実施してお

りますところでございます。が、現状を確認しましたところ、一部ご指摘いただき

ましたように、グラウンドの砂が流れ落ちまして、排水機能に支障が生じている箇

所、そしてまた溝ぶたが落ちている箇所がございました。 

 排水溝の泥上げにつきましては、長年堆積している箇所もありますので、日野小

学校とも相談をしまして、ほかの修繕箇所、またほかの学校との優先度合いを考慮

しながら進めていきたいと考えているところでございます。 

 そしてまた、排水溝の角のコンクリートが割れ落ちていた箇所につきましては、

先日新たにふたを設置しまして、安全対策を講じたところでございます。 

 今後も学校管理者と連絡をとり合いまして、生徒、児童がより安全に学校生活を

送れますよう努力していきたいと思っております。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 今、教育長が言われたように、私も確認させていただきまして、

早速直していただきましてありがとうございます。 

 ただちょっと疑問なんですけども、あそこ、コンクリで固めてしもうてあるんで

すけれども、あれはふたはできなかったのかなと私、個人的に思っているんですけ

ども、あそこのふたのところから南にかけてかな、がかなり砂が詰まって、あそこ

の遊具の前にある枯葉やら、この間も直していただいた後だったんですけど、どう

やったのかなと思って見に行ったら、直していただいたんですけども、もう一度確

認したんですけどもかなり詰まって、南べらに行くと何もない状態で、横にグレー
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チングがふたしてあると思うんです。あそこからかなり砂が流れ落ちてあるのかな

と私は思っているんですけれども、あのグレーチングは絶対要るものなのか分から

ないんですけども、溝ぶた自体も手を入れて上げるようにはなってあるのを知って

いるんですけども、あそこ、ほんで先ほど言われたように、年に何回か掃除されて

いるのだと思うんですけども、かなりもう詰まって上に上がっている状態になって

あるんですけども、それともう１点なんですけど、プールの南側のＵ字溝ですね。

あそこ、なぜグレーチングがないのか分からないんですけれども、あそこは前に遊

具があったんか定かではないんですけれども、子どもらが遊びに行ったらちょっと

危ないんちゃうかなと私は思うんですけど、溝に足をはめて、ずっとプールのとこ

ろから次の段差の排水溝ですね。今言うてるところは上ですわね。下の国旗掲揚台

側のＵ字溝も穴が開いていたんですけども、ここも直してもらえたんか分からない

んですけども、あれに向かってＵ字溝があるんですけども、ここのグレーチングは

ないんですわ。それと、花壇が植えてある前もない。あれは何でないのか分からな

いんですけど、危険な感じがするんですけど、両サイドの階段の際も全部グレーチ

ングはありません。砂が落ちてもすぐすくえるようになっているんか分からないん

ですけども、校舎側の方につきましては、あれ、多分かなりもう前から積もった状

態で放ってあるんちゃうかなというような状態になっているんですけども、この辺

の清掃はいつごろ今度されようと思ってはるのか聞きたいのと、グレーチングがな

ぜないのかと、なぜ砂を受けるようなＵ字溝の施工の仕方をしてあるのか、私、聞

きたいんですけども、この辺よろしくお願いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（望主昭久君） 奥平議員より、日野小学校の排水路のことで再質問を頂戴

いたしました。 

 まず最初に言うていただいた、校舎の西側に当たって、それから南側に抜ける分

につきましては、その上にプレーコートというか小さな運動場みたいなところがあ

って、そこの土砂が流れ込んできて、その辺で経年で堆積しているということです。

小学校の方とも確認をさせていただきまして、詰まっているだと。ここを普通の作

業というか、ＰＴＡさんとの環境整備作業の中でも取り組むこととか、そのような

ことを検討をということは学校の方とも話してきたところです。 

 そして、溝ぶたが欠けているところにつきましては、受けが少しなかったので、

もう管渠を、下に管を入れてそこへもうコンクリートを流し込んだというふうなこ

とで修繕の方をさせていただきましたのと、グラウンド側の斜面の、ちょうどのり

面の下のところのふたが欠けている部分には、２枚コンクリートのふたはもう変え

させていただきました。そこについては、５月の環境整備作業で土砂を上げられて

いるところでございますので、今度は上側の校舎、西側のところをするとか、そこ
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は一定、学校の方とも相談しながら、ＰＴＡさんの作業とかでもお願いしたいなと

いうふうには思っています。 

 ただ、大きな修繕費につきましては、町の方では５つの小学校全てを持って、余

り大きな修繕費用を持っておりませんので、そこは学校の用務員さんであったり、

先生であったり、ＰＴＡの方でそういういろんな工夫をしていただいた中で管理を

していただきたいなというのが私どもの考えでございます。 

 またそれと、プール南側というんですか、そこの斜面のスロープのとこら辺のＵ

字溝にふたがなかったとか、ちょうどブランコの横のとこら辺の植木の下に、ちょ

うど今直したところから北側に行く水路にグレーチングがなかったということで、

そこは240ぐらい、180から240の小さな側溝でしたので、そこは維持管理を含めて作

業しやすいように表流水を拾うということでグレーチングもなかったのか、確かに

上に立木がありますので、ごみが入りやすいところでございますが、今までからな

かったということで、ちょっとグレーチングも今ご指摘いただきましたので、すぐ

に検討ということもなかなかできないかなと思っているんですが、維持管理をする

中でさせていただきたい。 

 ただ、子どもさんについては、また学校を通じてそういうことやということで啓

発もさせていただきたいということで、様子を見ていきたいというふうに思います。 

 作業のタイミングですけど、年に２回、学校の環境整備作業があります。 

 それと、先ほど教育長の答弁にございましたとおり、そこの学校としての修繕箇

所であったり、作業をしてもらう箇所であったり、庭木の草刈りとかいろいろあり

ますので、そこは学校の方でも優先順位をつけていただいた中で、学校でまた判断

していただくことになるというふうに思っております。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 私、思っているんですけど、こっちの西側については、あれ多

分、大人の力でも上げにくいのかなと思っています。もしですけれど、建設工業会

の方々に力をいただいてつってもらうとか、そういうことも考えたらどうかなと思

っています。 

 ただ私、心配しているのが、この間もちょっと委員会の中で出ました、今度ヒノ

キオを２階建てで建てはりますね。駐車場として今度日野小学校を使われますよね、

送り迎えされる方が、駐車場を。140人から増えはると聞いています。その中でお子

さんを迎えに来はったりする中で、街灯がついてるのかこれも分からないんですけ

れども、溝ぶたもなけりゃ、階段、ましておりていかなあかん状態なところを通っ

ていかなければならない。今は日が長いでいいんですけども、日が短い時期もある

んで、その辺もちょっと考えてもらえたらどうやろうなと思っています。 

 ほんで、プール側のあそこはグレーチングが要るのかなと僕は思うんですけれど
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も、この辺どう思っているのかなと。今のもうコンクリ打ってしもうてもええんか

なと思っているんです、あそこでもう勾配とってしもうてるんだったら。あれは何

でああいう設計になったんか分からないですけど、その辺はどう考えていますか。 

議長（杉浦和人君） 教育次長。 

教育次長（望主昭久君） プール横側の南側の水路につきましては、ちょうど今コン

クリートを直したところからスタートになってきますし、大体勾配自体が既にグラ

ウンドの方を向いておりますので、そう要らんかも分かりません。 

 ただ、あるもんですので何か理由があるかと思いますので、その辺はまた検討し

たいと思いますし、先ほど言うていただきました学童の子どもさんの利用、どのよ

うな通路で行くか、その辺はまだ確実に決まってないと思いますので、そこら辺を

あわせまして学校側とも学童とも打ち合わせをさせていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 奥平英雄君。 

３番（奥平英雄君） 要望として聞いといていただきたいです。できたらまた、街灯

がなければ街灯とかも考えていただいて、できるだけ迎えに来られる方に負荷がか

からないように。子どもさんら、どうしても小さい方だとちょけて、走り回ったり

される方が絶対いるんで、この辺をまた考えていただいて、もしグレーチングがな

いんやったらグレーチングでふたをするとか、その辺も考えていただいたらどうか

なと思います。 

議長（杉浦和人君） 次に、９番、冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） それでは、私の方も通告書に従いまして、２点について分割方

式で質問をさせていただきます。 

 まずはじめに、地籍調査の進捗率の向上に向けてということでございます。この

ことに関係する質問といたしましては、私、昨年の９月議会での一般質問におきま

して、所有者不明の土地についてと題して質問を行いました。答弁では、「日野町内

に所有者不明の土地がどれくらいあるのか、町では数字を持ち合わせておりません」

という返答でありました。また、その説明の中では、土地の所有者が不明になるケ

ースについての説明もございました。 

 所有者不明土地を巡っては、災害復旧やまちづくりに支障が出る事例が発生して

いるところがあると言われております。全国での不明の土地の面積は、９月議会で

も申し上げましたとおり、410万ヘクタールに上ると。それでは、滋賀県の所有者不

明土地はどの程度あるのか。その目安になるのが県内各市町で実施されている地籍

調査だとして、去る４月５日の滋賀市民新聞に報じられておりました。県下18市町

地籍調査進捗率は、昨年３月の資料として、日野町では15.3パーセント、近隣市町

の甲賀市では５パーセント、東近江市20.4パーセントなどでありますが、中でも竜

王町は43.7パーセント、愛荘町39.7パーセント、豊郷におきましては52.9パーセン
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ト、また甲良町は60.8パーセントという高い進捗率となっていて、１つ、多賀町は

4.4パーセントと低いのでありますが、この４町の進捗率が抜きん出て、進捗率は高

いものとなってあります。 

 これらのことから、町での地籍調査を積極的に進めていただきたいということで

のお考えはどのようなお考えを持っておられるのかをお伺いいたします。 

議長（杉浦和人君） ９番、冨田 幸君の質問に対する町長の答弁を求めます。町長。 

町長（藤澤直広君） 地籍調査の進捗率の向上についてご質問をいただきました。 

 平成29年度末の滋賀県の進捗率は13.6パーセントであり、１市を除く18市町で着

手をされております。その中で、日野町の進捗率は15.3パーセントであり、滋賀県

のほぼ平均的な状況となっております。 

 公表されている進捗率の調査面積には、地籍調査による実施面積のほかに土地改

良事業や区画整理事業で換地された土地等が含まれており、これらの面積が多い市

町については必然的に地籍調査の進捗率も高くなる傾向にございます。日野町は全

域の半分以上を森林が占めていることから、進捗率の高い市町と比較すると低いの

が現状でございます。 

 つまり、町の全面積に占める土地改良等の実施率でございますので、山の少ない

豊郷だとか、甲良町だとかそういうところは実施率が上がるわけでございますが、

多賀町など、森林面積の多いところは結果として低くなるということでございます

ので、この数字だけでは実際の地籍調査という部分の結果は反映をされてないと。

圃場整備がしっかり進んでいるところで山が少ないところが実施率が高くなるとい

うようなことが現状でございまして、日野町も山もあることから、滋賀県の平均程

度というところになっております。 

 なお、ご指摘のとおり、地籍調査の必要性というのは理解をいたしておりますの

で、引き続き取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 答弁いただきまして、地籍調査を実施したら所有者不明土地が

判明するというものでもないと思いますけれども、今の新聞によります2016年度の

県内18市町の地籍調査のうち、一筆地調査を実施した土地は614ヘクタール、9,817

筆でありますが、そのうち不動産登記簿で所有者の所在が確認できない土地の割合

は11.9パーセント、1,167筆。この土地の所有者を検索した結果、最終的に所在が不

明で連絡がとれない土地の割合は0.3パーセント、31筆だったというような結果を載

せられております。 

 地籍調査ならびに所有者不明土地の問題に詳しいある県会議員が申されているの

は、「やはり所有者不明土地の把握は喫緊の課題ですが、そのためには進んでいない

各市町の地籍調査の進捗率を上げる必要がある」と、そのように言われております。
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今、町長の答弁で、町の森林面積の割合が大きいということでございますが、地籍

調査というのはどういう単位でもって発注をされるのか。あるいは、今申し上げて

いるこの集落をやりますというのか、あるいはそのうち山林を除く部分の発注をす

るとか、その辺の方法、それを分かれば教えていただきたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（髙井晴一郎君） 地籍調査の範囲と調査の基準について質問をいただ

いたと思っております。 

 現在日野町では平成19年度より地籍調査を実施しておりまして、おおむねどの回

も、例えば大字中之郷であるとか、奥之池であるとかいうことで、地域単位で範囲

を設定して調査の方をさせていただいているというのが現状でございます。一部、

町道整備の関係で西大路なり鎌掛地先では道路に係る部分ということで調査の方も

しておりますが、基本的には大字単位で調査をするというような流れできておりま

す。 

 調査箇所につきましては、それぞれ要望のある地域の中で災害リスク等の高い地

域から調査を進めるというふうに今進めておりますので、現在４地区ほどの要望の

挙がっている地区がございますが、今現在、十禅師の方で調査をしておりますが、

次の調査地区につきましては今後、今申しましたように災害リスクの高い地区から

ということになりますので、要望いただいている地区の中から選定し、調査の方を

進めていくというふうな流れになります。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） よく分かりました。今現在進めておられる十禅師というのは、

森林はないんですね。そういうところはやりやすいとは思います。 

 我々の方で余り、南比都佐地区でも要望されているところは聞いておりませんが、

順次やはりそういうことは進めていかないと、いろんな意味で今後問題が、所有者

不明な土地に関しても当然ですし、相続がこれからできない方も出てこられるよう

なことも聞いたりもいたします。結局は要望を出さないと着手をしていただけない

ということらしいですので、また町としても啓発に力も入れていただきたいなとい

うふうに思いますので、それはよろしくお願いして、この１問目は終わりたいと思

います。 

 続きまして、町道の維持管理ならびに新設舗装の考え方についてお尋ねをいたし

ます。町内の町道は381路線、251キロの延長があり、町はこれらの維持管理を行っ

ていると伺っております。しかし、これらのうち車両の通行できる町道はどれくら

いあるのか。また、そのうちアスファルト舗装のできている町道の延長は何キロあ

るのかを伺いたいと思います。251キロといいますとかなりの距離でございますので、

必ずしも舗装ができているとは思いませんので、そこをまずお伺いしたいと思いま



2-105 

す。 

 次に、維持管理といえば一般的には舗装の修繕が考えられますが、町はその他の

維持管理はどのような方法で行っておられるのか。現在では防塵舗装なる手法はと

っておられないのかどうか。また、大変農道のような町道がございまして、昔で言

うグレーダーによる未舗装道路の整生事業とういことは今日実施しておられないと

思いますけれども、そこもお伺いをしたいと思います。 

 今申し上げました舗装のできてない町道というのは、軽トラックが同じところを

通ることによってわだちが激しく、軽トラックの走行でさえ苦慮しているのが現状

であります。町内の町道舗装は各集落周辺ではほとんど完了していると思いますが、

農用地、特に圃場整備田に隣接する町道の舗装は実施できないのかどうか。どのよ

うな条件であれば実施をしてもいいと考えておられるのかをお伺いしたいと思いま

す。農作業時にやはり今のわだちのきつい町道は、安心・安全のためにもぜひ検討

をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 町道の維持管理および新設舗装の考え方についてでございます

が、まず、町道の実延長は248キロでございまして、自動車が通行可能な道路は228.5

キロ、また舗装済みの道路は213.2キロとなってございます。 

 次に、道路の維持管理でございますが、通常は舗装の破損した箇所を町の請負業

者によりアスファルト合材で対応をいたしております。また、応急的な対応につい

ては、常温合材により職員等で対応をしておるところでございます。また、防塵舗

装は現在実施しておりません。 

 次に、未舗装町道の管理についてでございますが、原材料の支給により、地域で

取り組みをいただいておるところで、大変感謝をいたしております。農用地に隣接

する町道では、町道のご質問もございましたが、引き続き適正な維持管理に努めて

まいりたいと考えております。 

 なお、ご承知のように、農道の舗装につきましてはなかなか波がございまして、

私、就任させていただく以前には、かなりの農道舗装がいわゆる農林省の補助金に

よって行われてきた経過がございました。しかしながら、平成の17、8年ぐらいにな

りますと、そういう農林省の補助金が厳しくなりまして、農道舗装というよりも用

水対策等に振り向けられるということになり、なかなか農道舗装に対する要望に応

えられなかった時期がございました。 

 しかし一方で、リーマンショック以降の経済対策も含めて、農林省の方では農業

体質基盤強化事業というのが、割と手軽な補助事業が行われまして、平成21、2、3

ぐらいでしょうか、日野町内のかなりの地域で農道舗装事業に取り組みまして、毎

年２億単位の事業も実施をいたしまして、100カ所以上、いろんな農業体質基盤整備
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事業を日野町でも取り組んだ時期がございましたが、またこれも補助金の波がござ

いまして、最近ではそういう農道舗装に対する農林省の補助というのはなかなか厳

しくなりまして、やはり農業に直接影響するような用水施設の修繕更新等に重きが

置かれているところでございます。 

 かなり、三、四年間のうちに町内の農業関係の舗装は大きく進んだわけでござい

ますが、現在なかなかそういう状況にないのが現状でございまして、今後またいろ

いろなタイミングでそうした国からの補助事業等が出てくるときには、またタイミ

ングを見計らって、今農林課の方にもいろんな要望は聞いておりますので、そうい

ういいタイミングが来ればまた対応をできるのではないかということで、ここ長い

スパンの中でも、できたときと厳しいときと、できたときと厳しいときというよう

なことが私自身も実感を持って経験をしておりますので、ぜひそういうときにはイ

の一番に対応するということも含めて、またそういう使いやすい補助制度について

も国等に要望してまいりたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） アスファルト舗装等のできている町道延長等は今答弁をいただ

いたとおりでございますが、かなりの延長を舗装ができているという中で、今の町

長の説明の中に農道の問題も出てきましたが、私の申し上げているのは町道でござ

いまして、せめて、実はうちの集落でも町道をふさいで防護柵を、扉をつくってい

ます。そこまでは結局圃場があるからそういう形でやっておるんですけれども、何

とかアスファルト舗装ですね。これをほんで町道の区域の中でしていただくわけに

いかないのかどうか。今のアスファルト舗装ができている延長につきましては、農

用地区域でも進んでいるところがあろうかと思いますが、どの地域で施工されてい

るのかが分かれば教えていただきたいと思います。 

 今、未舗装の町道とそうでない町道、農道のようなところの町道、こういうとこ

ろの舗装ができた、そのわけといいますか、この地域はこういうことがあって町道

の舗装をしましたとか、我々、実はできてないところがあって申し上げているんで

すが、どうも南比都佐地区に未舗装箇所が多いように思いますので、その辺の理由

があれば教えていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

議長（杉浦和人君） 建設計画課長。 

建設計画課長（髙井晴一郎君） 冨田議員より再質問をいただきました。 

 未舗装部分の町道でございます。これにつきましては、毎年町道補修用の砕石を

町の方から出しているんですけれども、平成29年度で７地区の方でその砕石を利用

いただいて、集落の方で道普請なりで整備の方をいただいているところでございま

す。 
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 今言われました町道部分、未舗装の部分の舗装なんですけれども、基本的には現

地を確認させていただいて、どうしても必要であれば当然させてもらうというのが

原則なんですけれども、現地確認させてもらったときに、まあまあこれはというと

ころは今まだできてないというのが現状でございます。 

 いずれにしましても、ここを一回見に来てほしいというような要望がございまし

たら、当然すぐに現地の方へ行きまして確認をさせていただいて、必要であればそ

の対応はさせてもらうというスタンスでおりますので、ご理解の方、よろしくお願

いしたいと思います。 

 それから、町道補修、どの辺をしたんやということなんですが、基本的には町内

くまなく広いところをやっているんですけれども、ちょっとどことどこをしたとい

うのは今、資料を持ち合わせておりません。申しわけございません。 

議長（杉浦和人君） 冨田 幸君。 

９番（冨田 幸君） 今、課長の答弁にありましたように、砕石を入れて窪地を補修

せいということは我々もしておりますし、現にそういう形で10トントラックに１台

もらったことはあります。ただこれは、先ほど申し上げましたわだち部分に砕石を

入れるだけでございますので、結局転圧も何もありません。ということは、そこは

また同じように、軽トラック等で通れば飛び散るわけですね。ですから、砕石を入

れて窪地を補修せいというようなやり方は、できたらやめていただきたい。そのた

めにアスファルト舗装をお願いしたいというふうに思っておるわけでございますの

で、ここで何回もそれを申し上げていてもあれですので、またうちの集落に限らず、

当地区のそういうところがあれば一度見に来ていただいて、町道である以上は舗装

をお願いできないかということでまた相談に伺いたいと思いますので、その点をよ

ろしくお願いをしまして質問を終わらせていただきます。 

議長（杉浦和人君） 次に、11番、東 正幸君。 

11番（東 正幸君） それでは、通告に従いまして、３点ほど質問をさせていただき

たいと思います。時間、押しておりますので、早くしますのでよろしくお願いしま

す。 

 本年の４月から国保の都道府県化がスタートいたしました。今年度からは市町と

県が共同での運営となりました。昨年からの試算の中で、保険料、保険税が値上げ

になることを懸念してか、厚労省自体も今回の国保改革が被保険者に受け入れられ

るようになど、被保険者の負担に十分配慮した対応をと要請があったと聞いており

ます。法定外繰り入れについても、赤字解消期間等についても性急なものではない

と、理解できるのではないかと思います。それでもやはり制度改革の狙いは、やは

り法定外の繰り入れの解消、給付費の抑制であります。その分保険料が引き上がる

ではないかと、こう思っているところでもございます。 
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 本年度の標準保険料では、激変緩和措置により、全国的にも半数以上が保険税の

引き下げになったとされております。しかしながら、40パーセント程度が値上げさ

れたとも新聞にも載っておりました。しかし、何といっても説明会の資料にありま

したように、他の組合との比較では、保険料の負担率において健保組合は所得の5.7

パーセントであり、共済組合は６パーセント、協会けんぽは7.5パーセント、市町村

国保は9.9パーセントと、１割近いものになっております。平均所得が低い中で、こ

れは異常な高率ではないかと思うのであります。何とか自治体独自の軽減策はない

ものか、払える保険料、払いやすい保険料にならないかと思っているところでもご

ざいます。 

 そこで、一般的には国保の運営方針は３年ないし５年で見直し時期となっており

ますけれども、やはり声を上げていただくように、市町が申し出れば見直しができ

るのではないかと思います。このことについてよろしくお願いいたします。 

 また、県は統一保険料としておりますけれども、各自治体の独自の施策ができな

いのではないかという思いでございます。 

 本年は激変緩和措置がされましたが、この激変をどこに置くのか、どこのどの程

度が激変なのか、問題だと思いますけれども、もうそういうことが決まっているの

かどうかお聞きしたいと思います。 

 財政安定化基金を激変緩和措置に毎年活用できないのか。また、県の調整交付金

（繰入金）２号の交付金はどのように活用されていくのかであります。 

 はじめに申しましたように、法定外繰り入れも厚労省は全く否定しているように

は思えない。保険料、税を上げないためにも繰り入れはできないものかと思います。 

 子どもの均等割を免除できないか、そういうこともお願いしたいなと思います。 

 町独自で低所得者に対する保険料の軽減はできないものか、お伺いをいたします。 

 以上、第１問といたします。 

議長（杉浦和人君） 11番、東 正幸君の質問に対する町長の答弁を求めます。 

町長（藤澤直広君） 東議員から、国民健康保険税の負担軽減についてご質問をいた

だきました。 

 まず最初に今、議員が指摘されたように、いわゆる保険料における自己負担とい

いましょうか、そういうものが他の組合と比べて重いんでないかと、こういうこと

でございますが、そのとおりであるというふうに思います。基本的にはそれぞれの

所得に応じて保険料が課税されているにもかかわらず、国保においては人数割など

も含めてされているわけであります。いろんなところで軽減などの措置もあるわけ

でありますが、結果として負担感が高いというのは現状でございまして、基本的に

はここはやはり国の責任において国保全般に対する体質強化の国費の投入というこ

とをしていかないと改善がされないというのが基本的なことでございます。 
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 もう１つ、都道府県一本化に伴う激変緩和措置のことでございますが、法律が通

って都道府県が一本化するということになりますと、県の方針で曰く、同じ所得で

あれば同じ保険料と、こういうことでございますので、そういうことを基本にして

算定された標準保険料でございますので、当然今までの経過がある中で、高いとこ

ろもあれば低いところもあるということでございまして、日野町はそういう意味で

は、数値の統計のとり方はいろいろあるわけでありますけども、相対的に低かった

から激変緩和措置でげたを履かせてもらったということでございますので、これを

一本化することになれば値上げをせざるを得ないというのがこの制度の根幹でござ

います。 

 国の方は3,400億円を投入した、するということで、こういう経費も当たったので

日野町においても、あるいは全国的にも、一定のところで激変緩和措置の影響等を

受けて、値下げなり据え置きができたということでございますが、やはり値上げを

せざるを得ないところも出てきたということでございますので、日野町の現状にお

いては、激変緩和を受けるということは、統一保険料の概念から言えば現在日野町

の保険料は低いということでありますので、これは将来的にはこの制度のもとでは

上げざるを得ない、こういう仕組みになっておるというふうに思っております。 

 そうしたことを前提といたしまして、今ご質問いただきました見直し等について

でございますが、県が昨年に策定した滋賀県国民健康保険運営方針の対象期間中の

見直しについては、平成30年４月１日から３年間となっておりまして、県内の国保

の運営状況および国の制度の動向等に応じて、必要があると認められるときは見直

しを行うということになっております。 

 ただ、この見直しというものはあくまで基本的な制度の見直しでございますので、

今申し上げましたように東議員のご指摘のある負担の軽減等になるならば、これは

やはり制度の見直しもありましょうが、やはり国からの財源の投入ということがな

ければなかなかできないのではないかと、このように思っております。 

 次に、各市町における独自施策の実施についてでございますが、運営方針では平

成36年度以降のできるだけ早い時期に保険料水準の統一を目指すこととされており

ますが、市町間の保険料率や収納率の違い、保険事業給付サービスの差異など、多

くの課題があるところでございまして、今後保険料水準の統一に向けて国民健康保

険市町連携会議の中で検討をされますが、独自の施策を行うという場合については

別途財源の確保が必要となるため、なかなか厳しいのではないかと、このように思

います。 

 基本的には、19市町の保険事業などのレベルが改善をされる方向で統一されるこ

とが望ましい、このように思いますが、これにもまたいずれにしても財源の確保が

必要になるということでございます。 
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 次に、激変緩和措置についてでございますが、日野町については平成30年度で約

7,300万円の措置を受けております。激変緩和の比較の基礎となるのは平成28年度決

算ベースでの１人当たりの納付金額であり、当該年度の１人当たりの納付金額と比

較して一定割合を超える部分については激変緩和措置が行われるということでござ

います。 

 次に、財政安定化基金を激変緩和措置として毎年活用できないかということでご

ざいますが、滋賀県では財政安定化基金のうち約３億円が激変緩和措置に充当でき

ることになっております。この財政安定化基金がなくなれば、県繰入金が激変緩和

措置の財源として活用されることになります。 

 次に、繰入金２号分の活用についてでございますが、繰入金２号分は従前の県特

別調整交付金のように、市町の個別事情に着目した交付金の財源でございまして、

国保運営方針の取り組みや医療費水準、保険事業、財政の健全化などの個別事情に

より算出されることとなっております。 

 また、一般会計からの保険料、税の負担緩和を図るための繰り入れについては、

被保険者の保険料税負担の急変を考慮し、各市町において平成35年度末までの段階

的な解消を目指すことが運営方針に掲げられているところでございます。 

 また、子どもに係る保険税算定における均等割の免除や、低所得者に対する町独

自の保険料軽減については、新たな財源が必要となることから、制度全体の中で国

全体の財源充当も含めて検討していくべきと考えております。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） なかなか非常に難しい問題ではありますけれども、やはり３年、

それから５年、運営方針を変えていくのは３年ということでございますけれども、

必要があると認められるときはということでありますが、こういうようなのもやは

り運営協議会といいますか、市町連携会議等がある中で、こういうことが問題とし

て出ているがどうやとか、そういうことはずっとやってもらえると思うんですけど

も、必要があると認められるということはどの程度なのか、そこら辺を１つお聞き

したいなと思っております。 

 それと、やはり統一保険料ではこれからインセンティブといいますかそういうの

が出てきます。医療費の抑制のための個人の努力がなかなか浸透しなくなるのでは

ないかなというふうに思っておりますが、どのように思われるのかお聞きしたいと

思いますし、また収納率につきましては、日野町は九十五、六パーセント、非常に

いい方でございますので、また栗東の方では90パーセントそこそこということで、

非常に差がありますので、これもインセンティブに挙げられるのでありますけれど

も、やはり個人に対しては余りないことでありますので、そこら辺の考えはどうな

のか、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 
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 また、医療サービスにおきましても、やはり私らみたいに山奥になりますと、ア

クセス条件すら異なっているのでありまして、同一保険税が課せられるということ

はこれは不合理ではないのかなと、考えているところでございますので、そこら辺

はどのように思っておられるのか、よろしくお願いたしたいと思います。 

 もう１つは、激変緩和措置でありますけれども、医療分や、後期高齢者支援分や、

介護納付金などの合計額が非常に上昇した場合はどうなるのかなと。それもやはり

激変緩和措置にしてもらえるのかなという思いでございますけれども、その点もお

聞きしたいと思います。 

 また、子どもの均等割についても、やはりこれは少子化対策の中で大変な重要な

問題だと考えております。余り子どもさんが多くないわけですけども、せめて２人

目からぐらいは何とか省いてもらえんのかいなという思いでございますので、そこ

ら辺がもしできましたらお答えを願いたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（澤村栄治君） ただいま東議員さんから、国民健康保険税の負担軽減につ

いての再質問をいただきました。５点ほどあったかなというように思います。 

 まず、運営方針の見直しの区分についてご質問をいただきました。運営方針の対

象期間が平成30年４月から３年間となっておりまして、その間に仮に見直しが必要

やったら、その必要がどのように認められるかというご質問ですけども、まず運営

方針が策定されたときに各市町からも意見聴取がありまして、例えるならば、例え

ば保険料水準の統一について、目標年次を入れるべきではないと日野町は主張した

わけなんです。けども、多くの市町からは逆に目標年次を入れた方が取り組みやす

いと、こういう意見が出て、最終的には県の考え方が反映されるという形になりま

したので、多くの市町からの意見を参考に、最終的には県の判断によってこの必要

があるという判断は県の考え方によるものではないかなというように思います。 

 ２点目の、保険料水準が統一されれば、医療費抑制の努力や収納率の向上の努力

がなされなくなるというようなご質問をいただいていたかなというように思います

けども、県全体の医療費が上がるということになれば、県内の被保険者の負担も上

がると、こういう仕組みになっておりますので、医療費抑制の取り組みというのは

当然必要な部分であるというように考えております。特に財政運営の責任主体であ

る滋賀県という保険者と、あわせて19市町それぞれの保険者が積極的にこうした取

り組みをすべきものであるというように考えています。 

 そうした取り組み等については、今後国民健康保険市町連携会議の中で議論をさ

れていくかなというように考えていますし、先ほど東議員さんの方からもインセン

ティブという言葉を使われておりますけど、今回の制度改革で介護保険なり国保に

ついてはこのインセンティブという言葉がよく使われております。今回制度改革に



2-112 

伴って、国では医療費適正化や収納率に資する取り組みを誘引するために、新たに

保険者努力支援制度という制度が各都道府県向けに国予算で500億円、各市町向けに

国予算で500億円確保されて導入され、インセンティブの強化が図られたところでご

ざいます。この保険者努力支援制度にそれぞれの保険者が積極的に取り組むことに

よって、医療費抑制の全体の底上げが図れるものというようには考えております。 

 次に、３点目の保険料水準の統一について、医療機関への交通アクセスの違いを

どのように考えているかというご質問をいただきました。先に後藤議員さんの方か

ら、移動支援という形での病院への通院支援、そういった部分のご質問があったん

ですけども、現段階においても町内において病院とか診療所に近い方と、そうでな

い遠くに住んでおられる方では、やはり交通アクセスの違いはあるかなということ

で、これは県内どこを見てもそういう条件があろうかなというように考えておりま

す。 

 しかし、県内市町村間の医療費格差という点で見れば、そう大きい違いがあるか

と申しますと、県内１人当たりの療養諸費費用額を見てみましても、平成28年度で

言いますと、最大の多賀町と最少の豊郷町を比較しても1.2倍であり、日野町は県平

均とほぼ同じ額となっております。滋賀県は全国の中でも市町村間の医療費格差が

少ない都道府県というように言われておりまして、保険料水準に向けては比較的取

り組みやすい都道府県だというように言われております。 

 次に、４点目の支援金分や介護納付金分が急激に増加した場合に、激変緩和措置

はどうなるかというご質問をいただいております。支援金分や介護納付金分につい

ても、医療分と同じように激変緩和措置の制度がございます。平成30年度で言いま

すと、日野町は医療分で約7,100万、支援金分で約200万円の激変緩和措置をなされ

ておりまして、また他市町では介護納付金分についても激変緩和措置がなされてい

る市町があります。今後支援金分や介護納付金分が急激に増加した場合においては、

一定の条件があれば激変緩和措置がなされるというように考えております。 

 最後に、５点目の子どもに係る保険税均等割をなくすことについてでございます

けども、議員おっしゃるように、保険制度の公平性と子ども・子育て支援の観点か

ら重要な課題であるというのは私も認識をしております。しかし、導入につきまし

ては、財源を含めて国全体、社会保障制度全体の中で議論されるべきものだという

ように考えております。このため、全国の知事会、また市長会などの地方団体から

は、子どもの均等割保険料、税を軽減する支援制度の創設について、提案や要望が

なされているところでございまして、当町としましても町村会とも連携を図りなが

ら、国に要望していきたいというように考えております。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） 私らもどの程度が差なのか分かりませんけれども、先ほどの説
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明では、医療費が1.2倍ぐらいではもう普通やないかというようなことでございまし

たけども、1.2倍でも結構大きいのではないかなという思いでございますが、その点

は、もう普通なのか、もう一度お伺いしたいなと思います。 

 子どもの均等割のことでございますけれども、やはりこの30年度以降の国の拡充

についても、市町村の過去の実績に基づくというようなことも書かれておりました。

やはりそういう実績がある県や町はそういうふうにしていくというふうなことも聞

いておったんですけども、そういうことに着目いたしますと、もう今からでもそう

いうような子どもに対して均等割の、それを見ないということにしていったらどう

かなという思いでございますけれども、そういうように30年以降の拡充についてと

いう項目で私は見たことがありますので、そこら辺、もし見ておられたら何かお答

え願いたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 住民課長。 

住民課長（澤村栄治君） ただいま２点、再々質問をいただきました。 

 まず、医療費の市町村格差、県内が1.2倍、これが多いか少ないかということでご

ざいますけども、全国的に見たら滋賀県は最小であるというように聞いております。

この1.2倍の市町村格差につきましては、日野町が先ほど県平均ぐらいやというよう

な説明をさせていただいたかなというように思うんですけども、これは年度によっ

て、県平均よりも高い年度もあるし、低い年度もあるということで、これはどの市

町もその年度によって医療費は異なってきますので、そういう変動がある中で1.2

倍はそれは適正な数値かなというふうに私は認識しております。 

 ２点目の、子どもの保険税の均等割をなくしていくことについて、30年度からの

導入ということをご意見をいただいたところでございますけども、先ほども言いま

したように、これは財源が必要になってきます。私もちょっと事前に調べたんです

けども、分かる範囲で調べていると、仮に被保数で年齢回数で分かるのが29年の９

月末で、全体で4,809人おられます、被保険者が。そのうち、５歳刻みでないとちょ

っと年齢が分からなかったので、ゼロから９歳までが該当するとする場合に、471

人が子どもというように考えますと、この数字をもとに子どもの保険税の均等割を

なくすということになれば、医療分で今１人当たり２万300円、支援金分で8,500円、

合わせて２万8,000円を減額することになりまして、これを471人で乗じて計算する

と、年間約1,356万4,000円という形になります。この中には、もう既に７割や５割、

２割軽減を受けている世帯に属する子どもさんもおられますので、マックスで1,300

万円余り必要になるというように思いますので、これを日野町が先駆けてやるとい

うのが、これ、ずっと続けていくのはなかなか厳しい状況というように認識してお

りますので、現段階はやはり国が国の制度の中で対応していただくよう要望してい

きたいというように考えています。 
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議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） 町長が言われましたとおり、やはり国保は構造的な問題でもご

ざいますので、何とか国なりに強い気持ちで臨んでいただきたいなと、こう思って

おります。 

 また、子どもに対してもやはりこういった少子化でございますので、何とかなら

ないのかなという思いでございますので、今後とも善処の方をお考えいただきます

ようよろしくお願いいたします。 

 それでは次の質問にまいります。 

 環境こだわり米のことでございます。環境こだわり農産物の取り組みにつきまし

ては、安全・安心な農作物の供給に向け、取り組みがされているところと思われま

すが、完全な無農薬栽培や有機栽培は滋賀県では少ないかと思われます。以前より

減農薬、減化学肥料などの環境こだわり米などの生産はされておりました。しかし

ながら、当町では地理的な関係もありますのか、また日野米については他地区と比

べて非常に美味いんだと、おいしいんだという思い込みも感じられ、なかなか広が

りがありませんでした。近隣市町では最下位クラスであったと思っております。 

 最近環境こだわり農業技術の普及と環境こだわり農産物の生産拡大が図られてい

るとされておりますが、この環境こだわり米の現況はどうなったのかお伺いいたし

ます。 

 また、当町は近隣市町との比較はどうなのかお伺いをいたします。 

 しかしながら、最近米づくりにおいて斑点米が出るカメムシが大量に発生してお

ります。カメムシ防除がされてきたところでもございます。このカメムシ防除に使

用される農薬は残効性、浸透性が強く、神経毒性の農薬で、昆虫類に強い毒性があ

るとされております。このことから、ミツバチをはじめアカトンボなど、大幅に減

少していると言われております。滋賀県では使用されていないと思うのであります

けれども、実態についてお伺いするところでもございます。 

議長（杉浦和人君） 町長。 

町長（藤澤直広君） 環境こだわり米等に関するご質問をいただきました。 

 まず、環境こだわり米の現況についてでございますが、滋賀県においては環境こ

だわり農産物の生産面積が年々増えております。特に環境こだわり農産物のうち、

大分部を占める環境こだわり米、米は、中核品種であるみずかがみが日本穀物検定

協会による食味ランキングで特Ａを獲得するなど、ブランド化の基礎が整いつつあ

ります。また、日野町の生産者が近江米振興協会主催の平成29年度みずかがみ食味

コンクールにおいて最優秀賞を受賞されており、良食味への努力が重ねられており

ます。 

 次に、近隣市町との比較についてでございますが、日野町の環境こだわり米の生
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産面積は、５年前の平成24年度は約150ヘクタールでしたが、平成29年度には300ヘ

クタールを超える面積に拡大しています。ただ、環境こだわり米の作付比率は、東

近江地域内では水稲全体の45パーセントであるのに対し、日野町では水稲全体の約

30パーセントにとどまっております。消費者に受け入れられる、売れる米づくりを

進めるためにも、環境こだわり米の作付推進について、県やＪＡとも連携しながら

推進してまいりたいと考えております。 

 次に、カメムシ防除に使用する農薬についてでございますが、米の品質に大きく

影響するハンテンカメムシ類を中心とした病害虫防除を行うため、日野町病害虫防

除協議会により、農業者自らが共同防除組織を編成して、８月前半に一斉防除が行

われております。使用薬剤については日野町病害虫防除協議会で決めますが、ミツ

バチに対しての影響があるとされておりまして、養蜂業者へは連絡を徹底し、危害

防止に努めているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） 私、この質問に関しましては、ある方から電話が１人かかって

きまして、またもう１人の方から、出会うたときに、「これ、知ってるけ」というよ

うなことで、ぜひとも質問してくれということで言われましたので、そんなことで

ございます。 

 やはりミツバチに対しての影響があるということでありますけれども、どこか東

北でしたか、そこでは箱剤にカメムシに効くやつをまかれているということで、そ

れの影響が非常に強いということを私は聞いたわけでございます。その箱剤もこの

地区でも使われているのかな、どうなのかなという思いでございますので、そこら

辺をお尋ねしたいと思います。 

 やはり、確かにミツバチなんかは減っております。みんなの畑でも割に飛んで来

ないので、このごろスイカにしてもカボチャにしても、人工授粉をされる方が増え

てきたということで非常に心配しておりますので、これは何とかせなあかんなとい

う思いでございますので、そこら辺、箱剤が使われていると余計危ないのかなと僕

らは思うんですけども、もう１つは、やはり散布されるその中が、これはあかんの

かなという思いでございましたけども、そこら辺についてどういう見解を持ってお

られるのかお尋ねしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 農林課長。 

農林課長（寺嶋孝平君） 東議員より再質問をいただきました。 

 ハンテンカメムシに対しますところの防除で、ミツバチに影響があるんではない

かというようなところの再質問でございます。箱剤というものにつきましては、苗

に対する箱剤であるのかなというふうに思っておりますが、防除協議会で決められ

ております殺虫剤につきましては、カメムシをやっつけるという部分に対する効果



2-116 

があるということで、ネオイコチノイド系の殺虫剤を使っておられるということで、

これにつきましては粉剤、液剤、粒剤というのの３種類ございまして、その３種類

のものを殺虫剤として使っております。 

 ミツバチに影響もあるということも殺虫剤の説明書等にも書かれてございますの

で、使用する際については養蜂家の方と連絡を密にとって、被害が及ばないように

事前に対策をとりなさいよというようなことの注意書きもございますし、防除協議

会でもそういうような対応をとっておるというふうに聞いております。 

 箱剤の方につきましては、苗箱にまかれるということでございますので、直接ミ

ツバチに液剤でかかるとか、粉剤で濃度が高いのがかかるというふうになってきま

すと、ミツバチには影響が出てくるということになりますけれども、粒になりまし

て、直接ミツバチには影響はないというふうに思っておるところでございます。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） やはりこのネオイコチノイドというそういうものが非常に危な

いということが新聞にも出ておりました。やはりこれは再生協議会なんかで言うて

もらわんと、止めてもらわんとどうにもならんのかな。東北で大分人体にも被害が

出ているというようなことを聞きましたんで、質問しているわけですけども、オリ

ゼスタークルというのがあるんですけども、その中の箱剤に結構きついもんが入っ

たって、ずっとそれを箱剤にやっておくと、稲が生長するまでずっと効くというよ

うなやつでございます。それ、ここでは使ってないのかも分かりませんけども、今

後やはりこれは改めてもらいたいなと思っておりますので、ひとつまた再生協議会

かいろんなところでそういうことも動いていただきたいなと思いますので、よろし

くお願いします。 

 それでは次の、西大路地区にあります中野城址であります。中野城址は日野の城

主蒲生家の本城であると記されております。その後、市橋藩主が陣屋を構え、本丸

と塀の一部が残されましたけれども、ある専門家では、ほかにも中野城址の一部で

はないかと見られる部分もあると言われております。この土地について、今はほか

何名となっているそうですけども、このような土地はどのように町としては認識さ

れているのか。やはりロケとかそういうことも行われているという、またこのごろ

そういうブームでございますので、いろんな観光客も来ておられるということでご

ざいますので、そこら辺はやはり中野城址ということで西大路のものよりもそうし

た方が良いのではないのかなというふうに思っております。 

 土地の所有者等を決めることが可能なのか、そういうこともお伺いしたいと思い

ます。 

 また、周囲の安全策についてもお伺いしたいと思います。 

議長（杉浦和人君） 町長。 
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町長（藤澤直広君） 中野城址の土地について、町の認識、土地所有者を決めること

の可能性や周囲の安全策についてご質問をいただきました。 

 中野城址の土地につきましては、廃城後に市橋家のゆかりの神社や稲荷神社が建

立され、地域の皆さんの信仰の場であったことから、今日まで西大路地域の皆さん

の努力によって維持管理してきていただいたものと考えております。 

 神社周辺の土地の所有者は、174名の共有名義と聞いております。平成28年１月に、

大字西大路の役員さんから相談をお受けした際には、土地の所有について法務局に

も相談したという話も伺っております。 

 近年、ご指摘のようにお城に対する人気が高まる中、また、映画のロケ地でもあ

る中野城址には観光客が訪れられておりまして、大字西大路さんには石垣の老朽化

等のご心配もいただいているところでございます。現在、散策時における注意喚起

の看板の設置を準備しているところでございます。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） この問題につきましては、前々回もお伺いしたところでござい

ます。やはり神社とお稲荷さんが祭ってあります。そのことにつきましては、前回

申しましたように、西大路でこれからどうするか考えていってもらっておりますし、

そのチームをつくって、何とかその部分についてはこちらの氏神さんの方へこうし

ようかというようなことも考えているところでございます。 

 しかしながら、やはり西大路は地縁団体でございますけども、このときにこれを

探していくとなると大変でございますので、何かいい方法はないものかと、町にも

考えていただきたいなと思うのでございますけれども、そういうことはどのように

していったらいいのか、何かお考えがございませんでしょうか。 

 それとも、もしこの後、所有者がずっとこれは代々の、名前を探していくのもこ

れは大変ですし、そうなってくるとお金もかかってきますので、どのようにしてい

ったらいいのか、もしお考えがありましたらお願いしたいと思いますし、最後には

やはり音羽城址みたいに史跡、城址というようなことで町で考えてほしいなという

思いでございます。そこら辺のことをよろしく、もしお考えがありましたらお伺い

したいところでございます。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（福本修一君） ただいま中野城址の土地の所有につきまして、何かえ

え方法はないかということでご質問をいただきました。 

 平成28年のご相談いただいたときにもお話が出ておりまして、地元の方でたくさ

んの、174名もの方々の共有ということで困ってんねやという話もお伺いしていると

ころでございます。いろんな土地の経緯がございまして、中で法務局が不動産登記

をするわけですが、いろんな裁判所の判断を仰ぐ、そして法務局の指導を仰ぐとい
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うところで一定の判断がされていく方法は見出せるのではないのかなというふうに

考えておるところでございます。 

 なお、史跡として今後町として何とかならんのかという話も総代さんからもお伺

いしているところではございますけども、今町の方では、土地の所有のこともござ

いますし、現在のところ計画を持ち合わせているという状況ではございません。よ

ろしくお願いしたいというふうに思います。 

 なお、町としましても、ご相談を受けましてどうしたらええのやと、一緒に考え

てくれということであれば相談にも、当然一緒に考えさせていただきたいなという

思いでございます。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） いよいよ看板を立てるそうでございますけれども、やはり何年

か前に子どもさんがはまってけがをされておられます。そういったこともあります

ので、何かやはり囲いをするとかそういうこともやってほしいなと思いますけれど

も、そこら辺については課長の方はどのように思っておられるのか。看板だけは立

てても、本当に結局、西大路の方がやっぱり出んならんですので、そこら辺は安全

策をどのように考えておられるのか、もう一度お聞きしたいなと思います。 

議長（杉浦和人君） 商工観光課長。 

商工観光課長（福本修一君） ただいま安全対策につきまして再々質問を頂戴しまし

た。 

 ああいうロケーションのところでございますので、地域の方々の憩いの場といい

ますか、親交の場でもございますし、そういう中で景観やらも含めましてどのよう

にしていったらいいのかということにつきましては、地元の方々のご意見もお伺い

しながら一緒に考えさせていただく中で、対策を考えていかなければならないなと

いうふうに思っとります。 

 いつか、数年前かに子どもさんが落ちられたという話も、そのときではなくて後

からお伺いしたこともございましたけども、そこの注意喚起をやっぱりこちらの方

としても、観光客が来られるという実態を見まして対策をせなあかんなということ

で、喫緊に注意喚起の看板を３カ所ですけども設置をさせていただきましたので、

今後もそういう形で、いろんな形で情報発信して、安全対策には十分気をつけて情

報発信をする場合につきましては対策をとっていきたいなというふうに考えており

ます。 

議長（杉浦和人君） 東 正幸君。 

11番（東 正幸君） 大変字で管理するのは非常に難しい問題も出てきますので、町

としても一緒に考えていただいて、できることならそこら辺は史跡ということで、

町の方へ何とかしてもらいたいなという思いでございます。どうかよろしくお願い
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いたしまして、私の質問といたします。ありがとうございます。 

議長（杉浦和人君） 以上で５名の諸君の質問は終わりました。その他の諸君の一般

質問は明14日に行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

－異 議 な し－ 

議長（杉浦和人君） ご異議なしと認め、それではその他の諸君の一般質問は明14日

に行いますので、定刻ご参集をお願いいたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 一同起立、礼。 

－起 立 ・ 礼－ 

議長（杉浦和人君） お疲れさまでございました。 

－散会 １８時０９分－ 


